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１．はじめに 

 昨年１２月、建設工事標準請負契約約款（以下「標準約款」といいます。）が

改正されました。標準約款とは、建設業法において建設工事の請負契約では工

事内容や請負代金の額などを含む１４の事項を書面化することが必要とされ

ていることを踏まえ、その請負契約書のひな型として国が提示しているもので

す。 

 今回の標準約款の改正の背景には、（１）民法の改正（令和２年４月施行）と

（２）建設業法の改正（令和２年１０月施行）があります。以下では、公共工

事標準請負契約約款を例に挙げて、（１）と（２）に関する改正概要等を紹介し

ます。 

 なお、10 ページ以降には、標準約款の改正に関する参考資料が掲載されてい

ますので、あわせてご参照ください。 

 

２．標準約款の改正概要等 

（１）民法の改正関係 

 建設工事は、注文者と請負人との間の請負契約をもとに施工されます。つ

まり、請負契約は、建設業における事業活動の中心をなす建設工事の施工の

前提となるものです。そして、その請負契約に関するルールを定めているの

が民法です。今回の民法改正は幅広い内容となっていますが、以下では、建

設工事の請負契約との関連が深い項目として、①瑕疵担保責任と②債権譲渡

の２点について紹介します。なお、改正民法の施行日は令和２年４月１日で

すので、この部分に関する標準約款の改正を踏まえた新たな契約実務も令和

２年４月１日からスタートとなります。 

 

①瑕疵担保責任（契約不適合責任） 

 ＜民法の改正概要＞ 

改正前の民法では、引き渡された請負契約の目的物に「瑕疵」（かし）

があった場合には、請負人がその担保責任を負うものとして、注文者は請

負人に対して 

(ⅰ)修補の請求 

(ⅱ)損害賠償請求 

建設工事標準請負契約約款の改正について 
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(ⅲ)契約の解除（ただし、建物その他の土地の工作物については解除不

可） 

をすることができるとされています。 

今回の民法改正では、この瑕疵担保責任について、その前提となる「瑕

疵」という表現を改めることとして、目的物が種類や品質などに関して

「契約の内容に適合しない」場合に請負人が負う担保責任として規定さ

れました。これを契約不適合責任といいます。そして、請負契約の目的物

が契約の内容に適合しない場合における注文者のとり得る選択肢が広が

り、注文者は、 

(ⅰ)履行の追完請求（目的物の修補の請求など） 

(ⅱ)損害賠償請求 

(ⅲ)契約の解除 

(ⅳ)代金減額請求 

  を請負人に対して行うことができるようになります。 

   ただし、(ⅰ)履行の追完請求は、追完のために過分の費用が必要とな

る場合には請求できないとされています。また、(ⅲ)契約の解除と(ⅳ)

代金減額請求については、注文者は請負人に対してまずは相当の期間を

定めて履行の追完の催告を行い、その期間内に履行されない場合におい

て行使することができます。このほか、契約不適合があった場合の(ⅰ)

から(ⅳ)の請求については、注文者は契約不適合を知った時から１年以

内に請負人にその旨を通知しなければならないこととされています（請

負人が不適合を知っていたときや重大な過失により知らなかったとき

を除く。）。さらに、この期間制限とは別に、請求権についての民法上の

消滅時効も適用されます。 

 

＜標準約款の改正概要＞ 

以上の民法改正を踏まえ、今回の標準約款の改正では、「瑕疵」とい

う文言が「契約不適合」という文言に改められます（改正後の公共工事

標準請負契約約款（以下同じ。）第 45 条ほか）。その上で、発注者に

よる受注者に対する請求として、(ⅰ)履行の追完請求については、「目

的物の修補」又は「代替物の引渡し」を請求することができるとされま

す（第 45 条第１項）。次に、(ⅱ)損害賠償請求については、発注者が

損害賠償請求をすることができる場合を列挙する規定を新たに創設（第

55 条）し、その中に「工事目的物に契約不適合があるとき」を位置付け

ます。また、(ⅲ)契約の解除については、発注者が相当の期間を定めて

受注者に対して履行の催告をしても履行されないときに契約解除ができ

る場合を列挙する規定を新たに創設（第 47 条）し、その中に契約不適

合について「正当な理由なく履行の追完がなされないとき」を位置付け
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ます。さらに、(ⅳ)代金減額請求については、発注者が相当の期間を定

めて履行の追完の催告をしても履行の追完がなされないときは不適合の

程度に応じて代金の減額を請求できるとされます（第 45 条第３項）。 

なお、改正民法では、これらの契約不適合責任について発注者は「そ

の不適合を知った時から１年以内」に受注者に通知しなければならない

とされています（改正後の民法第 637 条第１項）が、標準約款の改正で

は、契約不適合責任の期間についてはこの改正民法の規定は適用しない

との契約条項を設定（第 57 条第７項）し、契約不適合の責任期間を

「引渡しを受けた日から○年以内」とした上で、この「○年」を原則と

して２年とすることとします（第 57 条第１項）。ただし、契約不適合

が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは、契約不適合

の責任期間は「引渡しを受けた日から○年以内」ではなく民法の消滅時

効のルールによるものとして、契約不適合を知った時から 5 年か引渡し

の時から 10 年のいずれか早い方が経過した時点で消滅時効が完成する

こととします（第 57 条第６項）。 

 

②建設工事請負代金債権の譲渡 

＜民法の改正概要＞ 

改正前の民法では、債権の譲渡について、契約の当事者間で譲渡制限特

約を付けた場合には、相手方の承諾なしに債権が勝手に譲渡されるとそ

の譲渡は原則として無効とされています。建設工事の請負代金債権の例

でいえば、請負契約において譲渡制限特約がある場合には、債権者である

受注者が債務者である発注者の承諾なしに第三者に債権譲渡しても原則

として無効となります。 

一方で、債権譲渡によって早期の現金化や資金調達を図りたいという

一般的、業種横断的なニーズもあることを踏まえ、民法の改正により、た

とえ契約の当事者間で譲渡制限特約が付されたとしても債権譲渡が行わ

れた場合には譲渡は有効となるようにルールが変わります。あわせて、債

権者が譲渡制限特約に違反して勝手に債権を譲渡した場合には、債務者

はその弁済については譲渡人(つまり元の債権者)に対して行えばよいと

いう新たなルールも創設されます。 
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＜標準約款の改正概要＞ 

建設工事、とりわけ公共工事は、例えば、受注者は入札等によって選定

されることから原則として工事の完成まで責任を持って施工してもらう

必要があることや、受注者への請負代金支払いの財源が公金であること

などの特性があります。こうしたことから、公共工事の請負代金債権が何

らの制限なく自由に譲渡されてしまう場合には、例えば、債権譲渡によっ

て早期に現金化した受注者が完成まで責任を持って施工しなくなるので

はないかといった懸念や、債権が暴力団などの反社会的勢力に譲渡され

てしまうと債務者である発注者は公金を財源に反社会的勢力へ支払いを

しなければならなくなるといった問題が生じてきます。 

このため、これまで標準約款では、受注者は発注者の承諾なしに工事代

金債権を譲渡してはならないという譲渡制限特約を設定し、発注者は受

注者が下請セーフティネット債務保証事業等を利用して債権譲渡によっ

て資金調達する場合等には譲渡を承諾するものとしています（改正前の

標準約款第５条）。 

民法が改正されて債権譲渡に関するルールが変わりますが、建設工事

の請負代金債権についての先述の特性は変わるものではないことから、

標準約款の改正では、引き続き債権譲渡の制限特約を設定することとし

ます（第５条第１項）。ただし、債権譲渡による資金調達をスムーズにす

るという民法改正の趣旨を踏まえ、発注者は受注者が下請セーフティネ

ット債務保証事業等を利用するようなケースのほか、債権譲渡を工事完

成後に行おうとするようなケースでも承諾するものとします。このほか、

施工に必要な資金が不足することを受注者が疎明して資金調達のために

債権譲渡しようとする場合についても、発注者は特段の理由がある場合

を除いて承諾するものとし、この場合には受注者は債権譲渡によって得

た金銭をその工事の施工以外に使用してはならないことを義務付ける規

定を選択的に設定できるものとします（第５条第３項、第４項）。 

なお、民法の改正により、債権譲渡については発注者の承諾がなくても

有効となりますが、仮に受注者が発注者の承諾なしに債権譲渡した場合

や暴力団に債権譲渡した場合、あるいは債権譲渡によって得た金銭をそ

の工事の施工以外に使用した場合には、契約違反行為によって発注者・受

注者間の信頼関係が損なわれることから、発注者は直ちに工事請負契約

を解除できることとします（第 48 条）。 
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（２）建設業法の改正関係 

  令和元年６月、建設業における「働き方改革」の推進や生産性の向上等を

図るため、建設業法が改正されました。この改正を踏まえた標準約款の改正

では、①工期関係と②技術者関係の２点があります。なお、改正建設業法の

主要な部分の施行日は令和２年１０月１日ですので、この部分に関する標準

約款の改正を踏まえた新たな契約実務も令和２年１０月１日からスタート

となります。 

 

①工期関係 

  今回の建設業法の改正では、長時間労働の是正に向け、適正な工期を確

保するためのルールが建設業法に追加されます。例えば、建設業法に基づ

き契約書面化しなければならない事項について、新たに「工事を施工しな

い日又は時間帯の定めをするときはその内容」が追加されます。また、注

文者は著しく短い工期で請負契約を締結してはならないこととなります。 

これらの改正を踏まえ、標準約款の改正では、これまで契約書において

「工期」が記載事項とされていた部分に関して、新たに「工事を施工しな

い日」、「工事を施工しない時間帯」が記載事項として追加されます（改正

後の契約書「四」。ただし、契約でこれらの事項を定めない場合は削除。）。

また、これまで発注者は、工期延長の変更契約の際には「特別の理由があ

るときは、延長する工期について、通常必要と認められる工期に満たない

工期への変更を請求することができる」とされていたところ（改正前の標

準約款第 22 条第２項）ですが、これを見直すこととして、この条項を削除

するとともに新たに「工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事

する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得な

い事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しな

ければならない」との条項が追加（改正後の第 21 条）されて、発注者には

著しく短い工期としないような配慮が必要となります。 

 

②技術者関係 

  今回の建設業法の改正では、限られた人材の有効活用を図ることによっ

て生産性の向上につながるよう、技術者の配置義務が合理化されます。監

理技術者の専任配置に関するルールについては、新たに創設する資格「技

士補」に該当する者が監理技術者補佐として専任で配置される工事現場で

は、監理技術者はそれら複数の現場を兼任することが認められるようにな

ります。 

  この改正を踏まえ、標準約款の改正では、これまで監理技術者を配置す

るケースにおいてはその監理技術者の氏名等を発注者に通知しなければ
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ならないとされていた部分に関して、監理技術者だけでなく監理技術者補

佐も配置して監理技術者が複数の現場を兼務するようなケースでは監理

技術者補佐の氏名等についても同様に発注者に通知しなければならない

こととされます（第 10 条）。 

 

３．終わりに 

 以上のとおり、建設業に携わる方々の契約実務では、今後、本年４月と１

０月の二段階に分けてルールの変更があります。これに合わせて、各企業で

用いている契約書の様式の改定作業などが必要となります。建設業における

適正な取引の根幹となるのは書面での契約ですので、皆様におかれましては、

今回の標準約款の改正にもしっかりと対応しながら今後とも書面での適切な

契約を心掛けていただきますようお願いします。 

 

（建設業適正取引研究会） 
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                                                   国土交通省中建審第２号 

                                                  令和元年１２月２０日 

 

国土交通大臣・都道府県知事・建設業団体の長 殿 

 

                                                     

中央建設業審議会会長 柳 正憲 

                                     

 

建設工事標準請負契約約款の実施について 

 

 

 公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定）、民間建設工

事標準請負契約約款（甲）、（乙）（平成２２年７月２６日中央建設業審議会決定）及び建設

工事標準下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会決定）の実施については、

かねてより御配慮賜っているところですが、令和２年４月１日に施行される改正民法への対

応等のため、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することといたしま

したので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第３４条第２項の規定に基づき勧告いたします。 

 なお、今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりでありますので、

遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。 

 

                                    記 

 

○施行日について 

 今回の公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款（甲）、（乙）、建設工

事標準下請契約約款の改正部分は、令和２年４月１日から施行する。ただし、点線の枠内の

改正部分については令和２年１０月１日から施行する。 

 

○主な改正内容について 

①四約款共通の事項について 

（１）契約書の記載事項について 

  令和２年１０月より施行される建設業法の改正（建設業法及び公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第三十号））を受け、

工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合はその内容を契約書に記

載することとした。 

（公共、民間（甲）（乙）、下請、契約書関係） 
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（２）譲渡制限特約について 

譲渡制限特約は四約款共通で維持した上で、公共約款と民間約款（甲）・（乙）、下請約

款でそれぞれ以下の事項を個々の建設工事の事情を考慮して選択して使用することがで

きることとした。また、改正民法下でもこの規定の実効性を確保するため、譲渡制限特約

に違反した場合、使途制限に違反した場合を無催告解除事由として、書類提出義務に違反

した場合を催告解除事由として規定した。 

発注者におかれては、工事の事情を考慮し、受注者が適正に建設工事を施工するために

資金調達を行う必要があると認められる場合には必要な部分の債権譲渡を承諾するなど、

適切に運用されたい。 

 

＜公共約款＞ 

受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工

に必要な資金が不足することを疎明したときは、特段の理由がある場合を除き、発注者は

請負代金債権の譲渡を認めなければならないこととした。また、譲渡した場合は当該工事

の施工以外に譲渡により得た資金を使用してはならないこととし、その使途について疎明

する書類を提出しなければならないとする項を選択することができることとした。 

（公共第５条関係） 

 

＜民間（甲）・（乙）、下請＞ 

  上記の譲渡制限特約を維持する条項と下記の条項を選択して使用出来ることとした。 

  「この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡

するとき（前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお

この契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。）

は、この限りでない。」こととし、資金調達目的の場合には譲渡を認める条文とし、譲渡

した場合はその資金を当該工事の施工以外に使用してはならないことした。この場合に発

注者は、必要があると認められるときは、受注者に対し、適正に使用していることを疎明

する書類の提出などの報告を求めることができることとした。 

（民間（甲）第６条、民間（乙）第４条、下請第５条関係） 

 

（３）著しく短い工期の禁止について 

  改正建設業法において、著しく短い工期が禁止されたことを踏まえ、以下の内容を規定

した。なお、本条は改正建設業法の施行日に併せて、令和２年１０月１日からの適用とし

たが、働き方改革を早期に進める観点から、可能な限り早期に適用することが望ましい。 

＜公共約款＞ 

  契約変更を行う場合においてもこの工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が

適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる

日数等を考慮しなければならないこととした。 

（公共第２１条関係） 
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＜民間（甲）・（乙）、下請＞ 

  発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必

要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならないこととした。 

（民間（甲）第２９条、民間（乙）第１９条、下請第１７条関係） 

 

（４）契約不適合責任について 

  改正民法において「瑕疵」の文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として履行の追完請求権と代金の減

額請求権が定められたことから、約款においてもこれに合わせた改正を行った。 

（公共第４５条、民間（甲）第３２条、民間（乙）第２３条、下請第３５条関係） 

 

（５）発注者（元請負人）の契約解除権について 

  改正民法において解除権については催告解除と無催告解除に分けて規定がされたこと

を踏まえ、約款においても発注者（元請負人）の解除権について催告解除と無催告解除に

分けて規定を行った。催告解除については改正民法同様、債務不履行の内容が軽微である

ときは、契約を解除できないこととし、無催告解除については、民法に規定されている解

除事由を約款においても規定した。また、改正民法において、完成後の契約解除を禁止す

る条項が削除されたことを踏まえ、約款において完成後の解除事由として、催告解除に「正

当な理由なく、履行の追完がなされないとき」、無催告解除に「引き渡された工事目的物

に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなけれ

ば、契約の目的を達成することができないものであるとき」を追加した。 

  契約の解除について、その根拠が発注者（元請負人）の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、催告解除、無催告解除を規定した条文を根拠に契約を解除することはでき

ないこととした。 

  （公共第４７条、第４８条、第４９条、民間（甲）第３４条、第３５条、第３６条、

民間（乙）第２５条、第２６条、第２７条、下請第３７条、第３８条、第３９条関係） 

 

（６）受注者（下請負人）の契約解除権について 

  上記同様、改正民法にあわせ受注者（下請負人）の解除権についても、催告解除と無

催告解除に分けて規定を行った。催告解除については改正民法同様、債務不履行の内容が

軽微であるときは、契約を解除できないこととした。 

契約の解除について、この根拠が受注者（下請負人）の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、催告解除、無催告解除を規定した契約を解除することはできないこととし

た。 

  （公共第５１条、第５２条、第５３条、民間（甲）第３８条、第３９条、第４０条、

民間（乙）第２９条、第３０条、第３１条、下請第４０条、第４１条、第４２条関係） 
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（７）解除に伴う措置について 

  契約の解除に伴う措置として、工事の完成後の契約の解除については、受発注者（元下）

双方の協議により、解除に伴い生じる事項を処理することを規定した。 

（公共第５４条、民間（甲）第４１条、民間（乙）第３２条、下請第４３条関係） 

 

（８）発注者（元請負人）の損害賠償請求権について 

  発注者（元請負人）の損害賠償請求権について、完成後の契約解除、債務の本旨に従っ

た履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときを追加した。 

  完成前の解除については、違約金の支払い（損害賠償の予定）とすることを引き続き規

定した（公共・民間（甲））。 

  また、損害賠償請求の根拠が受注者（下請負人）の責めに帰すべき事由でないときは、

発注者（元請負人）は損害賠償請求できないこととした。 

（公共第５５条、民間（甲）第４２条、民間（乙）第３３条、下請第４５条関係） 

 

（９）受注者（下請負人）の損害賠償請求権について 

  受注者（下請負人）の損害賠償請求権について、債務の本旨に従った履行をしないとき

又は債務の履行が不能であるときを追加した。 

また、損害賠償請求の根拠が発注者（元請負人）の責めに帰すべき事由でないときは、

受注者（下請負人）は損害賠償請求できないこととした。 

（公共第５６条、民間（甲）第４３条、民間（乙）第３４条、下請第４６条関係） 

 

（１０）契約不適合責任の担保期間について 

  契約不適合の責任期間について、引き渡しを受けた日から２年以内（公共・下請の場合

は○となっており、原則２を記入する）でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完

の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求又は契約の解除（以下「請求等」という。）を

することはできないこととした。 

  設備機器本体（民間（甲）・（乙）には、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽も例示）等の

契約不適合については、上記にかかわらず、発注者（元請負人）が検査して直ちにその履

行の追完を請求しなければ、受注者（下請負人）は責任を負わないこととし、一般的な注

意の下で発見できなかったものについては引渡しから１年（公共・下請の場合は○となっ

ており、○には原則１を記入する）が経過する日まで請求等をすることができることとし

た。 

  これらの請求等は、具体的な契約不適合の内容等、請求等の根拠を示して、発注者（元

請負人）の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うこととした。 

  また、上記の期間の終了直前に契約不適合を発見した発注者（元請負人）を保護するた

め、期間内にその旨を通知したときは、１年以内に請求等を行うことで期間内に請求等を

したものとみなすこととした。 

  発注者（元請負人）が上記の請求等をした場合、当該請求等に係る契約不適合について、
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民法の消滅時効の範囲内でその他の必要と認められる請求等を行うことができることを

明示した。 

  改正民法 637条第１項の規定は契約不適合責任期間については適用しないことした。 

また、契約不適合が受注者（下請負人）の故意又は重過失によるものであるときは、こ

れらの期間制限は適用しないこととした。 

発注者（元請負人）が引渡しの際に契約不適合を知った時は直ちに通知しなければばら

ないという現行約款の規定を維持した（公共、民間（甲））。 

また、契約不適合が発注者（元請負人）又は監督員（監理者）の指図によるものである

ときは、発注者（元請負人）は契約不適合を理由に請求等を行うことができないこととし

た。 

（公共第５７条、民間（甲）第４４条、民間（乙）第３５条、下請第４７条関係） 

 

②公共約款に関する改正について 

（１）契約の保証について 

  契約の保証について、その契約が破産管財人等による解除の場合にも、保証されるもの

でなければならないこととした。 

（公共第４条関係） 

 

（２）工事現場に設置する者及びその通知について 

  改正建設業法において、監理技術者を補佐する者について規定されたところ、この者を

設置する場合はこの者の名前を発注者に通知することとした。 

（公共第１０条関係） 

 

③民間（甲）に関する改正について 

（１）監理者の規定について 

  監理者の規定について、建設工事の請負契約が受発注者間の二者間契約であることから

修正を行った。 

（民間（甲）第９条関係） 

 

（２）工事現場に設置する者及びその通知について 

  改正建設業法において、監理技術者を補佐する者について規定されたところ、この者を

設置する場合はこの者の名前を発注者に通知することとした。 

（民間（甲）第１０条関係） 

 

④民間（乙）に関する改正について 

（１）監理者の規定について 

  監理者の規定について、建設工事の請負契約が受発注者間の二者間契約であることから

修正を行った。 
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（民間（乙）第５条関係） 

 

以上 
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て そ れ ぞ れ 記 入 す る 。 な お 、 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 保 証 金 の 供 託 を 行 う 場 合 は 、 受 注 者 は て そ れ ぞ れ 記 入 す る 。 な お 、 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 保 証 金 の 供 託 を 行 う 場 合 は 、 受 注 者 は

、 供 託 所 の 所 在 地 及 び 名 称 、 共 同 請 負 の 場 合 の そ れ ぞ れ の 建 設 瑕 疵 負 担 割 合 を 記 載 し 、 供 託 所 の 所 在 地 及 び 名 称 、 共 同 請 負 の 場 合 の そ れ ぞ れ の 建 設 瑕 疵 負 担 割 合 を 記 載 し

た 書 面 を 発 注 者 に 交 付 し 、 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 た 書 面 を 発 注 者 に 交 付 し 、 説 明 し な け れ ば な ら な い 。

上 記 の 工 事 に つ い て 、 発 注 者 と 受 注 者 は 、 各 々 の 対 等 な 立 場 に お け る 合 上 記 の 工 事 に つ い て 、 発 注 者 と 受 注 者 は 、 各 々 の 対 等 な 立 場 に お け る 合

意 に 基 づ い て 、 別 添 の 条 項 に よ っ て 公 正 な 請 負 契 約 を 締 結 し 、 信 義 に 従 っ 意 に 基 づ い て 、 別 添 の 条 項 に よ っ て 公 正 な 請 負 契 約 を 締 結 し 、 信 義 に 従 っ

て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。 て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。

ま た 、 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 別 紙 の ま た 、 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 別 紙 の

共 同 企 業 体 協 定 書 に よ り 契 約 書 記 載 の 工 事 を 共 同 連 帯 し て 請 け 負 う 。 共 同 企 業 体 協 定 書 に よ り 契 約 書 記 載 の 工 事 を 共 同 連 帯 し て 請 け 負 う 。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 通 を 作 成 し 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 記 名 押 印 の 上 本 契 約 の 証 と し て 本 書 通 を 作 成 し 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 記 名 押 印 の 上

、 各 自 一 通 を 保 有 す る 。 、 各 自 一 通 を 保 有 す る 。

令 和 年 月 日 平 成 年 月 日

発 注 者 住 所 発 注 者 住 所

氏 名 印 氏 名 印

受 注 者 住 所 受 注 者 住 所

氏 名 印 氏 名 印

注 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に お い て は 、 受 注 者 の 住 所 及 び 氏 名 の 欄 に は 注 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に お い て は 、 受 注 者 の 住 所 及 び 氏 名 の 欄 に は

、 共 同 企 業 体 の 名 称 並 び に 共 同 企 業 体 の 代 表 者 及 び そ の 他 の 構 成 員 の 住 所 及 び 氏 名 を 記 、 共 同 企 業 体 の 名 称 並 び に 共 同 企 業 体 の 代 表 者 及 び そ の 他 の 構 成 員 の 住 所 及 び 氏 名 を 記

入 す る 。 入 す る 。

（ 総 則 ） （ 総 則 ）

第 一 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 こ の 約 款 （ 契 約 書 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 第 一 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 こ の 約 款 （ 契 約 書 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に

基 づ き 、 設 計 図 書 （ 別 冊 の 図 面 、 仕 様 書 、 現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 基 づ き 、 設 計 図 書 （ 別 冊 の 図 面 、 仕 様 書 、 現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対

す る 質 問 回 答 書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 従 い 、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し 、 す る 質 問 回 答 書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 従 い 、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し 、

こ の 契 約 （ こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 を 内 容 と す る 工 事 の 請 負 契 約 を い う 。 こ の 契 約 （ こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 を 内 容 と す る 工 事 の 請 負 契 約 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 履 行 し な け れ ば な ら な い 。 以 下 同 じ 。 ） を 履 行 し な け れ ば な ら な い 。

２ 受 注 者 は 、 契 約 書 記 載 の 工 事 を 契 約 書 記 載 の 工 期 内 に 完 成 し 、 工 事 目 ２ 受 注 者 は 、 契 約 書 記 載 の 工 事 を 契 約 書 記 載 の 工 期 内 に 完 成 し 、 工 事 目

-
1
-

○ 公 共 工 事 標 準 請 負 契 約 約 款 （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

建 設 工 事 請 負 契 約 書 建 設 工 事 請 負 契 約 書

一 工 事 名 一 工 事 名

二 工 事 場 所 二 工 事 場 所

三 工 期 自 令 和 年 月 日 三 工 期 自 平 成 年 月 日

至 令 和 年 月 日 至 平 成 年 月 日

四 工 事 を 施 工 し な い 日 （ 新 設 ）

工 事 を 施 工 し な い 時 間 帯

注 工 事 を 施 工 し な い 日 又 は 時 間 帯 を 定 め な い 場 合 は 削 除 。

五 請 負 代 金 額 四 請 負 代 金 額

（ う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ） （ う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ）

六 契 約 保 証 金 五 契 約 保 証 金

注 第 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 、 「 免 除 」 と 記 入 す る 。 注 第 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 、 「 免 除 」 と 記 入 す る 。

七 調 停 人 六 調 停 人

注 調 停 人 を 活 用 す る こ と が 望 ま し い が 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 調 停 人 を あ ら か じ め 定 め 注 調 停 人 を 活 用 す る こ と が 望 ま し い が 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 調 停 人 を あ ら か じ め 定 め

な い 場 合 は 削 除 。 な い 場 合 は 削 除 。

（ 八 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等 ） （ 七 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等 ）

注 こ の 工 事 が 、 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 注 こ の 工 事 が 、 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律( 平 成 十 二 年 法 律 第 百

四 号) 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 対 象 建 設 工 事 の 場 合 は 、( １) 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 、( 四 号) 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 対 象 建 設 工 事 の 場 合 は 、( １) 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 、(

２) 再 資 源 化 等 に 要 す る 費 用 、( ３) 分 別 解 体 等 の 方 法 、( ４) 再 資 源 化 等 を す る 施 設 の ２) 再 資 源 化 等 に 要 す る 費 用 、( ３) 分 別 解 体 等 の 方 法 、( ４) 再 資 源 化 等 を す る 施 設 の

名 称 及 び 所 在 地 に つ い て そ れ ぞ れ 記 入 す る 。 名 称 及 び 所 在 地 に つ い て そ れ ぞ れ 記 入 す る 。

（ 九 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 責 任 保 険 ） （ 八 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 責 任 保 険 ）

注 特 定 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 の 履 行 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 注 特 定 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 の 履 行 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 六 十 六 号 ）

第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 特 定 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 を 履 行 す る た め 、 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 責 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 特 定 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 を 履 行 す る た め 、 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 責

任 保 険 に 加 入 す る 場 合 は 、( １) 保 険 法 人 の 名 称 、( ２) 保 険 金 額 、( ３) 保 険 期 間 に つ い 任 保 険 に 加 入 す る 場 合 は 、( １) 保 険 法 人 の 名 称 、( ２) 保 険 金 額 、( ３) 保 険 期 間 に つ い
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第 二 条 発 注 者 は 、 受 注 者 の 施 工 す る 工 事 及 び 発 注 者 の 発 注 に 係 る 第 三 者 第 二 条 発 注 者 は 、 受 注 者 の 施 工 す る 工 事 及 び 発 注 者 の 発 注 に 係 る 第 三

の 施 工 す る 他 の 工 事 が 施 工 上 密 接 に 関 連 す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る 者 の 施 工 す る 他 の 工 事 が 施 工 上 密 接 に 関 連 す る 場 合 に お い て 、 必 要 が

と き は 、 そ の 施 工 に つ き 、 調 整 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は あ る と き は 、 そ の 施 工 に つ き 、 調 整 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お

、 受 注 者 は 、 発 注 者 の 調 整 に 従 い 、 当 該 第 三 者 の 行 う 工 事 の 円 滑 な 施 工 い て は 、 受 注 者 は 、 発 注 者 の 調 整 に 従 い 、 当 該 第 三 者 の 行 う 工 事 の 円

に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 滑 な 施 工 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

（ 請 負 代 金 内 訳 書 及 び 工 程 表 ） （ 請 負 代 金 内 訳 書 及 び 工 程 表 ）

第 三 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 基 づ い て 請 負 代 金 内 訳 書 （ 以 下 「 内 第 三 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 基 づ い て 請 負 代 金 内 訳 書 （ 以 下 「 内

訳 書 」 と い う 。 ） 及 び 工 程 表 を 作 成 し 、 発 注 者 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 訳 書 」 と い う 。 ） 及 び 工 程 表 を 作 成 し 、 発 注 者 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 け な け れ ば な ら な い 。

２ 内 訳 書 に は 、 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 及 び 雇 用 保 険 に 係 る 法 定 福 利 費 ２ 内 訳 書 に は 、 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 及 び 雇 用 保 険 に 係 る 法 定 福 利 費

を 明 示 す る も の と す る 。 を 明 示 す る も の と す る 。

３ 内 訳 書 及 び 工 程 表 は 、 こ の 約 款 の 他 の 条 項 に お い て 定 め る 場 合 を 除 き ３ 内 訳 書 及 び 工 程 表 は 、 こ の 約 款 の 他 の 条 項 に お い て 定 め る 場 合 を 除 き

、 発 注 者 及 び 受 注 者 を 拘 束 す る も の で は な い 。 、 発 注 者 及 び 受 注 者 を 拘 束 す る も の で は な い 。

注 （ Ａ ） は 、 契 約 の 内 容 に 不 確 定 要 素 の 多 い 契 約 等 に 使 用 す る 。 注 （ Ａ ） は 、 契 約 の 内 容 に 不 確 定 要 素 の 多 い 契 約 等 に 使 用 す る 。

第 三 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 締 結 後 〇 日 以 内 に 設 計 図 書 に 基 づ い て 第 三 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 締 結 後 〇 日 以 内 に 設 計 図 書 に 基 づ い て

、 請 負 代 金 内 訳 書 （ 以 下 「 内 訳 書 」 と い う 。 ） 及 び 工 程 表 を 作 成 し 、 発 、 請 負 代 金 内 訳 書 （ 以 下 「 内 訳 書 」 と い う 。 ） 及 び 工 程 表 を 作 成 し 、 発

注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 内 訳 書 に は 、 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 及 び 雇 用 保 険 に 係 る 法 定 福 利 費 ２ 内 訳 書 に は 、 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 及 び 雇 用 保 険 に 係 る 法 定 福 利 費

を 明 示 す る も の と す る 。 を 明 示 す る も の と す る 。

３ 内 訳 書 及 び 工 程 表 は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 を 拘 束 す る も の で は な い 。 ３ 内 訳 書 及 び 工 程 表 は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 を 拘 束 す る も の で は な い 。

（ 契 約 の 保 証 ） （ 契 約 の 保 証 ）

第 四 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 締 結 と 同 時 に 、 次 の 各 号 の い ず れ か 第 四 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 締 結 と 同 時 に 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 掲 げ る 保 証 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 号 の 場 合 に お い て に 掲 げ る 保 証 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 号 の 場 合 に お い て

は 、 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 後 、 直 ち に そ の 保 険 証 券 を 発 注 者 に 寄 託 し は 、 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 後 、 直 ち に そ の 保 険 証 券 を 発 注 者 に 寄 託 し

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

一 契 約 保 証 金 の 納 付 一 契 約 保 証 金 の 納 付

二 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 と な る 有 価 証 券 等 の 提 供 二 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 と な る 有 価 証 券 等 の 提 供
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的 物 を 発 注 者 に 引 き 渡 す も の と し 、 発 注 者 は 、 そ の 請 負 代 金 を 支 払 う も 的 物 を 発 注 者 に 引 き 渡 す も の と し 、 発 注 者 は 、 そ の 請 負 代 金 を 支 払 う も

の と す る 。 の と す る 。

３ 仮 設 、 施 工 方 法 そ の 他 工 事 目 的 物 を 完 成 す る た め に 必 要 な 一 切 の 手 段 ３ 仮 設 、 施 工 方 法 そ の 他 工 事 目 的 物 を 完 成 す る た め に 必 要 な 一 切 の 手 段

（ 以 下 「 施 工 方 法 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 に （ 以 下 「 施 工 方 法 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 に

特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 受 注 者 が そ の 責 任 に お い て 定 め る 。 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 受 注 者 が そ の 責 任 に お い て 定 め る 。

４ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な ４ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な

い 。 い 。

５ こ の 約 款 に 定 め る 催 告 、 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 は 、 ５ こ の 約 款 に 定 め る 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 は 、 書 面 に

書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

６ こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 言 語 は 、 日 本 ６ こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 言 語 は 、 日 本

語 と す る 。 語 と す る 。

７ こ の 約 款 に 定 め る 金 銭 の 支 払 い に 用 い る 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。 ７ こ の 約 款 に 定 め る 金 銭 の 支 払 い に 用 い る 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。

８ こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 計 量 単 位 は 、 ８ こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 計 量 単 位 は 、

設 計 図 書 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 五 十 設 計 図 書 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 五 十

一 号 ） に 定 め る も の と す る 。 一 号 ） に 定 め る も の と す る 。

９ こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 （ 明 治 二 ９ こ の 約 款 及 び 設 計 図 書 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 （ 明 治 二

十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 及 び 商 法 （ 明 治 三 十 二 年 法 律 第 四 十 八 号 ） の 定 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 及 び 商 法 （ 明 治 三 十 二 年 法 律 第 四 十 八 号 ） の 定

め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。

こ の 契 約 は 、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 す る も の と す る 。 こ の 契 約 は 、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 す る も の と す る 。10 10

こ の 契 約 に 係 る 訴 訟 に つ い て は 、 日 本 国 の 裁 判 所 を も っ て 合 意 に よ る こ の 契 約 に 係 る 訴 訟 に つ い て は 、 日 本 国 の 裁 判 所 を も っ て 合 意 に よ る1
1

1
1

専 属 的 管 轄 裁 判 所 と す る 。 専 属 的 管 轄 裁 判 所 と す る 。

受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 こ の 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 こ の1
2

1
2

契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 を 共 同 企 業 体 の 代 表 者 に 対 し て 行 う も の と し 契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 を 共 同 企 業 体 の 代 表 者 に 対 し て 行 う も の と し

、 発 注 者 が 当 該 代 表 者 に 対 し て 行 っ た こ の 契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 は 、 発 注 者 が 当 該 代 表 者 に 対 し て 行 っ た こ の 契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 は

、 当 該 企 業 体 の す べ て の 構 成 員 に 対 し て 行 っ た も の と み な し 、 ま た 、 受 、 当 該 企 業 体 の す べ て の 構 成 員 に 対 し て 行 っ た も の と み な し 、 ま た 、 受

注 者 は 、 発 注 者 に 対 し て 行 う こ の 契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 に つ い て 当 注 者 は 、 発 注 者 に 対 し て 行 う こ の 契 約 に 基 づ く す べ て の 行 為 に つ い て 当

該 代 表 者 を 通 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 該 代 表 者 を 通 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 関 連 工 事 の 調 整 ） （ 関 連 工 事 の 調 整 ）
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３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 付 す 保 証 は 、 第 五 十 五 条 第 三 項 各 号 に 規 （ 新 設 ）

定 す る 契 約 の 解 除 に よ る 場 合 に つ い て も 保 証 す る も の で な け れ ば な ら な

い 。

４ 請 負 代 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 金 額 が 変 更 後 の 請 負 代 金 額 ３ 請 負 代 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 金 額 が 変 更 後 の 請 負 代 金 額

の 十 分 の 〇 に 達 す る ま で 、 発 注 者 は 、 保 証 金 額 の 増 額 を 請 求 す る こ と が の 十 分 の 〇 に 達 す る ま で 、 発 注 者 は 、 保 証 金 額 の 増 額 を 請 求 す る こ と が

で き 、 受 注 者 は 、 保 証 金 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。 で き 、 受 注 者 は 、 保 証 金 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。

注 （ Ｂ ） は 、 役 務 的 保 証 を 必 要 と す る 場 合 に 使 用 す る こ と と し 、 〇 の 部 分 に 注 （ Ｂ ） は 、 役 務 的 保 証 を 必 要 と す る 場 合 に 使 用 す る こ と と し 、 〇 の 部 分 に

は 、 た と え ば 、 三 と 記 入 す る 。 は 、 た と え ば 、 三 と 記 入 す る 。

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 ） （ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 ）

第 五 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 第 五 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し

、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得

た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

注 た だ し 書 の 適 用 に つ い て は 、 た と え ば 、 受 注 者 が 第 三 十 二 条 第 二 項 の 検 査 に 合 格 注 た だ し 書 の 適 用 に つ い て は 、 た と え ば 、 受 注 者 が 工 事 に 係 る 請 負 代 金 債 権 を 担

し た 後 に 請 負 代 金 債 権 を 譲 渡 す る 場 合 や 工 事 に 係 る 請 負 代 金 債 権 を 担 保 と し て 資 金 保 と し て 資 金 を 借 り 入 れ よ う と す る 場 合 （ 受 注 者 が 、 「 下 請 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 債 務

を 借 り 入 れ よ う と す る 場 合 （ 受 注 者 が 、 「 下 請 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 債 務 保 証 事 業 」 （ 保 証 事 業 」 （ 平 成 十 一 年 一 月 二 十 八 日 建 設 省 経 振 発 第 八 号 ） 又 は 「 地 域 建 設 業 経 営

平 成 十 一 年 一 月 二 十 八 日 建 設 省 経 振 発 第 八 号 ） 又 は 「 地 域 建 設 業 経 営 強 化 融 資 制 度 強 化 融 資 制 度 」 （ 平 成 二 十 年 十 月 十 七 日 国 総 建 第 百 九 十 七 号 、 国 総 建 整 第 百 五 十 四

」 （ 平 成 二 十 年 十 月 十 七 日 国 総 建 第 百 九 十 七 号 、 国 総 建 整 第 百 五 十 四 号 ） に よ り 資 号 ） に よ り 資 金 を 借 り 入 れ よ う と す る 等 の 場 合 ） が 該 当 す る 。

金 を 借 り 入 れ よ う と す る 等 の 場 合 ） が 該 当 す る 。

２ 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 並 び に 工 事 材 料 （ 工 場 製 品 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ２ 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 並 び に 工 事 材 料 （ 工 場 製 品 を 含 む 。 以 下 同 じ 。

） の う ち 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格 し た も の 及 び 第 三 十 八 ） の う ち 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格 し た も の 及 び 第 三 十 七

条 第 三 項 の 規 定 に よ る 部 分 払 の た め の 確 認 を 受 け た も の を 第 三 者 に 譲 渡 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 部 分 払 の た め の 確 認 を 受 け た も の を 第 三 者 に 譲 渡

し 、 貸 与 し 、 又 は 抵 当 権 そ の 他 の 担 保 の 目 的 に 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 貸 与 し 、 又 は 抵 当 権 そ の 他 の 担 保 の 目 的 に 供 し て は な ら な い 。 た だ

し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 受 注 者 が 前 払 金 の 使 用 や 部 分 払 等 に よ っ て も な お こ の 契 約 の 目 的 物 に （ 新 設 ）

係 る 工 事 の 施 工 に 必 要 な 資 金 が 不 足 す る こ と を 疎 明 し た と き は 、 発 注 者

は 、 特 段 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 受 注 者 の 請 負 代 金 債 権 の 譲 渡 に つ い

て 、 第 一 項 た だ し 書 の 承 諾 を し な け れ ば な ら な い 。

４ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 第 一 項 た だ し 書 の 承 諾 を 受 け た 場 合 は （ 新 設 ）

-
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三 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 金 の 支 払 い を 保 証 す 三 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 金 の 支 払 い を 保 証 す

る 銀 行 又 は 発 注 者 が 確 実 と 認 め る 金 融 機 関 等 の 保 証 る 銀 行 又 は 発 注 者 が 確 実 と 認 め る 金 融 機 関 等 の 保 証

四 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 四 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る

保 証 保 証

五 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 履 行 保 五 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 履 行 保

証 保 険 契 約 の 締 結 証 保 険 契 約 の 締 結

２ 前 項 の 保 証 に 係 る 契 約 保 証 金 の 額 、 保 証 金 額 又 は 保 険 金 額 （ 第 五 項 に ２ 前 項 の 保 証 に 係 る 契 約 保 証 金 の 額 、 保 証 金 額 又 は 保 険 金 額 （ 第 四 項 に

お い て 「 保 証 の 額 」 と い う 。 ） は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 以 上 と し な け お い て 「 保 証 の 額 」 と い う 。 ） は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 以 上 と し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 が 第 一 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で の い ず れ か に 掲 げ る 保 証 を 付 す （ 新 設 ）

場 合 は 、 当 該 保 証 は 第 五 十 五 条 第 三 項 各 号 に 規 定 す る 者 に よ る 契 約 の 解

除 の 場 合 に つ い て も 保 証 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

４ 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 受 注 者 が 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 保 証 を ３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 受 注 者 が 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 保 証 を

付 し た と き は 、 当 該 保 証 は 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 の 提 供 と し て 行 わ れ 付 し た と き は 、 当 該 保 証 は 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 の 提 供 と し て 行 わ れ

た も の と し 、 同 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 保 証 を 付 し た と き は 、 契 約 た も の と し 、 同 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 保 証 を 付 し た と き は 、 契 約

保 証 金 の 納 付 を 免 除 す る 。 保 証 金 の 納 付 を 免 除 す る 。

５ 請 負 代 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 の 額 が 変 更 後 の 請 負 代 金 額 ４ 請 負 代 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 の 額 が 変 更 後 の 請 負 代 金 額

の 十 分 の 〇 に 達 す る ま で 、 発 注 者 は 、 保 証 の 額 の 増 額 を 請 求 す る こ と が の 十 分 の 〇 に 達 す る ま で 、 発 注 者 は 、 保 証 の 額 の 増 額 を 請 求 す る こ と が

で き 、 受 注 者 は 、 保 証 の 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。 で き 、 受 注 者 は 、 保 証 の 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。

注 （ Ａ ） は 、 金 銭 的 保 証 を 必 要 と す る 場 合 に 使 用 す る こ と と し 、 〇 の 部 分 注 （ Ａ ） は 、 金 銭 的 保 証 を 必 要 と す る 場 合 に 使 用 す る こ と と し 、 〇 の 部 分 に

に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。 は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。

第 四 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 締 結 と 同 時 に 、 こ の 契 約 に よ る 債 務 第 四 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 締 結 と 同 時 に 、 こ の 契 約 に よ る 債 務

の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 （ 引 き 渡 し た 工 事 目 の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 （ 瑕 疵 担 保 特 約 を 付

的 物 が 種 類 又 は 品 質 に 関 し て 契 約 の 内 容 に 適 合 し な い も の （ 以 下 「 契 約 し た も の に 限 る 。 ） を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

不 適 合 」 と い う 。 ） で あ る 場 合 に お い て 当 該 契 約 不 適 合 を 保 証 す る 特 約

を 付 し た も の に 限 る 。 ） を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 保 証 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 以 上 と し な ２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 保 証 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 以 上 と し な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

2020年1月　ＣＩＴＩＯ
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２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 の 区 ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 の 区

分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下

請 負 人 と す る こ と が で き る 。 請 負 人 と す る こ と が で き る 。

一 受 注 者 と 直 接 下 請 契 約 を 締 結 す る 下 請 負 人 次 の い ず れ に も 該 当 す 一 受 注 者 と 直 接 下 請 契 約 を 締 結 す る 下 請 負 人 次 の い ず れ に も 該 当 す

る 場 合 る 場 合

イ 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 負 人 と し な け れ ば 工 事 の 施 イ 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 負 人 と し な け れ ば 工 事 の 施

工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発 注 者 が 認 め る 場 工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発 注 者 が 認 め る 場

合 合

ロ 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 ロ 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項

各 号 に 掲 げ る 届 出 を し 、 当 該 事 実 を 確 認 す る こ と の で き る 書 類 （ 以 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し 、 当 該 事 実 を 確 認 す る こ と の で き る 書 類 （ 以

下 「 確 認 書 類 」 と い う 。 ） を 、 受 注 者 が 発 注 者 に 提 出 し た 場 合 下 「 確 認 書 類 」 と い う 。 ） を 、 受 注 者 が 発 注 者 に 提 出 し た 場 合

二 前 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 以 外 の 下 請 負 人 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 二 前 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 以 外 の 下 請 負 人 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合 合

イ 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 負 人 と し な け れ ば 工 事 の 施 イ 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 負 人 と し な け れ ば 工 事 の 施

工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発 注 者 が 認 め る 場 工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発 注 者 が 認 め る 場

合 合

ロ 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 確 認 書 類 の 提 出 を 求 め る 通 知 を し た 日 か ロ 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 確 認 書 類 の 提 出 を 求 め る 通 知 を し た 日 か

ら ○ 日 （ 発 注 者 が 、 受 注 者 に お い て 確 認 書 類 を 当 該 期 間 内 に 提 出 す ら ○ 日 （ 発 注 者 が 、 受 注 者 に お い て 確 認 書 類 を 当 該 期 間 内 に 提 出 す

る こ と が で き な い 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め 、 当 該 期 間 を 延 長 し た と る こ と が で き な い 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め 、 当 該 期 間 を 延 長 し た と

き は 、 そ の 延 長 後 の 期 間 ） 以 内 に 、 受 注 者 が 当 該 確 認 書 類 を 発 注 者 き は 、 そ の 延 長 後 の 期 間 ） 以 内 に 、 受 注 者 が 当 該 確 認 書 類 を 発 注 者

に 提 出 し た 場 合 に 提 出 し た 場 合

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 三 十 と 記 入 す る 。 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 三 十 と 記 入 す る 。

３ （ ａ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 発 注 者 の 請 求 に 基 づ き 、 ３ （ ａ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 発 注 者 の 請 求 に 基 づ き 、

違 約 罰 と し て 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ 違 約 罰 と し て 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

一 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 で あ る 場 一 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 で あ る 場

合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ な か っ た と 合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ な か っ た と

き 又 は 受 注 者 が 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た と き 又 は 受 注 者 が 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た と

き 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 き 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最

終 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額 終 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額
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、 請 負 代 金 債 権 の 譲 渡 に よ り 得 た 資 金 を こ の 契 約 の 目 的 物 に 係 る 工 事 の

施 工 以 外 に 使 用 し て は な ら ず 、 ま た そ の 使 途 を 疎 明 す る 書 類 を 発 注 者 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

注 第 三 項 を 使 用 し な い 場 合 は 、 同 項 及 び 第 四 項 を 削 除 す る 。

（ 一 括 委 任 又 は 一 括 下 請 負 の 禁 止 ） （ 一 括 委 任 又 は 一 括 下 請 負 の 禁 止 ）

第 六 条 受 注 者 は 、 工 事 の 全 部 若 し く は そ の 主 た る 部 分 又 は 他 の 部 分 か ら 第 六 条 受 注 者 は 、 工 事 の 全 部 若 し く は そ の 主 た る 部 分 又 は 他 の 部 分 か ら

独 立 し て そ の 機 能 を 発 揮 す る 工 作 物 の 工 事 を 一 括 し て 第 三 者 に 委 任 し 、 独 立 し て そ の 機 能 を 発 揮 す る 工 作 物 の 工 事 を 一 括 し て 第 三 者 に 委 任 し 、

又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。 又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。

注 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 注 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第

百 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け な い 発 注 者 が 建 設 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 一 年 政 百 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け な い 発 注 者 が 建 設 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 一 年 政

令 第 二 百 七 十 三 号 ） 第 六 条 の 三 に 規 定 す る 工 事 以 外 の 工 事 を 発 注 す る 場 合 令 第 二 百 七 十 三 号 ） 第 六 条 の 三 に 規 定 す る 工 事 以 外 の 工 事 を 発 注 す る 場 合

に お い て は 、 「 た だ し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 に お い て は 、 「 た だ し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限

り で は な い 。 」 と の た だ し 書 を 追 記 す る こ と が で き る 。 り で は な い 。 」 と の た だ し 書 を 追 記 す る こ と が で き る 。

（ 下 請 負 人 の 通 知 ） （ 下 請 負 人 の 通 知 ）

第 七 条 発 注 者 は 、 受 注 者 に 対 し て 、 下 請 負 人 の 商 号 又 は 名 称 そ の 他 必 要 第 七 条 発 注 者 は 、 受 注 者 に 対 し て 、 下 請 負 人 の 商 号 又 は 名 称 そ の 他 必 要

な 事 項 の 通 知 を 請 求 す る こ と が で き る 。 な 事 項 の 通 知 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 七 条 の 二 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し て い な い 建 設 業 第 七 条 の 二 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し て い な い 建 設 業

者 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 定 め る 建 設 業 者 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 定 め る 建 設 業

者 を い い 、 当 該 届 出 の 義 務 が な い 者 を 除 く 。 以 下 「 社 会 保 険 等 未 加 入 建 者 を い い 、 当 該 届 出 の 義 務 が な い 者 を 除 く 。 以 下 「 社 会 保 険 等 未 加 入 建

設 業 者 」 と い う 。 ） を 下 請 負 人 と し て は な ら な い 。 設 業 者 」 と い う 。 ） を 下 請 負 人 と し て は な ら な い 。

一 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ る 届 一 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ る 届

出 出

二 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 の 規 定 二 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 の 規 定

に よ る 届 出 に よ る 届 出

三 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 届 三 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 届

出 出
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注 者 が 認 め る 場 合 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 契 約 の 相 手 方 と 注 者 が 認 め る 場 合 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 を 下 請 契 約 の 相 手 方 と

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 発 注 者 の 指 定 す る 期 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 発 注 者 の 指 定 す る 期

間 内 に 、 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し 、 間 内 に 、 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し 、

当 該 事 実 を 確 認 す る こ と の で き る 書 類 （ 以 下 「 確 認 書 類 」 と い う 。 ） を 当 該 事 実 を 確 認 す る こ と の で き る 書 類 （ 以 下 「 確 認 書 類 」 と い う 。 ） を

発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 前 項 に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ な か っ た 場 合 又 ３ 受 注 者 は 、 前 項 に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ な か っ た 場 合 又

は 同 項 に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た 場 合 は 、 発 注 者 の 請 は 同 項 に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た 場 合 は 、 発 注 者 の 請

求 に 基 づ き 、 違 約 罰 と し て 、 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 と 求 に 基 づ き 、 違 約 罰 と し て 、 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 と

締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終 の 請 負 代 金 の 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額 を 、 発 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終 の 請 負 代 金 の 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額 を 、 発

注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。

（ Ｂ ） は 、 下 請 契 約 の 相 手 方 の み を 社 会 保 険 等 加 入 建 設 業 者 に 限 定 す る 場 合 に 使 用 す る 。 （ Ｂ ） は 、 下 請 契 約 の 相 手 方 の み を 社 会 保 険 等 加 入 建 設 業 者 に 限 定 す る 場 合 に 使 用 す る 。

違 約 罰 を 課 さ な い 場 合 は 、 第 三 項 を 削 除 す る 。 違 約 罰 を 課 さ な い 場 合 は 、 第 三 項 を 削 除 す る 。

（ 特 許 権 等 の 使 用 ） （ 特 許 権 等 の 使 用 ）

第 八 条 受 注 者 は 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商 標 権 そ の 他 日 本 国 の 第 八 条 受 注 者 は 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商 標 権 そ の 他 日 本 国 の

法 令 に 基 づ き 保 護 さ れ る 第 三 者 の 権 利 （ 以 下 「 特 許 権 等 」 と い う 。 ） の 法 令 に 基 づ き 保 護 さ れ る 第 三 者 の 権 利 （ 以 下 「 特 許 権 等 」 と い う 。 ） の

対 象 と な っ て い る 工 事 材 料 、 施 工 方 法 等 を 使 用 す る と き は 、 そ の 使 用 に 対 象 と な っ て い る 工 事 材 料 、 施 工 方 法 等 を 使 用 す る と き は 、 そ の 使 用 に

関 す る 一 切 の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が そ の 工 事 関 す る 一 切 の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が そ の 工 事

材 料 、 施 工 方 法 等 を 指 定 し た 場 合 に お い て 、 設 計 図 書 に 特 許 権 等 の 対 象 材 料 、 施 工 方 法 等 を 指 定 し た 場 合 に お い て 、 設 計 図 書 に 特 許 権 等 の 対 象

で あ る 旨 の 明 示 が な く 、 か つ 、 受 注 者 が そ の 存 在 を 知 ら な か っ た と き は で あ る 旨 の 明 示 が な く 、 か つ 、 受 注 者 が そ の 存 在 を 知 ら な か っ た と き は

、 発 注 者 は 、 受 注 者 が そ の 使 用 に 関 し て 要 し た 費 用 を 負 担 し な け れ ば な 、 発 注 者 は 、 受 注 者 が そ の 使 用 に 関 し て 要 し た 費 用 を 負 担 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

（ 監 督 員 ） （ 監 督 員 ）

第 九 条 発 注 者 は 、 監 督 員 を 置 い た と き は 、 そ の 氏 名 を 受 注 者 に 通 知 し な 第 九 条 発 注 者 は 、 監 督 員 を 置 い た と き は 、 そ の 氏 名 を 受 注 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。 監 督 員 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。 け れ ば な ら な い 。 監 督 員 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。

２ 監 督 員 は 、 こ の 約 款 の 他 の 条 項 に 定 め る も の 及 び こ の 約 款 に 基 づ く 発 ２ 監 督 員 は 、 こ の 約 款 の 他 の 条 項 に 定 め る も の 及 び こ の 約 款 に 基 づ く 発

注 者 の 権 限 と さ れ る 事 項 の う ち 発 注 者 が 必 要 と 認 め て 監 督 員 に 委 任 し た 注 者 の 権 限 と さ れ る 事 項 の う ち 発 注 者 が 必 要 と 認 め て 監 督 員 に 委 任 し た

も の の ほ か 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 権 限 を 有 す る も の の ほ か 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 権 限 を 有 す る
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二 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 で あ る 場 二 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 下 請 負 人 で あ る 場

合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ ず 、 か つ 、 合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ ず 、 か つ 、

受 注 者 が 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た と き 当 受 注 者 が 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た と き 当

該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が そ の 注 文 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終 該 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が そ の 注 文 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終

の 請 負 代 金 額 の 百 分 の ○ に 相 当 す る 額 の 請 負 代 金 額 の 百 分 の ○ に 相 当 す る 額

３ （ ｂ ） 受 注 者 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 下 ３ （ ｂ ） 受 注 者 は 、 社 会 保 険 等 未 加 入 建 設 業 者 が 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 下

請 負 人 で あ る 場 合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら 請 負 人 で あ る 場 合 に お い て 、 同 号 イ に 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら

れ な か っ た と き 又 は 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た れ な か っ た と き 又 は 同 号 ロ に 定 め る 期 間 内 に 確 認 書 類 を 提 出 し な か っ た

と き は 、 発 注 者 の 請 求 に 基 づ き 、 違 約 罰 と し て 、 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険 と き は 、 発 注 者 の 請 求 に 基 づ き 、 違 約 罰 と し て 、 受 注 者 が 当 該 社 会 保 険

等 未 加 入 建 設 業 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に 等 未 加 入 建 設 業 者 と 締 結 し た 下 請 契 約 の 最 終 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に

相 当 す る 額 を 、 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 相 当 す る 額 を 、 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

注 「 十 分 の ○ 」 の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。 「 百 分 の ○ 」 の ○ の 部 分 に 注 「 十 分 の ○ 」 の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。 「 百 分 の ○ 」 の ○ の 部 分 に

は 、 た と え ば 、 五 と 記 入 す る 。 は 、 た と え ば 、 五 と 記 入 す る 。

（ Ａ ） は 、 す べ て の 下 請 負 人 を 社 会 保 険 等 加 入 建 設 業 者 に 限 定 す る 場 合 に 使 用 す る 。 （ Ａ ） は 、 す べ て の 下 請 負 人 を 社 会 保 険 等 加 入 建 設 業 者 に 限 定 す る 場 合 に 使 用 す る 。

違 約 罰 を 課 す 場 合 は 、 （ ａ ） 又 は （ ｂ ） を 選 択 し て 使 用 し 、 課 さ な い 場 合 は 、 第 三 項 違 約 罰 を 課 す 場 合 は 、 （ ａ ） 又 は （ ｂ ） を 選 択 し て 使 用 し 、 課 さ な い 場 合 は 、 第 三 項

を 削 除 す る 。 を 削 除 す る 。

第 七 条 の 二 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し て い な い 建 設 業 第 七 条 の 二 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 を し て い な い 建 設 業

者 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 定 め る 建 設 業 者 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 定 め る 建 設 業

者 を い い 、 当 該 届 出 の 義 務 が な い 者 を 除 く 。 以 下 「 社 会 保 険 等 未 加 入 建 者 を い い 、 当 該 届 出 の 義 務 が な い 者 を 除 く 。 以 下 「 社 会 保 険 等 未 加 入 建

設 業 者 」 と い う 。 ） を 下 請 契 約 （ 受 注 者 が 直 接 締 結 す る 下 請 契 約 に 限 る 設 業 者 」 と い う 。 ） を 下 請 契 約 （ 受 注 者 が 直 接 締 結 す る 下 請 契 約 に 限 る

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 相 手 方 と し て は な ら な い 。 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 相 手 方 と し て は な ら な い 。

一 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ る 届 一 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ る 届

出 出

二 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 の 規 定 二 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 の 規 定

に よ る 届 出 に よ る 届 出

三 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 届 三 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 届

出 出

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 当 該 建 設 業 者 と 下 請 契 約 を 締 結 ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 当 該 建 設 業 者 と 下 請 契 約 を 締 結

し な け れ ば 工 事 の 施 工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発 し な け れ ば 工 事 の 施 工 が 困 難 と な る 場 合 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 発
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三 専 門 技 術 者 （ 建 設 業 法 第 二 十 六 条 の 二 に 規 定 す る 技 術 者 を い う 。 以 三 専 門 技 術 者 （ 建 設 業 法 第 二 十 六 条 の 二 に 規 定 す る 技 術 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） 下 同 じ 。 ）

注 （ Ｂ ） は 、 建 設 業 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に 、 （ Ａ 注 （ Ｂ ） は 、 建 設 業 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に 、 （ Ａ ）

） は 、 そ れ 以 外 の 場 合 に 使 用 す る 。 （ Ｃ ） は 、 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 は 、 そ れ 以 外 の 場 合 に 使 用 す る 。

合 に お い て 、 建 設 業 法 第 二 十 六 条 第 三 項 た だ し 書 の 規 定 を 使 用 し 監 ［ ］ の 部 分 に は 、 同 法 第 二 十 六 条 第 三 項 の 工 事 の 場 合 に 「 専 任 の 」 の

理 技 術 者 が 兼 務 す る 場 合 に 使 用 す る 。 字 句 を 記 入 す る 。

［ ］ の 部 分 に は 、 同 法 第 二 十 六 条 第 三 項 本 文 の 工 事 の 場 合 に 「 専 任

の 」 の 字 句 を 記 入 す る 。

２ 現 場 代 理 人 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し 、 工 事 現 場 に 常 駐 し 、 そ の 運 営 ２ 現 場 代 理 人 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し 、 工 事 現 場 に 常 駐 し 、 そ の 運 営

、 取 締 り を 行 う ほ か 、 請 負 代 金 額 の 変 更 、 請 負 代 金 の 請 求 及 び 受 領 、 第 、 取 締 り を 行 う ほ か 、 請 負 代 金 額 の 変 更 、 請 負 代 金 の 請 求 及 び 受 領 、 第

十 二 条 第 一 項 の 請 求 の 受 理 、 同 条 第 三 項 の 決 定 及 び 通 知 並 び に こ の 契 約 十 二 条 第 一 項 の 請 求 の 受 理 、 同 条 第 三 項 の 決 定 及 び 通 知 並 び に こ の 契 約

の 解 除 に 係 る 権 限 を 除 き 、 こ の 契 約 に 基 づ く 受 注 者 の 一 切 の 権 限 を 行 使 の 解 除 に 係 る 権 限 を 除 き 、 こ の 契 約 に 基 づ く 受 注 者 の 一 切 の 権 限 を 行 使

す る こ と が で き る 。 す る こ と が で き る 。

３ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 工 事 現 場 に お け る ３ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 工 事 現 場 に お け る

運 営 、 取 締 り 及 び 権 限 の 行 使 に 支 障 が な く 、 か つ 、 発 注 者 と の 連 絡 体 制 運 営 、 取 締 り 及 び 権 限 の 行 使 に 支 障 が な く 、 か つ 、 発 注 者 と の 連 絡 体 制

が 確 保 さ れ る と 認 め た 場 合 に は 、 現 場 代 理 人 に つ い て 工 事 現 場 に お け る が 確 保 さ れ る と 認 め た 場 合 に は 、 現 場 代 理 人 に つ い て 工 事 現 場 に お け る

常 駐 を 要 し な い こ と と す る こ と が で き る 。 常 駐 を 要 し な い こ と と す る こ と が で き る 。

４ 受 注 者 は 、 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 己 の 有 す る 権 限 の う ち 現 場 ４ 受 注 者 は 、 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 己 の 有 す る 権 限 の う ち 現 場

代 理 人 に 委 任 せ ず 自 ら 行 使 し よ う と す る も の が あ る と き は 、 あ ら か じ め 代 理 人 に 委 任 せ ず 自 ら 行 使 し よ う と す る も の が あ る と き は 、 あ ら か じ め

、 当 該 権 限 の 内 容 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 、 当 該 権 限 の 内 容 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

５ 現 場 代 理 人 、 監 理 技 術 者 等 （ 監 理 技 術 者 、 監 理 技 術 者 補 佐 又 は 主 任 技 ５ 現 場 代 理 人 、 主 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ） 及 び 専 門 技 術 者 は 、 こ れ を 兼

術 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 専 門 技 術 者 は 、 こ れ を 兼 ね る こ と が で き ね る こ と が で き る 。

る 。
（ 履 行 報 告 ） （ 履 行 報 告 ）

第 十 一 条 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 契 約 の 履 行 に 第 十 一 条 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 契 約 の 履 行 に

つ い て 発 注 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 つ い て 発 注 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 工 事 関 係 者 に 関 す る 措 置 請 求 ） （ 工 事 関 係 者 に 関 す る 措 置 請 求 ）

第 十 二 条 発 注 者 は 、 現 場 代 理 人 が そ の 職 務 （ 監 理 技 術 者 等 又 は 専 門 技 術 第 十 二 条 発 注 者 は 、 現 場 代 理 人 が そ の 職 務 （ 主 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ）

-
1
1
-

。 。

一 こ の 契 約 の 履 行 に つ い て の 受 注 者 又 は 受 注 者 の 現 場 代 理 人 に 対 す る 一 こ の 契 約 の 履 行 に つ い て の 受 注 者 又 は 受 注 者 の 現 場 代 理 人 に 対 す る

指 示 、 承 諾 又 は 協 議 指 示 、 承 諾 又 は 協 議

二 設 計 図 書 に 基 づ く 工 事 の 施 工 の た め の 詳 細 図 等 の 作 成 及 び 交 付 又 は 二 設 計 図 書 に 基 づ く 工 事 の 施 工 の た め の 詳 細 図 等 の 作 成 及 び 交 付 又 は

受 注 者 が 作 成 し た 詳 細 図 等 の 承 諾 受 注 者 が 作 成 し た 詳 細 図 等 の 承 諾

三 設 計 図 書 に 基 づ く 工 程 の 管 理 、 立 会 い 、 工 事 の 施 工 状 況 の 検 査 又 は 三 設 計 図 書 に 基 づ く 工 程 の 管 理 、 立 会 い 、 工 事 の 施 工 状 況 の 検 査 又 は

工 事 材 料 の 試 験 若 し く は 検 査 （ 確 認 を 含 む 。 ） 工 事 材 料 の 試 験 若 し く は 検 査 （ 確 認 を 含 む 。 ）

３ 発 注 者 は 、 二 名 以 上 の 監 督 員 を 置 き 、 前 項 の 権 限 を 分 担 さ せ た と き に ３ 発 注 者 は 、 二 名 以 上 の 監 督 員 を 置 き 、 前 項 の 権 限 を 分 担 さ せ た と き に

あ っ て は そ れ ぞ れ の 監 督 員 の 有 す る 権 限 の 内 容 を 、 監 督 員 に こ の 約 款 に あ っ て は そ れ ぞ れ の 監 督 員 の 有 す る 権 限 の 内 容 を 、 監 督 員 に こ の 約 款 に

基 づ く 発 注 者 の 権 限 の 一 部 を 委 任 し た と き に あ っ て は 当 該 委 任 し た 権 限 基 づ く 発 注 者 の 権 限 の 一 部 を 委 任 し た と き に あ っ て は 当 該 委 任 し た 権 限

の 内 容 を 、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 の 内 容 を 、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 監 督 員 の 指 示 又 は 承 諾 は 、 原 則 と し て 、 書 面 に ４ 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 監 督 員 の 指 示 又 は 承 諾 は 、 原 則 と し て 、 書 面 に

よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ 発 注 者 が 監 督 員 を 置 い た と き は 、 こ の 約 款 に 定 め る 催 告 、 請 求 、 通 知 ５ 発 注 者 が 監 督 員 を 置 い た と き は 、 こ の 約 款 に 定 め る 請 求 、 通 知 、 報 告

、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 に つ い て は 、 設 計 図 書 に 定 め る も の を 除 き 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 に つ い て は 、 設 計 図 書 に 定 め る も の を 除 き 、 監 督

、 監 督 員 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 監 督 員 に 到 員 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 監 督 員 に 到 達 し た

達 し た 日 を も っ て 発 注 者 に 到 達 し た も の と み な す 。 日 を も っ て 発 注 者 に 到 達 し た も の と み な す 。

６ 発 注 者 が 監 督 員 を 置 か な い と き は 、 こ の 約 款 に 定 め る 監 督 員 の 権 限 は ６ 発 注 者 が 監 督 員 を 置 か な い と き は 、 こ の 約 款 に 定 め る 監 督 員 の 権 限 は

、 発 注 者 に 帰 属 す る 。 、 発 注 者 に 帰 属 す る 。

（ 現 場 代 理 人 及 び 主 任 技 術 者 等 ） （ 現 場 代 理 人 及 び 主 任 技 術 者 等 ）

第 十 条 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を 定 め て 工 事 現 場 に 設 置 し 、 設 計 第 十 条 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を 定 め て 工 事 現 場 に 設 置 し 、 設 計

図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 氏 名 そ の 他 必 要 な 事 項 を 発 注 者 に 通 知 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 氏 名 そ の 他 必 要 な 事 項 を 発 注 者 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 こ れ ら の 者 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。 し な け れ ば な ら な い 。 こ れ ら の 者 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。

一 現 場 代 理 人 一 現 場 代 理 人

二 （ Ａ ） ［ ］ 主 任 技 術 者 二 （ Ａ ） ［ ］ 主 任 技 術 者

（ Ｂ ） ［ ］ 監 理 技 術 者 （ Ｂ ） ［ ］ 監 理 技 術 者

（ Ｃ ） 監 理 技 術 者 補 佐 （ 建 設 業 法 第 二 十 六 条 第 三 項 た だ し 書 に 規 定

す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）
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４ 受 注 者 は 、 工 事 現 場 内 に 搬 入 し た 工 事 材 料 を 監 督 員 の 承 諾 を 受 け な い ４ 受 注 者 は 、 工 事 現 場 内 に 搬 入 し た 工 事 材 料 を 監 督 員 の 承 諾 を 受 け な い

で 工 事 現 場 外 に 搬 出 し て は な ら な い 。 で 工 事 現 場 外 に 搬 出 し て は な ら な い 。

５ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 二 項 の 検 査 の 結 果 不 合 格 と 決 ５ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 二 項 の 検 査 の 結 果 不 合 格 と 決

定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い て は 、 当 該 決 定 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 工 事 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い て は 、 当 該 決 定 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 工 事

現 場 外 に 搬 出 し な け れ ば な ら な い 。 現 場 外 に 搬 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 監 督 員 の 立 会 い 及 び 工 事 記 録 の 整 備 等 ） （ 監 督 員 の 立 会 い 及 び 工 事 記 録 の 整 備 等 ）

第 十 四 条 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 立 会 い の 上 調 合 し 、 又 は 第 十 四 条 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 立 会 い の 上 調 合 し 、 又 は

調 合 に つ い て 見 本 検 査 を 受 け る も の と 指 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い て は 、 調 合 に つ い て 見 本 検 査 を 受 け る も の と 指 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い て は 、

当 該 立 会 い を 受 け て 調 合 し 、 又 は 当 該 見 本 検 査 に 合 格 し た も の を 使 用 し 当 該 立 会 い を 受 け て 調 合 し 、 又 は 当 該 見 本 検 査 に 合 格 し た も の を 使 用 し

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

２ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 立 会 い の 上 施 工 す る も の と 指 定 ２ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 立 会 い の 上 施 工 す る も の と 指 定

さ れ た 工 事 に つ い て は 、 当 該 立 会 い を 受 け て 施 工 し な け れ ば な ら な い 。 さ れ た 工 事 に つ い て は 、 当 該 立 会 い を 受 け て 施 工 し な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 前 二 項 に 規 定 す る ほ か 、 発 注 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め て ３ 受 注 者 は 、 前 二 項 に 規 定 す る ほ か 、 発 注 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め て

設 計 図 書 に お い て 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 す べ き も の と 指 定 し 設 計 図 書 に お い て 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 す べ き も の と 指 定 し

た 工 事 材 料 の 調 合 又 は 工 事 の 施 工 を す る と き は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ た 工 事 材 料 の 調 合 又 は 工 事 の 施 工 を す る と き は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ

ろ に よ り 、 当 該 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 し 、 監 督 員 の 請 求 が あ ろ に よ り 、 当 該 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 し 、 監 督 員 の 請 求 が あ

っ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な っ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

４ 監 督 員 は 、 受 注 者 か ら 第 一 項 又 は 第 二 項 の 立 会 い 又 は 見 本 検 査 を 請 求 ４ 監 督 員 は 、 受 注 者 か ら 第 一 項 又 は 第 二 項 の 立 会 い 又 は 見 本 検 査 を 請 求

さ れ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 応 じ な け れ ば な ら な さ れ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 応 じ な け れ ば な ら な

い 。 い 。

５ 前 項 の 場 合 に お い て 、 監 督 員 が 正 当 な 理 由 な く 受 注 者 の 請 求 に 〇 日 以 ５ 前 項 の 場 合 に お い て 、 監 督 員 が 正 当 な 理 由 な く 受 注 者 の 請 求 に 〇 日 以

内 に 応 じ な い た め 、 そ の 後 の 工 程 に 支 障 を き た す と き は 、 受 注 者 は 、 監 内 に 応 じ な い た め 、 そ の 後 の 工 程 に 支 障 を き た す と き は 、 受 注 者 は 、 監

督 員 に 通 知 し た 上 、 当 該 立 会 い 又 は 見 本 検 査 を 受 け る こ と な く 、 工 事 材 督 員 に 通 知 し た 上 、 当 該 立 会 い 又 は 見 本 検 査 を 受 け る こ と な く 、 工 事 材

料 を 調 合 し て 使 用 し 、 又 は 工 事 を 施 工 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お 料 を 調 合 し て 使 用 し 、 又 は 工 事 を 施 工 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 受 注 者 は 、 当 該 工 事 材 料 の 調 合 又 は 当 該 工 事 の 施 工 を 適 切 に 行 っ い て 、 受 注 者 は 、 当 該 工 事 材 料 の 調 合 又 は 当 該 工 事 の 施 工 を 適 切 に 行 っ

た こ と を 証 す る 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 し 、 監 督 員 の 請 求 が あ た こ と を 証 す る 見 本 又 は 工 事 写 真 等 の 記 録 を 整 備 し 、 監 督 員 の 請 求 が あ

っ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な っ た と き は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。
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者 と 兼 任 す る 現 場 代 理 人 に あ っ て は 、 そ れ ら の 者 の 職 務 を 含 む 。 ） の 執 又 は 専 門 技 術 者 と 兼 任 す る 現 場 代 理 人 に あ っ て は 、 そ れ ら の 者 の 職 務 を

行 に つ き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る と き は 、 受 注 者 に 対 し て 、 そ の 理 由 含 む 。 ） の 執 行 に つ き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る と き は 、 受 注 者 に 対 し

を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 請 求 す る こ と が で て 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 請 求

き る 。 す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 又 は 監 督 員 は 、 監 理 技 術 者 等 、 専 門 技 術 者 （ こ れ ら の 者 と 現 場 ２ 発 注 者 又 は 監 督 員 は 、 主 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ） 、 専 門 技 術 者 （ こ れ

代 理 人 を 兼 任 す る 者 を 除 く 。 ） そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工 す る た め に 使 ら の 者 と 現 場 代 理 人 を 兼 任 す る 者 を 除 く 。 ） そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工

用 し て い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 で 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に つ き 著 し く 不 適 す る た め に 使 用 し て い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 で 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に つ

当 と 認 め ら れ る も の が あ る と き は 、 受 注 者 に 対 し て 、 そ の 理 由 を 明 示 し き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る も の が あ る と き は 、 受 注 者 に 対 し て 、 そ の

た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 請 求 す る こ と

が で き る 。

３ 受 注 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 に 係 る ３ 受 注 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 に 係 る

事 項 に つ い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 日 以 内 に 発 注 者 事 項 に つ い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 日 以 内 に 発 注 者

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

４ 受 注 者 は 、 監 督 員 が そ の 職 務 の 執 行 に つ き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る ４ 受 注 者 は 、 監 督 員 が そ の 職 務 の 執 行 に つ き 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る

と き は 、 発 注 者 に 対 し て 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置 と き は 、 発 注 者 に 対 し て 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 必 要 な 措 置

を と る べ き こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 を と る べ き こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。

５ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 に 係 る 事 ５ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 に 係 る 事

項 に つ い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 日 以 内 に 受 注 者 に 項 に つ い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 日 以 内 に 受 注 者 に

通 知 し な け れ ば な ら な い 。 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 工 事 材 料 の 品 質 及 び 検 査 等 ） （ 工 事 材 料 の 品 質 及 び 検 査 等 ）

第 十 三 条 工 事 材 料 の 品 質 に つ い て は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 第 十 三 条 工 事 材 料 の 品 質 に つ い て は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

設 計 図 書 に そ の 品 質 が 明 示 さ れ て い な い 場 合 に あ っ て は 、 中 等 の 品 質 を 設 計 図 書 に そ の 品 質 が 明 示 さ れ て い な い 場 合 に あ っ て は 、 中 等 の 品 質 を

有 す る も の と す る 。 有 す る も の と す る 。

２ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 検 査 （ 確 認 を 含 む 。 以 下 こ の 条 ２ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に お い て 監 督 員 の 検 査 （ 確 認 を 含 む 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） を 受 け て 使 用 す べ き も の と 指 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い に お い て 同 じ 。 ） を 受 け て 使 用 す べ き も の と 指 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い

て は 、 当 該 検 査 に 合 格 し た も の を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に て は 、 当 該 検 査 に 合 格 し た も の を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 当 該 検 査 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。 お い て 、 当 該 検 査 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。

３ 監 督 員 は 、 受 注 者 か ら 前 項 の 検 査 を 請 求 さ れ た と き は 、 請 求 を 受 け た ３ 監 督 員 は 、 受 注 者 か ら 前 項 の 検 査 を 請 求 さ れ た と き は 、 請 求 を 受 け た

日 か ら 〇 日 以 内 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 日 か ら 〇 日 以 内 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
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渡 時 期 を 変 更 す る こ と が で き る 。 渡 時 期 を 変 更 す る こ と が で き る 。

７ 発 注 者 は 、 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 ７ 発 注 者 は 、 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工

期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必

要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

８ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し ８ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

９ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 工 事 の 完 成 、 設 計 図 書 の ９ 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 工 事 の 完 成 、 設 計 図 書 の

変 更 等 に よ っ て 不 用 と な っ た 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 を 発 注 者 に 返 還 し な け 変 更 等 に よ っ て 不 用 と な っ た 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 を 発 注 者 に 返 還 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

受 注 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 が 滅 失 若 し く は き 受 注 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 が 滅 失 若 し く は き10 10

損 し 、 又 は そ の 返 還 が 不 可 能 と な っ た と き は 、 発 注 者 の 指 定 し た 期 間 内 損 し 、 又 は そ の 返 還 が 不 可 能 と な っ た と き は 、 発 注 者 の 指 定 し た 期 間 内

に 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 え て 損 害 を に 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 え て 損 害 を

賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 使 用 方 法 が 設 計 図 書 に 明 示 さ れ て い 受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 使 用 方 法 が 設 計 図 書 に 明 示 さ れ て い11 11

な い と き は 、 監 督 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。 な い と き は 、 監 督 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 工 事 用 地 の 確 保 等 ） （ 工 事 用 地 の 確 保 等 ）

第 十 六 条 発 注 者 は 、 工 事 用 地 そ の 他 設 計 図 書 に お い て 定 め ら れ た 工 事 の 第 十 六 条 発 注 者 は 、 工 事 用 地 そ の 他 設 計 図 書 に お い て 定 め ら れ た 工 事 の

施 工 上 必 要 な 用 地 （ 以 下 「 工 事 用 地 等 」 と い う 。 ） を 受 注 者 が 工 事 の 施 施 工 上 必 要 な 用 地 （ 以 下 「 工 事 用 地 等 」 と い う 。 ） を 受 注 者 が 工 事 の 施

工 上 必 要 と す る 日 （ 設 計 図 書 に 特 別 の 定 め が あ る と き は 、 そ の 定 め ら れ 工 上 必 要 と す る 日 （ 設 計 図 書 に 特 別 の 定 め が あ る と き は 、 そ の 定 め ら れ

た 日 ） ま で に 確 保 し な け れ ば な ら な い 。 た 日 ） ま で に 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

２ 受 注 者 は 、 確 保 さ れ た 工 事 用 地 等 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 ２ 受 注 者 は 、 確 保 さ れ た 工 事 用 地 等 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理

し な け れ ば な ら な い 。 し な け れ ば な ら な い 。

３ 工 事 の 完 成 、 設 計 図 書 の 変 更 等 に よ っ て 工 事 用 地 等 が 不 用 と な っ た 場 ３ 工 事 の 完 成 、 設 計 図 書 の 変 更 等 に よ っ て 工 事 用 地 等 が 不 用 と な っ た 場

合 に お い て 、 当 該 工 事 用 地 等 に 受 注 者 が 所 有 又 は 管 理 す る 工 事 材 料 、 建 合 に お い て 、 当 該 工 事 用 地 等 に 受 注 者 が 所 有 又 は 管 理 す る 工 事 材 料 、 建

設 機 械 器 具 、 仮 設 物 そ の 他 の 物 件 （ 下 請 負 人 の 所 有 又 は 管 理 す る こ れ ら 設 機 械 器 具 、 仮 設 物 そ の 他 の 物 件 （ 下 請 負 人 の 所 有 又 は 管 理 す る こ れ ら

の 物 件 を 含 む 。 ） が あ る と き は 、 受 注 者 は 、 当 該 物 件 を 撤 去 す る と と も の 物 件 を 含 む 。 ） が あ る と き は 、 受 注 者 は 、 当 該 物 件 を 撤 去 す る と と も

に 、 当 該 工 事 用 地 等 を 修 復 し 、 取 り 片 付 け て 、 発 注 者 に 明 け 渡 さ な け れ に 、 当 該 工 事 用 地 等 を 修 復 し 、 取 り 片 付 け て 、 発 注 者 に 明 け 渡 さ な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 な く 、 相 当 の 期 間 内 に 当 該 ４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 な く 、 相 当 の 期 間 内 に 当 該
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６ 第 一 項 、 第 三 項 又 は 前 項 の 場 合 に お い て 、 見 本 検 査 又 は 見 本 若 し く は ６ 第 一 項 、 第 三 項 又 は 前 項 の 場 合 に お い て 、 見 本 検 査 又 は 見 本 若 し く は

工 事 写 真 等 の 記 録 の 整 備 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。 工 事 写 真 等 の 記 録 の 整 備 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。

（ 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 ） （ 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 ）

第 十 五 条 発 注 者 が 受 注 者 に 支 給 す る 工 事 材 料 （ 以 下 「 支 給 材 料 」 と い う 第 十 五 条 発 注 者 が 受 注 者 に 支 給 す る 工 事 材 料 （ 以 下 「 支 給 材 料 」 と い う

。 ） 及 び 貸 与 す る 建 設 機 械 器 具 （ 以 下 「 貸 与 品 」 と い う 。 ） の 品 名 、 数 。 ） 及 び 貸 与 す る 建 設 機 械 器 具 （ 以 下 「 貸 与 品 」 と い う 。 ） の 品 名 、 数

量 、 品 質 、 規 格 又 は 性 能 、 引 渡 場 所 及 び 引 渡 時 期 は 、 設 計 図 書 に 定 め る 量 、 品 質 、 規 格 又 は 性 能 、 引 渡 場 所 及 び 引 渡 時 期 は 、 設 計 図 書 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。 と こ ろ に よ る 。

２ 監 督 員 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し に 当 た っ て は 、 受 注 者 の 立 会 ２ 監 督 員 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し に 当 た っ て は 、 受 注 者 の 立 会

い の 上 、 発 注 者 の 負 担 に お い て 、 当 該 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 を 検 査 し な け い の 上 、 発 注 者 の 負 担 に お い て 、 当 該 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 を 検 査 し な け

れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 検 査 の 結 果 、 そ の 品 名 、 数 量 、 れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 検 査 の 結 果 、 そ の 品 名 、 数 量 、

品 質 又 は 規 格 若 し く は 性 能 が 設 計 図 書 の 定 め と 異 な り 、 又 は 使 用 に 適 当 品 質 又 は 規 格 若 し く は 性 能 が 設 計 図 書 の 定 め と 異 な り 、 又 は 使 用 に 適 当

で な い と 認 め た と き は 、 受 注 者 は 、 そ の 旨 を 直 ち に 発 注 者 に 通 知 し な け で な い と 認 め た と き は 、 受 注 者 は 、 そ の 旨 を 直 ち に 発 注 者 に 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し を 受 け た と き は 、 引 渡 し の 日 ３ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し を 受 け た と き は 、 引 渡 し の 日

か ら 〇 日 以 内 に 、 発 注 者 に 受 領 書 又 は 借 用 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い か ら 〇 日 以 内 に 、 発 注 者 に 受 領 書 又 は 借 用 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い

。 。

４ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し を 受 け た 後 、 当 該 支 給 材 料 又 ４ 受 注 者 は 、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 し を 受 け た 後 、 当 該 支 給 材 料 又

は 貸 与 品 に 種 類 、 品 質 又 は 数 量 に 関 し こ の 契 約 の 内 容 に 適 合 し な い こ と は 貸 与 品 に 第 二 項 の 検 査 に よ り 発 見 す る こ と が 困 難 で あ っ た 隠 れ た 瑕 疵

（ 第 二 項 の 検 査 に よ り 発 見 す る こ と が 困 難 で あ っ た も の に 限 る 。 ） な ど が あ り 使 用 に 適 当 で な い と 認 め た と き は 、 そ の 旨 を 直 ち に 発 注 者 に 通 知

が あ り 使 用 に 適 当 で な い と 認 め た と き は 、 そ の 旨 を 直 ち に 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

し な け れ ば な ら な い 。

５ 発 注 者 は 、 受 注 者 か ら 第 二 項 後 段 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た ５ 発 注 者 は 、 受 注 者 か ら 第 二 項 後 段 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た

場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 支 給 材 料 若 し く は 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 支 給 材 料 若 し く は

貸 与 品 に 代 え て 他 の 支 給 材 料 若 し く は 貸 与 品 を 引 き 渡 し 、 支 給 材 料 若 し 貸 与 品 に 代 え て 他 の 支 給 材 料 若 し く は 貸 与 品 を 引 き 渡 し 、 支 給 材 料 若 し

く は 貸 与 品 の 品 名 、 数 量 、 品 質 若 し く は 規 格 若 し く は 性 能 を 変 更 し 、 又 く は 貸 与 品 の 品 名 、 数 量 、 品 質 若 し く は 規 格 若 し く は 性 能 を 変 更 し 、 又

は 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 当 該 支 給 材 料 若 し く は 貸 与 品 の 使 用 を 受 は 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 当 該 支 給 材 料 若 し く は 貸 与 品 の 使 用 を 受

注 者 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 注 者 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

６ 発 注 者 は 、 前 項 に 規 定 す る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 支 給 材 ６ 発 注 者 は 、 前 項 に 規 定 す る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 支 給 材

料 又 は 貸 与 品 の 品 名 、 数 量 、 品 質 、 規 格 若 し く は 性 能 、 引 渡 場 所 又 は 引 料 又 は 貸 与 品 の 品 名 、 数 量 、 品 質 、 規 格 若 し く は 性 能 、 引 渡 場 所 又 は 引
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一 図 面 、 仕 様 書 、 現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 が 一 致 一 図 面 、 仕 様 書 、 現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 が 一 致

し な い こ と （ こ れ ら の 優 先 順 位 が 定 め ら れ て い る 場 合 を 除 く 。 ） 。 し な い こ と （ こ れ ら の 優 先 順 位 が 定 め ら れ て い る 場 合 を 除 く 。 ） 。

二 設 計 図 書 に 誤 謬 又 は 脱 漏 が あ る こ と 。 二 設 計 図 書 に 誤 謬 又 は 脱 漏 が あ る こ と 。

三 設 計 図 書 の 表 示 が 明 確 で な い こ と 。 三 設 計 図 書 の 表 示 が 明 確 で な い こ と 。

四 工 事 現 場 の 形 状 、 地 質 、 湧 水 等 の 状 態 、 施 工 上 の 制 約 等 設 計 図 書 に 四 工 事 現 場 の 形 状 、 地 質 、 湧 水 等 の 状 態 、 施 工 上 の 制 約 等 設 計 図 書 に

示 さ れ た 自 然 的 又 は 人 為 的 な 施 工 条 件 と 実 際 の 工 事 現 場 が 一 致 し な い 示 さ れ た 自 然 的 又 は 人 為 的 な 施 工 条 件 と 実 際 の 工 事 現 場 が 一 致 し な い

こ と 。 こ と 。

五 設 計 図 書 で 明 示 さ れ て い な い 施 工 条 件 に つ い て 予 期 す る こ と の で き 五 設 計 図 書 で 明 示 さ れ て い な い 施 工 条 件 に つ い て 予 期 す る こ と の で き

な い 特 別 な 状 態 が 生 じ た こ と 。 な い 特 別 な 状 態 が 生 じ た こ と 。

２ 監 督 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 を 請 求 さ れ た と き 又 は 自 ら 同 項 各 号 ２ 監 督 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 を 請 求 さ れ た と き 又 は 自 ら 同 項 各 号

に 掲 げ る 事 実 を 発 見 し た と き は 、 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 直 ち に 調 査 を 行 に 掲 げ る 事 実 を 発 見 し た と き は 、 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 直 ち に 調 査 を 行

わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 受 注 者 が 立 会 い に 応 じ な い 場 合 に は 、 受 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 受 注 者 が 立 会 い に 応 じ な い 場 合 に は 、 受

注 者 の 立 会 い を 得 ず に 行 う こ と が で き る 。 注 者 の 立 会 い を 得 ず に 行 う こ と が で き る 。

３ 発 注 者 は 、 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 、 調 査 の 結 果 （ こ れ に 対 し て と る べ ３ 発 注 者 は 、 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 、 調 査 の 結 果 （ こ れ に 対 し て と る べ

き 措 置 を 指 示 す る 必 要 が あ る と き は 、 当 該 指 示 を 含 む 。 ） を と り ま と め き 措 置 を 指 示 す る 必 要 が あ る と き は 、 当 該 指 示 を 含 む 。 ） を と り ま と め

、 調 査 の 終 了 後 〇 日 以 内 に 、 そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な 、 調 査 の 終 了 後 〇 日 以 内 に 、 そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 そ の 期 間 内 に 通 知 で き な い や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は い 。 た だ し 、 そ の 期 間 内 に 通 知 で き な い や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は

、 あ ら か じ め 受 注 者 の 意 見 を 聴 い た 上 、 当 該 期 間 を 延 長 す る こ と が で き 、 あ ら か じ め 受 注 者 の 意 見 を 聴 い た 上 、 当 該 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

る 。 る 。

４ 前 項 の 調 査 の 結 果 に お い て 第 一 項 の 事 実 が 確 認 さ れ た 場 合 に お い て 、 ４ 前 項 の 調 査 の 結 果 に お い て 第 一 項 の 事 実 が 確 認 さ れ た 場 合 に お い て 、

必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 、 設 計 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 、 設 計

図 書 の 訂 正 又 は 変 更 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 図 書 の 訂 正 又 は 変 更 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

一 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 し 設 計 図 書 を 訂 正 す 一 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 し 設 計 図 書 を 訂 正 す

る 必 要 が あ る も の 発 注 者 が 行 う 。 る 必 要 が あ る も の 発 注 者 が 行 う 。

二 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 該 当 し 設 計 図 書 を 変 更 す る 場 合 で 工 事 目 二 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 該 当 し 設 計 図 書 を 変 更 す る 場 合 で 工 事 目

的 物 の 変 更 を 伴 う も の 発 注 者 が 行 う 。 的 物 の 変 更 を 伴 う も の 発 注 者 が 行 う 。

三 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 該 当 し 設 計 図 書 を 変 更 す る 場 合 で 工 事 目 三 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 該 当 し 設 計 図 書 を 変 更 す る 場 合 で 工 事 目

的 物 の 変 更 を 伴 わ な い も の 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 発 注 者 が 行 的 物 の 変 更 を 伴 わ な い も の 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 発 注 者 が 行

う 。 う 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 設 計 図 書 の 訂 正 又 は 変 更 が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、 ５ 前 項 の 規 定 に よ り 設 計 図 書 の 訂 正 又 は 変 更 が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、
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物 件 を 撤 去 せ ず 、 又 は 工 事 用 地 等 の 修 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 わ な い と 物 件 を 撤 去 せ ず 、 又 は 工 事 用 地 等 の 修 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 わ な い と

き は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 に 代 わ っ て 当 該 物 件 を 処 分 し 、 工 事 用 地 等 の 修 き は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 に 代 わ っ て 当 該 物 件 を 処 分 し 、 工 事 用 地 等 の 修

復 若 し く は 取 片 付 け を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者

は 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に つ い て 異 議 を 申 し 出 る こ は 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に つ い て 異 議 を 申 し 出 る こ

と が で き ず 、 ま た 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に 要 し た 費 と が で き ず 、 ま た 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に 要 し た 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

５ 第 三 項 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ き 措 置 の 期 限 、 方 法 等 に つ い て は 、 ５ 第 三 項 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ き 措 置 の 期 限 、 方 法 等 に つ い て は 、

発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め る 。 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め る 。

（ 設 計 図 書 不 適 合 の 場 合 の 改 造 義 務 及 び 破 壊 検 査 等 ） （ 設 計 図 書 不 適 合 の 場 合 の 改 造 義 務 及 び 破 壊 検 査 等 ）

第 十 七 条 受 注 者 は 、 工 事 の 施 工 部 分 が 設 計 図 書 に 適 合 し な い 場 合 に お い 第 十 七 条 受 注 者 は 、 工 事 の 施 工 部 分 が 設 計 図 書 に 適 合 し な い 場 合 に お い

て 、 監 督 員 が そ の 改 造 を 請 求 し た と き は 、 当 該 請 求 に 従 わ な け れ ば な ら て 、 監 督 員 が そ の 改 造 を 請 求 し た と き は 、 当 該 請 求 に 従 わ な け れ ば な ら

な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 不 適 合 が 監 督 員 の 指 示 に よ る と き そ の 他 な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 不 適 合 が 監 督 員 の 指 示 に よ る と き そ の 他

発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る と き は 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る と き は 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認

め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を

及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

２ 監 督 員 は 、 受 注 者 が 第 十 三 条 第 二 項 又 は 第 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま ２ 監 督 員 は 、 受 注 者 が 第 十 三 条 第 二 項 又 は 第 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 工 で の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 工

事 の 施 工 部 分 を 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。 事 の 施 工 部 分 を 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。

３ 前 項 に 規 定 す る ほ か 、 監 督 員 は 、 工 事 の 施 工 部 分 が 設 計 図 書 に 適 合 し ３ 前 項 に 規 定 す る ほ か 、 監 督 員 は 、 工 事 の 施 工 部 分 が 設 計 図 書 に 適 合 し

な い と 認 め ら れ る 相 当 の 理 由 が あ る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら な い と 認 め ら れ る 相 当 の 理 由 が あ る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら

れ る と き は 、 当 該 相 当 の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 施 工 部 分 を 最 れ る と き は 、 当 該 相 当 の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 施 工 部 分 を 最

小 限 度 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。 小 限 度 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。

４ 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 及 び 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 受 注 者 の 負 ４ 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 及 び 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 受 注 者 の 負

担 と す る 。 担 と す る 。

（ 条 件 変 更 等 ） （ 条 件 変 更 等 ）

第 十 八 条 受 注 者 は 、 工 事 の 施 工 に 当 た り 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す 第 十 八 条 受 注 者 は 、 工 事 の 施 工 に 当 た り 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 事 実 を 発 見 し た と き は 、 そ の 旨 を 直 ち に 監 督 員 に 通 知 し 、 そ の 確 認 を る 事 実 を 発 見 し た と き は 、 そ の 旨 を 直 ち に 監 督 員 に 通 知 し 、 そ の 確 認 を

請 求 し な け れ ば な ら な い 。 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

2020年1月　ＣＩＴＩＯ
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第 二 十 一 条 発 注 者 は 、 工 期 の 延 長 又 は 短 縮 を 行 う と き は 、 こ の 工 事 に （ 新 設 ）

従 事 す る 者 の 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件 が 適 正 に 確 保 さ れ る よ う 、 や む

を 得 な い 事 由 に よ り 工 事 等 の 実 施 が 困 難 で あ る と 見 込 ま れ る 日 数 等 を 考

慮 し な け れ ば な ら な い 。

（ 受 注 者 の 請 求 に よ る 工 期 の 延 長 ） （ 受 注 者 の 請 求 に よ る 工 期 の 延 長 ）

第 二 十 二 条 受 注 者 は 、 天 候 の 不 良 、 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 関 連 工 事 の 調 第 二 十 一 条 受 注 者 は 、 天 候 の 不 良 、 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 関 連 工 事 の 調

整 へ の 協 力 そ の 他 受 注 者 の 責 め に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 工 期 内 整 へ の 協 力 そ の 他 受 注 者 の 責 め に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 工 期 内

に 工 事 を 完 成 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ に 工 事 を 完 成 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ

り 、 発 注 者 に 工 期 の 延 長 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。 り 、 発 注 者 に 工 期 の 延 長 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る

と 認 め ら れ る と き は 、 工 期 を 延 長 し な け れ ば な ら な い 。 発 注 者 は 、 そ の と 認 め ら れ る と き は 、 工 期 を 延 長 し な け れ ば な ら な い 。 発 注 者 は 、 そ の

工 期 の 延 長 が 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 に お い て は 、 請 負 工 期 の 延 長 が 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 に お い て は 、 請 負

代 金 額 に つ い て 必 要 と 認 め ら れ る 変 更 を 行 い 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ 代 金 額 に つ い て 必 要 と 認 め ら れ る 変 更 を 行 い 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ

し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 発 注 者 の 請 求 に よ る 工 期 の 短 縮 等 ） （ 発 注 者 の 請 求 に よ る 工 期 の 短 縮 等 ）

第 二 十 三 条 発 注 者 は 、 特 別 の 理 由 に よ り 工 期 を 短 縮 す る 必 要 が あ る と き 第 二 十 二 条 発 注 者 は 、 特 別 の 理 由 に よ り 工 期 を 短 縮 す る 必 要 が あ る と き

は 、 工 期 の 短 縮 変 更 を 受 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 は 、 工 期 の 短 縮 変 更 を 受 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。

（ 削 除 ） ２ 発 注 者 は 、 こ の 約 款 の 他 の 条 項 の 規 定 に よ り 工 期 を 延 長 す べ き 場 合 に

お い て 、 特 別 の 理 由 が あ る と き は 、 延 長 す る 工 期 に つ い て 、 通 常 必 要 と

さ れ る 工 期 に 満 た な い 工 期 へ の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 請 負 ３ 発 注 者 は 、 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 請

代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 負 代 金 額 を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負

し な け れ ば な ら な い 。 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 工 期 の 変 更 方 法 ） （ 工 期 の 変 更 方 法 ）

第 二 十 四 条 工 期 の 変 更 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 第 二 十 三 条 工 期 の 変 更 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る

。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注

者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。

-
1
9
-

発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変

更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

（ 設 計 図 書 の 変 更 ） （ 設 計 図 書 の 変 更 ）

第 十 九 条 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 設 計 図 書 の 変 更 内 容 を 第 十 九 条 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 設 計 図 書 の 変 更 内 容 を

受 注 者 に 通 知 し て 、 設 計 図 書 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い 受 注 者 に 通 知 し て 、 設 計 図 書 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額

を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け を 変 更 し 、 又 は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 工 事 の 中 止 ） （ 工 事 の 中 止 ）

第 二 十 条 工 事 用 地 等 の 確 保 が で き な い 等 の た め 又 は 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 第 二 十 条 工 事 用 地 等 の 確 保 が で き な い 等 の た め 又 は 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、

高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動 そ の 他 の 自 然 的 又 は 人 高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動 そ の 他 の 自 然 的 又 は 人

為 的 な 事 象 （ 以 下 「 天 災 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 受 注 者 の 責 め に 帰 す こ 為 的 な 事 象 （ 以 下 「 天 災 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 受 注 者 の 責 め に 帰 す こ

と が で き な い も の に よ り 工 事 目 的 物 等 に 損 害 を 生 じ 若 し く は 工 事 現 場 の と が で き な い も の に よ り 工 事 目 的 物 等 に 損 害 を 生 じ 若 し く は 工 事 現 場 の

状 態 が 変 動 し た た め 、 受 注 者 が 工 事 を 施 工 で き な い と 認 め ら れ る と き は 状 態 が 変 動 し た た め 、 受 注 者 が 工 事 を 施 工 で き な い と 認 め ら れ る と き は

、 発 注 者 は 、 工 事 の 中 止 内 容 を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 全 部 又 、 発 注 者 は 、 工 事 の 中 止 内 容 を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 全 部 又

は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止 さ せ な け れ ば な ら な い 。 は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止 さ せ な け れ ば な ら な い 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 工 事 ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 工 事

の 中 止 内 容 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止 の 中 止 内 容 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止

さ せ る こ と が で き る 。 さ せ る こ と が で き る 。

３ 発 注 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 工 事 の 施 工 を 一 時 中 止 さ せ た 場 合 に お ３ 発 注 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 工 事 の 施 工 を 一 時 中 止 さ せ た 場 合 に お

い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し

、 又 は 受 注 者 が 工 事 の 続 行 に 備 え 工 事 現 場 を 維 持 し 若 し く は 労 働 者 、 建 、 又 は 受 注 者 が 工 事 の 続 行 に 備 え 工 事 現 場 を 維 持 し 若 し く は 労 働 者 、 建

設 機 械 器 具 等 を 保 持 す る た め の 費 用 そ の 他 の 工 事 の 施 工 の 一 時 中 止 に 伴 設 機 械 器 具 等 を 保 持 す る た め の 費 用 そ の 他 の 工 事 の 施 工 の 一 時 中 止 に 伴

う 増 加 費 用 を 必 要 と し 若 し く は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 う 増 加 費 用 を 必 要 と し 若 し く は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 著 し く 短 い 工 期 の 禁 止 ）

2020年1月　ＣＩＴＩＯ
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留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め

、 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 の 変 更 事 由 が 生 じ 、 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 の 変 更 事 由 が 生 じ

た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協

議 開 始 の 日 を 定 め 、 発 注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。 議 開 始 の 日 を 定 め 、 発 注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て

数 字 を 記 入 す る 。 数 字 を 記 入 す る 。

３ こ の 約 款 の 規 定 に よ り 、 受 注 者 が 増 加 費 用 を 必 要 と し た 場 合 又 は 損 害 ３ こ の 約 款 の 規 定 に よ り 、 受 注 者 が 増 加 費 用 を 必 要 と し た 場 合 又 は 損 害

を 受 け た 場 合 に 発 注 者 が 負 担 す る 必 要 な 費 用 の 額 に つ い て は 、 発 注 者 と を 受 け た 場 合 に 発 注 者 が 負 担 す る 必 要 な 費 用 の 額 に つ い て は 、 発 注 者 と

受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

（ 賃 金 又 は 物 価 の 変 動 に 基 づ く 請 負 代 金 額 の 変 更 ） （ 賃 金 又 は 物 価 の 変 動 に 基 づ く 請 負 代 金 額 の 変 更 ）

第 二 十 六 条 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 工 期 内 で 請 負 契 約 締 結 の 日 か ら 十 二 月 第 二 十 五 条 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 工 期 内 で 請 負 契 約 締 結 の 日 か ら 十 二 月

を 経 過 し た 後 に 日 本 国 内 に お け る 賃 金 水 準 又 は 物 価 水 準 の 変 動 に よ り 請 を 経 過 し た 後 に 日 本 国 内 に お け る 賃 金 水 準 又 は 物 価 水 準 の 変 動 に よ り 請

負 代 金 額 が 不 適 当 と な っ た と 認 め た と き は 、 相 手 方 に 対 し て 請 負 代 金 額 負 代 金 額 が 不 適 当 と な っ た と 認 め た と き は 、 相 手 方 に 対 し て 請 負 代 金 額

の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。 の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 変 動 前 ２ 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 変 動 前

残 工 事 代 金 額 （ 請 負 代 金 額 か ら 当 該 請 求 時 の 出 来 形 部 分 に 相 応 す る 請 負 残 工 事 代 金 額 （ 請 負 代 金 額 か ら 当 該 請 求 時 の 出 来 形 部 分 に 相 応 す る 請 負

代 金 額 を 控 除 し た 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と 変 動 後 残 工 代 金 額 を 控 除 し た 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と 変 動 後 残 工

事 代 金 額 （ 変 動 後 の 賃 金 又 は 物 価 を 基 礎 と し て 算 出 し た 変 動 前 残 工 事 代 事 代 金 額 （ 変 動 後 の 賃 金 又 は 物 価 を 基 礎 と し て 算 出 し た 変 動 前 残 工 事 代

金 額 に 相 応 す る 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と の 差 額 の う ち 金 額 に 相 応 す る 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と の 差 額 の う ち

変 動 前 残 工 事 代 金 額 の 千 分 の 十 五 を 超 え る 額 に つ き 、 請 負 代 金 額 の 変 更 変 動 前 残 工 事 代 金 額 の 千 分 の 十 五 を 超 え る 額 に つ き 、 請 負 代 金 額 の 変 更

に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。

３ 変 動 前 残 工 事 代 金 額 及 び 変 動 後 残 工 事 代 金 額 は 、 請 求 の あ っ た 日 を 基 ３ 変 動 前 残 工 事 代 金 額 及 び 変 動 後 残 工 事 代 金 額 は 、 請 求 の あ っ た 日 を 基

準 と し 、 （ 内 訳 書 及 び ） 準 と し 、 （ 内 訳 書 及 び ）

（ Ａ ） ［ ］ に 基 づ き 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 （ Ａ ） ［ ］ に 基 づ き 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

（ Ｂ ） 物 価 指 数 等 に 基 づ き 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 （ Ｂ ） 物 価 指 数 等 に 基 づ き 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に あ っ て は 、 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に あ っ て は 、

発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。

注 （ 内 訳 書 及 び ） の 部 分 は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 （ 内 訳 書 及 び ） の 部 分 は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。
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注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留

意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め

、 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 発 注 者 が 工 期 の 変 更 事 由 が 生 、 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 発 注 者 が 工 期 の 変 更 事 由 が 生

じ た 日 （ 第 二 十 二 条 の 場 合 に あ っ て は 発 注 者 が 工 期 変 更 の 請 求 を 受 け た じ た 日 （ 第 二 十 一 条 の 場 合 に あ っ て は 発 注 者 が 工 期 変 更 の 請 求 を 受 け た

日 、 前 条 の 場 合 に あ っ て は 受 注 者 が 工 期 変 更 の 請 求 を 受 け た 日 ） か ら 〇 日 、 前 条 の 場 合 に あ っ て は 受 注 者 が 工 期 変 更 の 請 求 を 受 け た 日 ） か ら 〇

日 以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日 日 以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日

を 定 め 、 発 注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。 を 定 め 、 発 注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て

数 字 を 記 入 す る 。 数 字 を 記 入 す る 。

（ 請 負 代 金 額 の 変 更 方 法 等 ） （ 請 負 代 金 額 の 変 更 方 法 等 ）

第 二 十 五 条 （ Ａ ） 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て は 、 数 量 の 増 減 が 内 訳 書 記 第 二 十 四 条 （ Ａ ） 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て は 、 数 量 の 増 減 が 内 訳 書 記

載 の 数 量 の 百 分 の 〇 を 超 え る 場 合 、 施 工 条 件 が 異 な る 場 合 、 内 訳 書 に 記 載 の 数 量 の 百 分 の 〇 を 超 え る 場 合 、 施 工 条 件 が 異 な る 場 合 、 内 訳 書 に 記

載 の な い 項 目 が 生 じ た 場 合 若 し く は 内 訳 書 に よ る こ と が 不 適 当 な 場 合 で 載 の な い 項 目 が 生 じ た 場 合 若 し く は 内 訳 書 に よ る こ と が 不 適 当 な 場 合 で

特 別 な 理 由 が な い と き 又 は 内 訳 書 が 未 だ 承 認 を 受 け て い な い 場 合 に あ っ 特 別 な 理 由 が な い と き 又 は 内 訳 書 が 未 だ 承 認 を 受 け て い な い 場 合 に あ っ

て は 変 更 時 の 価 格 を 基 礎 と し て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め 、 そ の て は 変 更 時 の 価 格 を 基 礎 と し て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め 、 そ の

他 の 場 合 に あ っ て は 内 訳 書 記 載 の 単 価 を 基 礎 と し て 定 め る 。 た だ し 、 協 他 の 場 合 に あ っ て は 内 訳 書 記 載 の 単 価 を 基 礎 と し て 定 め る 。 た だ し 、 協

議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受

注 者 に 通 知 す る 。 注 者 に 通 知 す る 。

注 （ Ａ ） は 、 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。 注 （ Ａ ） は 、 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。

「 百 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 二 十 と 記 入 す る 。 「 〇 日 」 の 〇 「 百 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 二 十 と 記 入 す る 。 「 〇 日 」 の 〇

の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留

意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

第 二 十 五 条 （ Ｂ ） 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 第 二 十 四 条 （ Ｂ ） 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協

議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場

合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。

注 （ Ｂ ） は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。 注 （ Ｂ ） は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。

〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う
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（ 臨 機 の 措 置 ） （ 臨 機 の 措 置 ）

第 二 十 七 条 受 注 者 は 、 災 害 防 止 等 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 臨 第 二 十 六 条 受 注 者 は 、 災 害 防 止 等 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 臨

機 の 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 機 の 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 受 注 者 は 、 あ ら か じ め 監 督 員 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な め る と き は 、 受 注 者 は 、 あ ら か じ め 監 督 員 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 い 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 そ の と っ た 措 置 の 内 容 を 監 督 員 に ２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 そ の と っ た 措 置 の 内 容 を 監 督 員 に

直 ち に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 直 ち に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

３ 監 督 員 は 、 災 害 防 止 そ の 他 工 事 の 施 工 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き ３ 監 督 員 は 、 災 害 防 止 そ の 他 工 事 の 施 工 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 受 注 者 に 対 し て 臨 機 の 措 置 を と る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 は 、 受 注 者 に 対 し て 臨 機 の 措 置 を と る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。

４ 受 注 者 が 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 臨 機 の 措 置 を と っ た 場 合 に お い ４ 受 注 者 が 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 臨 機 の 措 置 を と っ た 場 合 に お い

て 、 当 該 措 置 に 要 し た 費 用 の う ち 、 受 注 者 が 請 負 代 金 額 の 範 囲 に お い て て 、 当 該 措 置 に 要 し た 費 用 の う ち 、 受 注 者 が 請 負 代 金 額 の 範 囲 に お い て

負 担 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 部 分 に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担 負 担 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 部 分 に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担

す る 。 す る 。

（ 一 般 的 損 害 ） （ 一 般 的 損 害 ）

第 二 十 八 条 工 事 目 的 物 の 引 渡 し 前 に 、 工 事 目 的 物 又 は 工 事 材 料 に つ い て 第 二 十 七 条 工 事 目 的 物 の 引 渡 し 前 に 、 工 事 目 的 物 又 は 工 事 材 料 に つ い て

生 じ た 損 害 そ の 他 工 事 の 施 工 に 関 し て 生 じ た 損 害 （ 次 条 第 一 項 若 し く は 生 じ た 損 害 そ の 他 工 事 の 施 工 に 関 し て 生 じ た 損 害 （ 次 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 又 は 第 三 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 損 害 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 受 注 第 二 項 又 は 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 損 害 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 受

者 が そ の 費 用 を 負 担 す る 。 た だ し 、 そ の 損 害 （ 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 注 者 が そ の 費 用 を 負 担 す る 。 た だ し 、 そ の 損 害 （ 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規

に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ れ た 部 分 を 除 く 。 ） の う ち 発 注 者 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ れ た 部 分 を 除 く 。 ） の う ち 発 注

の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担 す る 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担 す

。 る 。

（ 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害 ） （ 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害 ）

第 二 十 九 条 工 事 の 施 工 に つ い て 第 三 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 受 注 者 第 二 十 八 条 工 事 の 施 工 に つ い て 第 三 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 受 注 者

が そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 損 害 （ 第 五 十 八 条 が そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 損 害 （ 第 五 十 一 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ れ た 部 分 を 除 く 。 以 第 一 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ れ た 部 分 を 除 く 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生

じ た も の に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担 す る 。 じ た も の に つ い て は 、 発 注 者 が 負 担 す る 。
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（ Ａ ） は 、 変 動 前 残 工 事 代 金 額 の 算 定 の 基 準 と す べ き 資 料 に つ き 、 あ ら か （ Ａ ） は 、 変 動 前 残 工 事 代 金 額 の 算 定 の 基 準 と す べ き 資 料 に つ き 、 あ ら か

じ め 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 具 体 的 に 定 め 得 る 場 合 に 使 用 す る 。 じ め 、 発 注 者 及 び 受 注 者 が 具 体 的 に 定 め 得 る 場 合 に 使 用 す る 。

［ ］ の 部 分 に は 、 こ の 場 合 に 当 該 資 料 の 名 称 （ た と え ば 、 国 又 は 国 に 準 ［ ］ の 部 分 に は 、 こ の 場 合 に 当 該 資 料 の 名 称 （ た と え ば 、 国 又 は 国 に 準

ず る 機 関 が 作 成 し て 定 期 的 に 公 表 す る 資 料 の 名 称 ） を 記 入 す る 。 ず る 機 関 が 作 成 し て 定 期 的 に 公 表 す る 資 料 の 名 称 ） を 記 入 す る 。

〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う

留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 は 、 こ の 条 の 規 定 に よ り 請 負 代 金 額 の 変 更 を ４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 は 、 こ の 条 の 規 定 に よ り 請 負 代 金 額 の 変 更 を

行 っ た 後 再 度 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 請 負 契 約 行 っ た 後 再 度 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 請 負 契 約

締 結 の 日 」 と あ る の は 、 「 直 前 の こ の 条 に 基 づ く 請 負 代 金 額 変 更 の 基 準 締 結 の 日 」 と あ る の は 、 「 直 前 の こ の 条 に 基 づ く 請 負 代 金 額 変 更 の 基 準

と し た 日 」 と す る も の と す る 。 と し た 日 」 と す る も の と す る 。

５ 特 別 な 要 因 に よ り 工 期 内 に 主 要 な 工 事 材 料 の 日 本 国 内 に お け る 価 格 に ５ 特 別 な 要 因 に よ り 工 期 内 に 主 要 な 工 事 材 料 の 日 本 国 内 に お け る 価 格 に

著 し い 変 動 を 生 じ 、 請 負 代 金 額 が 不 適 当 と な っ た と き は 、 発 注 者 又 は 受 著 し い 変 動 を 生 じ 、 請 負 代 金 額 が 不 適 当 と な っ た と き は 、 発 注 者 又 は 受

注 者 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 請 負 代 金 額 の 変 更 を 請 求 す る こ と が 注 者 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 請 負 代 金 額 の 変 更 を 請 求 す る こ と が

で き る 。 で き る 。

６ 予 期 す る こ と の で き な い 特 別 の 事 情 に よ り 、 工 期 内 に 日 本 国 内 に お い ６ 予 期 す る こ と の で き な い 特 別 の 事 情 に よ り 、 工 期 内 に 日 本 国 内 に お い

て 急 激 な イ ン フ レ ー シ ョ ン 又 は デ フ レ ー シ ョ ン を 生 じ 、 請 負 代 金 額 が 著 て 急 激 な イ ン フ レ ー シ ョ ン 又 は デ フ レ ー シ ョ ン を 生 じ 、 請 負 代 金 額 が 著

し く 不 適 当 と な っ た と き は 、 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 前 各 項 の 規 定 に か か し く 不 適 当 と な っ た と き は 、 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 前 各 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 請 負 代 金 額 の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。 わ ら ず 、 請 負 代 金 額 の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。

７ 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 請 負 代 金 額 の 変 更 額 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 ７ 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 請 負 代 金 額 の 変 更 額 に つ い て は 、 発 注 者 と 受

注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が

整 わ な い 場 合 に あ っ て は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 整 わ な い 場 合 に あ っ て は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留

意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

８ 第 三 項 及 び 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を ８ 第 三 項 及 び 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を

聴 い て 定 め 、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 第 一 聴 い て 定 め 、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 第 一

項 、 第 五 項 又 は 第 六 項 の 請 求 を 行 っ た 日 又 は 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 項 、 第 五 項 又 は 第 六 項 の 請 求 を 行 っ た 日 又 は 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協

議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日 を 定 め 、 発 議 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日 を 定 め 、 発

注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。 注 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て

数 字 を 記 入 す る 。 数 字 を 記 入 す る 。
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の 一 を 超 え る 額 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 の 一 を 超 え る 額 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

５ 損 害 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 損 害 に つ き 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め ５ 損 害 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 損 害 に つ き 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ り 、 （ 内 訳 書 に 基 づ き ） 算 定 す る 。 る と こ ろ に よ り 、 （ 内 訳 書 に 基 づ き ） 算 定 す る 。

注 （ 内 訳 書 に 基 づ き ） の 部 分 は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 、 削 除 す 注 （ 内 訳 書 に 基 づ き ） の 部 分 は 、 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 、 削 除 す

る 。 る 。

一 工 事 目 的 物 に 関 す る 損 害 一 工 事 目 的 物 に 関 す る 損 害

損 害 を 受 け た 工 事 目 的 物 に 相 応 す る 請 負 代 金 額 と し 、 残 存 価 値 が あ 損 害 を 受 け た 工 事 目 的 物 に 相 応 す る 請 負 代 金 額 と し 、 残 存 価 値 が あ

る 場 合 に は そ の 評 価 額 を 差 し 引 い た 額 と す る 。 る 場 合 に は そ の 評 価 額 を 差 し 引 い た 額 と す る 。

二 工 事 材 料 に 関 す る 損 害 二 工 事 材 料 に 関 す る 損 害

損 害 を 受 け た 工 事 材 料 で 通 常 妥 当 と 認 め ら れ る も の に 相 応 す る 請 負 損 害 を 受 け た 工 事 材 料 で 通 常 妥 当 と 認 め ら れ る も の に 相 応 す る 請 負

代 金 額 と し 、 残 存 価 値 が あ る 場 合 に は そ の 評 価 額 を 差 し 引 い た 額 と す 代 金 額 と し 、 残 存 価 値 が あ る 場 合 に は そ の 評 価 額 を 差 し 引 い た 額 と す

る 。 る 。

三 仮 設 物 又 は 建 設 機 械 器 具 に 関 す る 損 害 三 仮 設 物 又 は 建 設 機 械 器 具 に 関 す る 損 害

損 害 を 受 け た 仮 設 物 又 は 建 設 機 械 器 具 で 通 常 妥 当 と 認 め ら れ る も の 損 害 を 受 け た 仮 設 物 又 は 建 設 機 械 器 具 で 通 常 妥 当 と 認 め ら れ る も の

に つ い て 、 当 該 工 事 で 償 却 す る こ と と し て い る 償 却 費 の 額 か ら 損 害 を に つ い て 、 当 該 工 事 で 償 却 す る こ と と し て い る 償 却 費 の 額 か ら 損 害 を

受 け た 時 点 に お け る 工 事 目 的 物 に 相 応 す る 償 却 費 の 額 を 差 し 引 い た 額 受 け た 時 点 に お け る 工 事 目 的 物 に 相 応 す る 償 却 費 の 額 を 差 し 引 い た 額

と す る 。 た だ し 、 修 繕 に よ り そ の 機 能 を 回 復 す る こ と が で き 、 か つ 、 と す る 。 た だ し 、 修 繕 に よ り そ の 機 能 を 回 復 す る こ と が で き 、 か つ 、

修 繕 費 の 額 が 上 記 の 額 よ り 少 額 で あ る も の に つ い て は 、 そ の 修 繕 費 の 修 繕 費 の 額 が 上 記 の 額 よ り 少 額 で あ る も の に つ い て は 、 そ の 修 繕 費 の

額 と す る 。 額 と す る 。

６ 数 次 に わ た る 不 可 抗 力 に よ り 損 害 合 計 額 が 累 積 し た 場 合 に お け る 第 二 ６ 数 次 に わ た る 不 可 抗 力 に よ り 損 害 合 計 額 が 累 積 し た 場 合 に お け る 第 二

次 以 降 の 不 可 抗 力 に よ る 損 害 合 計 額 の 負 担 に つ い て は 、 第 四 項 中 「 当 該 次 以 降 の 不 可 抗 力 に よ る 損 害 合 計 額 の 負 担 に つ い て は 、 第 四 項 中 「 当 該

損 害 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 額 の 累 計 」 と 、 「 当 該 損 害 の 取 片 付 け に 損 害 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 額 の 累 計 」 と 、 「 当 該 損 害 の 取 片 付 け に

要 す る 費 用 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 取 片 付 け に 要 す る 費 用 の 額 の 累 計 要 す る 費 用 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 取 片 付 け に 要 す る 費 用 の 額 の 累 計

」 と 、 「 請 負 代 金 額 の 百 分 の 一 を 超 え る 額 」 と あ る の は 「 請 負 代 金 額 の 」 と 、 「 請 負 代 金 額 の 百 分 の 一 を 超 え る 額 」 と あ る の は 「 請 負 代 金 額 の

百 分 の 一 を 超 え る 額 か ら 既 に 負 担 し た 額 を 差 し 引 い た 額 」 と し て 同 項 を 百 分 の 一 を 超 え る 額 か ら 既 に 負 担 し た 額 を 差 し 引 い た 額 」 と し て 同 項 を

適 用 す る 。 適 用 す る 。

（ 請 負 代 金 額 の 変 更 に 代 え る 設 計 図 書 の 変 更 ） （ 請 負 代 金 額 の 変 更 に 代 え る 設 計 図 書 の 変 更 ）

第 三 十 一 条 発 注 者 は 、 第 八 条 、 第 十 五 条 、 第 十 七 条 か ら 第 二 十 条 ま で 、 第 三 十 条 発 注 者 は 、 第 八 条 、 第 十 五 条 、 第 十 七 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で 、

第 二 十 二 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 六 条 か ら 第 二 十 八 条 ま で 、 前 条 又 は 第 第 二 十 五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で 、 前 条 又 は 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 請 負
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２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 の 施 工 に 伴 い 通 常 避 け る こ と が で き ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 の 施 工 に 伴 い 通 常 避 け る こ と が で き

な い 騒 音 、 振 動 、 地 盤 沈 下 、 地 下 水 の 断 絶 等 の 理 由 に よ り 第 三 者 に 損 害 な い 騒 音 、 振 動 、 地 盤 沈 下 、 地 下 水 の 断 絶 等 の 理 由 に よ り 第 三 者 に 損 害

を 及 ぼ し た と き は 、 発 注 者 が そ の 損 害 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 た だ を 及 ぼ し た と き は 、 発 注 者 が そ の 損 害 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 そ の 損 害 の う ち 工 事 の 施 工 に つ き 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 し 、 そ の 損 害 の う ち 工 事 の 施 工 に つ き 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務

を 怠 っ た こ と に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 受 注 者 が 負 担 す る 。 を 怠 っ た こ と に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 受 注 者 が 負 担 す る 。

３ 前 二 項 の 場 合 そ の 他 工 事 の 施 工 に つ い て 第 三 者 と の 間 に 紛 争 を 生 じ た ３ 前 二 項 の 場 合 そ の 他 工 事 の 施 工 に つ い て 第 三 者 と の 間 に 紛 争 を 生 じ た

場 合 に お い て は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 協 力 し て そ の 処 理 解 決 に 当 た る も 場 合 に お い て は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 協 力 し て そ の 処 理 解 決 に 当 た る も

の と す る 。 の と す る 。

（ 不 可 抗 力 に よ る 損 害 ） （ 不 可 抗 力 に よ る 損 害 ）

第 三 十 条 工 事 目 的 物 の 引 渡 し 前 に 、 天 災 等 （ 設 計 図 書 で 基 準 を 定 め た も 第 二 十 九 条 工 事 目 的 物 の 引 渡 し 前 に 、 天 災 等 （ 設 計 図 書 で 基 準 を 定 め た

の に あ っ て は 、 当 該 基 準 を 超 え る も の に 限 る 。 ） 発 注 者 と 受 注 者 の い ず も の に あ っ て は 、 当 該 基 準 を 超 え る も の に 限 る 。 ） 発 注 者 と 受 注 者 の い

れ の 責 め に も 帰 す こ と が で き な い も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 不 可 抗 力 ず れ の 責 め に も 帰 す こ と が で き な い も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 不 可 抗

」 と い う 。 ） に よ り 、 工 事 目 的 物 、 仮 設 物 又 は 工 事 現 場 に 搬 入 済 み の 工 力 」 と い う 。 ） に よ り 、 工 事 目 的 物 、 仮 設 物 又 は 工 事 現 場 に 搬 入 済 み の

事 材 料 若 し く は 建 設 機 械 器 具 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 受 注 者 は 、 そ の 事 工 事 材 料 若 し く は 建 設 機 械 器 具 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 受 注 者 は 、 そ の

実 の 発 生 後 直 ち に そ の 状 況 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 事 実 の 発 生 後 直 ち に そ の 状 況 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 直 ち に 調 査 を 行 い ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 直 ち に 調 査 を 行 い

、 同 項 の 損 害 （ 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を 怠 っ た こ と に 基 づ く 、 同 項 の 損 害 （ 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を 怠 っ た こ と に 基 づ く

も の 及 び 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ も の 及 び 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ

れ た 部 分 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 損 害 」 と い う 。 ） の 状 況 を 確 認 れ た 部 分 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 損 害 」 と い う 。 ） の 状 況 を 確 認

し 、 そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 し 、 そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 損 害 の 状 況 が 確 認 さ れ た と き は 、 損 害 に ３ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 損 害 の 状 況 が 確 認 さ れ た と き は 、 損 害 に

よ る 費 用 の 負 担 を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 よ る 費 用 の 負 担 を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。

４ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 か ら 損 害 に よ る 費 用 の 負 担 の 請 求 ４ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 か ら 損 害 に よ る 費 用 の 負 担 の 請 求

が あ っ た と き は 、 当 該 損 害 の 額 （ 工 事 目 的 物 、 仮 設 物 又 は 工 事 現 場 に 搬 が あ っ た と き は 、 当 該 損 害 の 額 （ 工 事 目 的 物 、 仮 設 物 又 は 工 事 現 場 に 搬

入 済 み の 工 事 材 料 若 し く は 建 設 機 械 器 具 で あ っ て 第 十 三 条 第 二 項 、 第 十 入 済 み の 工 事 材 料 若 し く は 建 設 機 械 器 具 で あ っ て 第 十 三 条 第 二 項 、 第 十

四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 三 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 検 査 、 立 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 三 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 検 査 、 立

会 い そ の 他 受 注 者 の 工 事 に 関 す る 記 録 等 に よ り 確 認 す る こ と が で き る も 会 い そ の 他 受 注 者 の 工 事 に 関 す る 記 録 等 に よ り 確 認 す る こ と が で き る も

の に 係 る 額 に 限 る 。 ） 及 び 当 該 損 害 の 取 片 付 け に 要 す る 費 用 の 額 の 合 計 の に 係 る 額 に 限 る 。 ） 及 び 当 該 損 害 の 取 片 付 け に 要 す る 費 用 の 額 の 合 計

額 （ 第 六 項 に お い て 「 損 害 合 計 額 」 と い う 。 ） の う ち 請 負 代 金 額 の 百 分 額 （ 第 六 項 に お い て 「 損 害 合 計 額 」 と い う 。 ） の う ち 請 負 代 金 額 の 百 分
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５ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 前 項 の 申 出 を 行 わ な い と き は 、 当 該 工 事 目 的 物 の ５ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 前 項 の 申 出 を 行 わ な い と き は 、 当 該 工 事 目 的 物 の

引 渡 し を 請 負 代 金 の 支 払 い の 完 了 と 同 時 に 行 う こ と を 請 求 す る こ と が で 引 渡 し を 請 負 代 金 の 支 払 い の 完 了 と 同 時 に 行 う こ と を 請 求 す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 当 該 請 求 に 直 ち に 応 じ な け れ ば き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 当 該 請 求 に 直 ち に 応 じ な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

６ 受 注 者 は 、 工 事 が 第 二 項 の 検 査 に 合 格 し な い と き は 、 直 ち に 修 補 し て ６ 受 注 者 は 、 工 事 が 第 二 項 の 検 査 に 合 格 し な い と き は 、 直 ち に 修 補 し て

発 注 者 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 修 補 の 完 発 注 者 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 修 補 の 完

了 を 工 事 の 完 成 と み な し て 前 各 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 了 を 工 事 の 完 成 と み な し て 前 五 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

（ 請 負 代 金 の 支 払 い ） （ 請 負 代 金 の 支 払 い ）

第 三 十 三 条 受 注 者 は 、 前 条 第 二 項 （ 同 条 第 六 項 後 段 の 規 定 に よ り 適 用 さ 第 三 十 二 条 受 注 者 は 、 前 条 第 二 項 （ 同 条 第 六 項 後 段 の 規 定 に よ り 適 用 さ

れ る 場 合 を 含 む 。 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 検 査 に 合 格 し た と き は 、 請 れ る 場 合 を 含 む 。 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 検 査 に 合 格 し た と き は 、 請

負 代 金 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 負 代 金 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か

ら 四 十 日 以 内 に 請 負 代 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 ら 四 十 日 以 内 に 請 負 代 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 発 注 者 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 前 条 第 二 項 の 期 間 内 に 検 査 を ３ 発 注 者 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 前 条 第 二 項 の 期 間 内 に 検 査 を

し な い と き は 、 そ の 期 限 を 経 過 し た 日 か ら 検 査 を し た 日 ま で の 期 間 の 日 し な い と き は 、 そ の 期 限 を 経 過 し た 日 か ら 検 査 を し た 日 ま で の 期 間 の 日

数 は 、 前 項 の 期 間 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 約 定 期 間 」 と い う 。 ） の 日 数 数 は 、 前 項 の 期 間 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 約 定 期 間 」 と い う 。 ） の 日 数

か ら 差 し 引 く も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 遅 延 日 数 が 約 定 期 間 か ら 差 し 引 く も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 遅 延 日 数 が 約 定 期 間

の 日 数 を 超 え る と き は 、 約 定 期 間 は 、 遅 延 日 数 が 約 定 期 間 の 日 数 を 超 え の 日 数 を 超 え る と き は 、 約 定 期 間 は 、 遅 延 日 数 が 約 定 期 間 の 日 数 を 超 え

た 日 に お い て 満 了 し た も の と み な す 。 た 日 に お い て 満 了 し た も の と み な す 。

（ 部 分 使 用 ） （ 部 分 使 用 ）

第 三 十 四 条 発 注 者 は 、 第 三 十 二 条 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る 引 渡 し 第 三 十 三 条 発 注 者 は 、 第 三 十 一 条 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る 引 渡 し

前 に お い て も 、 工 事 目 的 物 の 全 部 又 は 一 部 を 受 注 者 の 承 諾 を 得 て 使 用 す 前 に お い て も 、 工 事 目 的 物 の 全 部 又 は 一 部 を 受 注 者 の 承 諾 を 得 て 使 用 す

る こ と が で き る 。 る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 そ の 使 用 部 分 を 善 良 な 管 理 者 の 注 ２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 そ の 使 用 部 分 を 善 良 な 管 理 者 の 注

意 を も っ て 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 意 を も っ て 使 用 し な け れ ば な ら な い 。

３ 発 注 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 工 事 目 的 物 の 全 部 又 は 一 部 を 使 用 し た ３ 発 注 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 工 事 目 的 物 の 全 部 又 は 一 部 を 使 用 し た

こ と に よ っ て 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け こ と に よ っ て 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 必 要 な 費 用 を 負 担 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。
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三 十 四 条 の 規 定 に よ り 請 負 代 金 額 を 増 額 す べ き 場 合 又 は 費 用 を 負 担 す べ 代 金 額 を 増 額 す べ き 場 合 又 は 費 用 を 負 担 す べ き 場 合 に お い て 、 特 別 の 理

き 場 合 に お い て 、 特 別 の 理 由 が あ る と き は 、 請 負 代 金 額 の 増 額 又 は 負 担 由 が あ る と き は 、 請 負 代 金 額 の 増 額 又 は 負 担 額 の 全 部 又 は 一 部 に 代 え て

額 の 全 部 又 は 一 部 に 代 え て 設 計 図 書 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 設 計 図 書 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 設 計 図 書 の 変 更

に お い て 、 設 計 図 書 の 変 更 内 容 は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 内 容 は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か

。 た だ し 、 協 議 開 始 の 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す

者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ う 留

意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め ２ 前 項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め

、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 請 負 代 金 額 を 増 、 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 請 負 代 金 額 を 増

額 す べ き 事 由 又 は 費 用 を 負 担 す べ き 事 由 が 生 じ た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 額 す べ き 事 由 又 は 費 用 を 負 担 す べ き 事 由 が 生 じ た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議

開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日 を 定 め 、 発 注 開 始 の 日 を 通 知 し な い 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 協 議 開 始 の 日 を 定 め 、 発 注

者 に 通 知 す る こ と が で き る 。 者 に 通 知 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て 注 〇 の 部 分 に は 、 工 期 を 勘 案 し て で き る 限 り 早 急 に 通 知 を 行 う よ う 留 意 し て

数 字 を 記 入 す る 。 数 字 を 記 入 す る 。

（ 検 査 及 び 引 渡 し ） （ 検 査 及 び 引 渡 し ）

第 三 十 二 条 受 注 者 は 、 工 事 を 完 成 し た と き は 、 そ の 旨 を 発 注 者 に 通 知 し 第 三 十 一 条 受 注 者 は 、 工 事 を 完 成 し た と き は 、 そ の 旨 を 発 注 者 に 通 知 し

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 通 知 を 受 け た 日 か ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 通 知 を 受 け た 日 か

ら 十 四 日 以 内 に 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 ら 十 四 日 以 内 に 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

工 事 の 完 成 を 確 認 す る た め の 検 査 を 完 了 し 、 当 該 検 査 の 結 果 を 受 注 者 に 工 事 の 完 成 を 確 認 す る た め の 検 査 を 完 了 し 、 当 該 検 査 の 結 果 を 受 注 者 に

通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と

認 め ら れ る と き は 、 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 目 的 物 を 最 小 限 認 め ら れ る と き は 、 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 工 事 目 的 物 を 最 小 限

度 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。 度 破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 ３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負

担 と す る 。 担 と す る 。

４ 発 注 者 は 、 第 二 項 の 検 査 に よ っ て 工 事 の 完 成 を 確 認 し た 後 、 受 注 者 が ４ 発 注 者 は 、 第 二 項 の 検 査 に よ っ て 工 事 の 完 成 を 確 認 し た 後 、 受 注 者 が

工 事 目 的 物 の 引 渡 し を 申 し 出 た と き は 、 直 ち に 当 該 工 事 目 的 物 の 引 渡 し 工 事 目 的 物 の 引 渡 し を 申 し 出 た と き は 、 直 ち に 当 該 工 事 目 的 物 の 引 渡 し

を 受 け な け れ ば な ら な い 。 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

2020年1月　ＣＩＴＩＯ
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払 金 の 支 払 い を 受 け て い る と き は 十 分 の ○ ） を 超 え る と き は 、 受 注 者 は 払 金 の 支 払 い を 受 け て い る と き は 十 分 の ○ ） を 超 え る と き は 、 受 注 者 は

、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に そ の 超 過 額 を 返 還 し な け 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に そ の 超 過 額 を 返 還 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 五 （ 括 弧 書 き の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 六 ） 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 五 （ 括 弧 書 き の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 六 ）

と 記 入 す る 。 と 記 入 す る 。

７ 前 項 の 超 過 額 が 相 当 の 額 に 達 し 、 返 還 す る こ と が 前 払 金 の 使 用 状 況 か ７ 前 項 の 超 過 額 が 相 当 の 額 に 達 し 、 返 還 す る こ と が 前 払 金 の 使 用 状 況 か

ら み て 、 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が ら み て 、 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が

協 議 し て 返 還 す べ き 超 過 額 を 定 め る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 協 議 し て 返 還 す べ き 超 過 額 を 定 め る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た

日 か ら ○ 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 日 か ら ○ 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通

知 す る 。 知 す る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 三 十 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。 注 〇 の 部 分 に は 、 三 十 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。

８ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 第 六 項 の 期 間 内 に 超 過 額 を 返 還 し な か っ た と き は ８ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 第 六 項 の 期 間 内 に 超 過 額 を 返 還 し な か っ た と き は

、 そ の 未 返 還 額 に つ き 、 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 返 還 を す る 日 ま で 、 そ の 未 返 還 額 に つ き 、 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 返 還 を す る 日 ま で

の 期 間 に つ い て 、 そ の 日 数 に 応 じ 、 年 ○ パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 期 間 に つ い て 、 そ の 日 数 に 応 じ 、 年 ○ パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額

の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

の 規 定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 の 規 定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

第 三 十 五 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （ 第 三 十 四 条 （ Ｂ ） 受 注 者 は 、 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （

昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 四 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 四 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社

（ 以 下 「 保 証 事 業 会 社 」 と い う 。 ） と 、 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 を （ 以 下 「 保 証 事 業 会 社 」 と い う 。 ） と 、 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 を

保 証 期 限 と す る 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 保 証 契 約 （ 以 下 「 保 証 契 約 」 と い 保 証 期 限 と す る 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 保 証 契 約 （ 以 下 「 保 証 契 約 」 と い

う 。 ） を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分 う 。 ） を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分

の 〇 以 内 の 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 の 〇 以 内 の 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か

ら 十 四 日 以 内 に 前 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 ら 十 四 日 以 内 に 前 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 増 額 さ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 増 額 ３ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 増 額 さ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 増 額

後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 か ら 受 領 済 み の 前 払 金 額 を 差 し 引 い た 額 に 相 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 か ら 受 領 済 み の 前 払 金 額 を 差 し 引 い た 額 に 相

当 す る 額 の 範 囲 内 で 前 払 金 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 当 す る 額 の 範 囲 内 で 前 払 金 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合
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（ 前 金 払 及 び 中 間 前 金 払 ） （ 前 金 払 及 び 中 間 前 金 払 ）

第 三 十 五 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （ 第 三 十 四 条 （ Ａ ） 受 注 者 は 、 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （

昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 四 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 四 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社

（ 以 下 「 保 証 事 業 会 社 」 と い う 。 ） と 、 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 を （ 以 下 「 保 証 事 業 会 社 」 と い う 。 ） と 、 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 を

保 証 期 限 と す る 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 保 証 契 約 （ 以 下 「 保 証 契 約 」 と い 保 証 期 限 と す る 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 保 証 契 約 （ 以 下 「 保 証 契 約 」 と い

う 。 ） を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分 う 。 ） を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分

の 〇 以 内 の 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 の 〇 以 内 の 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。

注 受 注 者 の 資 金 需 要 に 適 切 に 対 応 す る 観 点 か ら 、 （ Ａ ） の 使 用 を 推 奨 す る 。 注 受 注 者 の 資 金 需 要 に 適 切 に 対 応 す る 観 点 か ら 、 （ Ａ ） の 使 用 を 推 奨 す る 。

○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 請 求 を 受 け た 日 か

ら 十 四 日 以 内 に 前 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 ら 十 四 日 以 内 に 前 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 前 払 金 の 支 払 い を 受 け た 後 、 保 証 事 業 ３ 受 注 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 前 払 金 の 支 払 い を 受 け た 後 、 保 証 事 業

会 社 と 中 間 前 払 金 に 関 す る 保 証 契 約 を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 会 社 と 中 間 前 払 金 に 関 す る 保 証 契 約 を 締 結 し 、 そ の 保 証 証 書 を 発 注 者 に

寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ 以 内 の 中 間 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に 寄 託 し て 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ 以 内 の 中 間 前 払 金 の 支 払 い を 発 注 者 に

請 求 す る こ と が で き る 。 請 求 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 二 と 記 入 す る 。 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 二 と 記 入 す る 。

４ 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 ４ 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

５ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 増 額 さ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 増 額 ５ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 増 額 さ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 増 額

後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ （ 第 三 項 の 規 定 に よ り 中 間 前 払 金 の 支 払 い を 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ （ 第 三 項 の 規 定 に よ り 中 間 前 払 金 の 支 払 い を

受 け て い る と き は 十 分 の ○ ） か ら 受 領 済 み の 前 払 金 額 （ 中 間 前 払 金 の 支 受 け て い る と き は 十 分 の ○ ） か ら 受 領 済 み の 前 払 金 額 （ 中 間 前 払 金 の 支

払 い を 受 け て い る と き は 、 中 間 前 払 金 額 を 含 む 。 次 項 及 び 次 条 に お い て 払 い を 受 け て い る と き は 、 中 間 前 払 金 額 を 含 む 。 次 項 及 び 次 条 に お い て

同 じ 。 ） を 差 し 引 い た 額 に 相 当 す る 額 の 範 囲 内 で 前 払 金 （ 中 間 前 払 金 の 同 じ 。 ） を 差 し 引 い た 額 に 相 当 す る 額 の 範 囲 内 で 前 払 金 （ 中 間 前 払 金 の

支 払 い を 受 け て い る と き は 、 中 間 前 払 金 を 含 む 。 以 下 こ の 条 か ら 第 三 十 支 払 い を 受 け て い る と き は 、 中 間 前 払 金 を 含 む 。 以 下 こ の 条 か ら 第 三 十

七 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 六 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て は 、 第 二 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 に お い て は 、 第 二 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 （ 括 弧 書 き の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 六 ） 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 （ 括 弧 書 き の ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 六 ）

と 記 入 す る 。 と 記 入 す る 。

６ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 減 額 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の ６ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 減 額 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の

前 払 金 額 が 減 額 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ （ 第 三 項 の 規 定 に よ り 中 間 前 前 払 金 額 が 減 額 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ （ 第 三 項 の 規 定 に よ り 中 間 前
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、 発 注 者 に 代 わ り そ の 旨 を 保 証 事 業 会 社 に 直 ち に 通 知 す る も の と す る 。 、 発 注 者 に 代 わ り そ の 旨 を 保 証 事 業 会 社 に 直 ち に 通 知 す る も の と す る 。

注 第 三 項 は 、 発 注 者 が 保 証 事 業 会 社 に 対 す る 工 期 変 更 の 通 知 を 受 注 者 に 代 理 注 第 三 項 は 、 発 注 者 が 保 証 事 業 会 社 に 対 す る 工 期 変 更 の 通 知 を 受 注 者 に 代 理

さ せ る 場 合 に 使 用 す る 。 さ せ る 場 合 に 使 用 す る 。

（ 前 払 金 の 使 用 等 ） （ 前 払 金 の 使 用 等 ）

第 三 十 七 条 受 注 者 は 、 前 払 金 を こ の 工 事 の 材 料 費 、 労 務 費 、 機 械 器 具 の 第 三 十 六 条 受 注 者 は 、 前 払 金 を こ の 工 事 の 材 料 費 、 労 務 費 、 機 械 器 具 の

賃 借 料 、 機 械 購 入 費 （ こ の 工 事 に お い て 償 却 さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 賃 借 料 、 機 械 購 入 費 （ こ の 工 事 に お い て 償 却 さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に

限 る 。 ） 、 動 力 費 、 支 払 運 賃 、 修 繕 費 、 仮 設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 限 る 。 ） 、 動 力 費 、 支 払 運 賃 、 修 繕 費 、 仮 設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料

及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し て 必 要 な 経 費 以 外 の 支 払 い に 充 当 し て は な 及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し て 必 要 な 経 費 以 外 の 支 払 い に 充 当 し て は な

ら な い 。 ら な い 。

（ 部 分 払 ） （ 部 分 払 ）

第 三 十 八 条 受 注 者 は 、 工 事 の 完 成 前 に 、 出 来 形 部 分 並 び に 工 事 現 場 に 搬 第 三 十 七 条 受 注 者 は 、 工 事 の 完 成 前 に 、 出 来 形 部 分 並 び に 工 事 現 場 に 搬

入 済 み の 工 事 材 料 ［ 及 び 製 造 工 場 等 に あ る 工 場 製 品 ］ （ 第 十 三 条 第 二 項 入 済 み の 工 事 材 料 ［ 及 び 製 造 工 場 等 に あ る 工 場 製 品 ］ （ 第 十 三 条 第 二 項

の 規 定 に よ り 監 督 員 の 検 査 を 要 す る も の に あ っ て は 当 該 検 査 に 合 格 し た の 規 定 に よ り 監 督 員 の 検 査 を 要 す る も の に あ っ て は 当 該 検 査 に 合 格 し た

も の 、 監 督 員 の 検 査 を 要 し な い も の に あ っ て は 設 計 図 書 で 部 分 払 の 対 象 も の 、 監 督 員 の 検 査 を 要 し な い も の に あ っ て は 設 計 図 書 で 部 分 払 の 対 象

と す る こ と を 指 定 し た も の に 限 る 。 ） に 相 応 す る 請 負 代 金 相 当 額 の 十 分 と す る こ と を 指 定 し た も の に 限 る 。 ） に 相 応 す る 請 負 代 金 相 当 額 の 十 分

の 〇 以 内 の 額 に つ い て 、 次 項 か ら 第 七 項 ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 部 分 の 〇 以 内 の 額 に つ い て 、 次 項 か ら 第 七 項 ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 部 分

払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ の 請 求 は 、 工 期 中 〇 回 を 超 え る 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ の 請 求 は 、 工 期 中 〇 回 を 超 え る

こ と が で き な い 。 こ と が で き な い 。

注 部 分 払 の 対 象 と す べ き 工 場 製 品 が な い と き は 、 ［ ］ の 部 分 を 削 除 す る 。 注 部 分 払 の 対 象 と す べ き 工 場 製 品 が な い と き は 、 ［ ］ の 部 分 を 削 除 す る 。

「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 九 と 記 入 す る 。 「 〇 回 」 の 〇 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 九 と 記 入 す る 。 「 〇 回 」 の 〇 の

部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 妥 当 と 認 め ら れ る 数 字 を 記 入 す 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 妥 当 と 認 め ら れ る 数 字 を 記 入 す

る 。 る 。

２ 受 注 者 は 、 部 分 払 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 請 求 ２ 受 注 者 は 、 部 分 払 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 請 求

に 係 る 出 来 形 部 分 又 は 工 事 現 場 に 搬 入 済 み の 工 事 材 料 ［ 若 し く は 製 造 工 に 係 る 出 来 形 部 分 又 は 工 事 現 場 に 搬 入 済 み の 工 事 材 料 ［ 若 し く は 製 造 工

場 等 に あ る 工 場 製 品 ］ の 確 認 を 発 注 者 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 場 等 に あ る 工 場 製 品 ］ の 確 認 を 発 注 者 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

注 部 分 払 の 対 象 と す べ き 工 場 製 品 が な い と き は 、 ［ ］ の 部 分 を 削 除 す る 。 注 部 分 払 の 対 象 と す べ き 工 場 製 品 が な い と き は 、 ［ ］ の 部 分 を 削 除 す る 。

３ 発 注 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 四 日 以 内 ３ 発 注 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 か ら 十 四 日 以 内

に 、 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 確 認 に 、 受 注 者 の 立 会 い の 上 、 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 確 認
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に お い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 に お い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 四 と 記 入 す る 。

４ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 減 額 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の ４ 受 注 者 は 、 請 負 代 金 額 が 著 し く 減 額 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の

前 払 金 額 が 減 額 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 を 超 え る と き は 、 受 注 者 は 、 前 払 金 額 が 減 額 後 の 請 負 代 金 額 の 十 分 の 〇 を 超 え る と き は 、 受 注 者 は 、

請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に そ の 超 過 額 を 返 還 し な け れ 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に そ の 超 過 額 を 返 還 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 五 と 記 入 す る 。 注 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 五 と 記 入 す る 。

５ 前 項 の 超 過 額 が 相 当 の 額 に 達 し 、 返 還 す る こ と が 前 払 金 の 使 用 状 況 か ５ 前 項 の 超 過 額 が 相 当 の 額 に 達 し 、 返 還 す る こ と が 前 払 金 の 使 用 状 況 か

ら み て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 ら み て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議

し て 返 還 す べ き 超 過 額 を 定 め る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か し て 返 還 す べ き 超 過 額 を 定 め る 。 た だ し 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 日 か

ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す

る 。 る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 三 十 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。 注 〇 の 部 分 に は 、 三 十 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。

６ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 第 四 項 の 期 間 内 に 超 過 額 を 返 還 し な か っ た と き は ６ 発 注 者 は 、 受 注 者 が 第 四 項 の 期 間 内 に 超 過 額 を 返 還 し な か っ た と き は

、 そ の 未 返 還 額 に つ き 、 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 返 還 を す る 日 ま で 、 そ の 未 返 還 額 に つ き 、 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 返 還 を す る 日 ま で

の 期 間 に つ い て 、 そ の 日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 期 間 に つ い て 、 そ の 日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額

の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

の 規 定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 の 規 定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

（ 保 証 契 約 の 変 更 ） （ 保 証 契 約 の 変 更 ）

第 三 十 六 条 受 注 者 は 、 前 条 第 ○ 項 の 規 定 に よ り 受 領 済 み の 前 払 金 に 追 加 第 三 十 五 条 受 注 者 は 、 前 条 第 ○ 項 の 規 定 に よ り 受 領 済 み の 前 払 金 に 追 加

し て さ ら に 前 払 金 の 支 払 い を 請 求 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 保 証 契 約 し て さ ら に 前 払 金 の 支 払 い を 請 求 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 保 証 契 約

を 変 更 し 、 変 更 後 の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し な け れ ば な ら な い 。 を 変 更 し 、 変 更 後 の 保 証 証 書 を 発 注 者 に 寄 託 し な け れ ば な ら な い 。

注 〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 五 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 は 五 と 、 第 三 十 五 条 （ Ｂ 注 〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 四 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 は 五 と 、 第 三 十 四 条 （ Ｂ

） を 使 用 す る 場 合 は 三 と 記 入 す る 。 ） を 使 用 す る 場 合 は 三 と 記 入 す る 。

２ 受 注 者 は 、 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 場 合 に ２ 受 注 者 は 、 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 請 負 代 金 額 が 減 額 さ れ た 場 合 に

お い て 、 保 証 契 約 を 変 更 し た と き は 、 変 更 後 の 保 証 証 書 を 直 ち に 発 注 者 お い て 、 保 証 契 約 を 変 更 し た と き は 、 変 更 後 の 保 証 証 書 を 直 ち に 発 注 者

に 寄 託 し な け れ ば な ら な い 。 に 寄 託 し な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 前 払 金 額 の 変 更 を 伴 わ な い 工 期 の 変 更 が 行 わ れ た 場 合 に は ３ 受 注 者 は 、 前 払 金 額 の 変 更 を 伴 わ な い 工 期 の 変 更 が 行 わ れ た 場 合 に は
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と い う 。 ） が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 部 分 の 工 事 が 完 了 し た と き に と い う 。 ） が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 部 分 の 工 事 が 完 了 し た と き に

つ い て は 、 第 三 十 二 条 中 「 工 事 」 と あ る の は 「 指 定 部 分 に 係 る 工 事 」 と つ い て は 、 第 三 十 一 条 中 「 工 事 」 と あ る の は 「 指 定 部 分 に 係 る 工 事 」 と

、 「 工 事 目 的 物 」 と あ る の は 「 指 定 部 分 に 係 る 工 事 目 的 物 」 と 、 同 条 第 、 「 工 事 目 的 物 」 と あ る の は 「 指 定 部 分 に 係 る 工 事 目 的 物 」 と 、 同 条 第

五 項 及 び 第 三 十 三 条 中 「 請 負 代 金 」 と あ る の は 「 部 分 引 渡 し に 係 る 請 負 五 項 及 び 第 三 十 二 条 中 「 請 負 代 金 」 と あ る の は 「 部 分 引 渡 し に 係 る 請 負

代 金 」 と 読 み 替 え て 、 こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 。 代 金 」 と 読 み 替 え て 、 こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 請 求 す る ２ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 請 求 す る

こ と が で き る 部 分 引 渡 し に 係 る 請 負 代 金 の 額 は 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る こ と が で き る 部 分 引 渡 し に 係 る 請 負 代 金 の 額 は 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 指 定 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 の 額 は 、 。 こ の 場 合 に お い て 、 指 定 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 の 額 は 、

（ Ａ ） 内 訳 書 が 承 認 を 受 け て い る 場 合 に は 、 内 訳 書 に よ り 定 め 、 そ の （ Ａ ） 内 訳 書 が 承 認 を 受 け て い る 場 合 に は 、 内 訳 書 に よ り 定 め 、 そ の

他 の 場 合 に は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 他 の 場 合 に は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

（ Ｂ ） 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 （ Ｂ ） 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

た だ し 、 発 注 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 三 条 第 一 項 の 請 求 た だ し 、 発 注 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 二 条 第 一 項 の 請 求

を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受

注 者 に 通 知 す る 。 注 者 に 通 知 す る 。

部 分 引 渡 し に 係 る 請 負 代 金 の 額 ＝ 指 定 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 の 額× （ 部 分 引 渡 し に 係 る 請 負 代 金 の 額 ＝ 指 定 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 の 額× （

1 － 前 払 金 額 ／ 請 負 代 金 額 ） 1 － 前 払 金 額 ／ 請 負 代 金 額 ）

注 （ Ａ ） は 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 、 （ Ｂ ） は 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 注 （ Ａ ） は 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 、 （ Ｂ ） は 第 三 条 （ Ｂ ） を 使

用 す る 場 合 に 使 用 す る 。 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。

〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ 〇 の 部 分 に は 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 を 勘 案 し て 十 分 な 協 議 が 行 え る よ

う 留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。 う 留 意 し て 数 字 を 記 入 す る 。

（ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 特 則 ） （ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 特 則 ）

第 四 十 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 に お い て 、 各 会 計 年 度 に お け る 請 負 代 第 三 十 九 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 に お い て 、 各 会 計 年 度 に お け る 請 負

金 の 支 払 い の 限 度 額 （ 以 下 「 支 払 限 度 額 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り と 代 金 の 支 払 い の 限 度 額 （ 以 下 「 支 払 限 度 額 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り

す る 。 と す る 。

年 度 円 年 度 円

年 度 円 年 度 円

年 度 円 年 度 円

２ 支 払 限 度 額 に 対 応 す る 各 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 は 、 次 の と お り で あ ２ 支 払 限 度 額 に 対 応 す る 各 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 は 、 次 の と お り で あ
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を す る た め の 検 査 を 行 い 、 当 該 確 認 の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な を す る た め の 検 査 を 行 い 、 当 該 確 認 の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は

、 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 出 来 形 部 分 を 最 小 限 度 破 壊 し て 検 査 す 、 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 出 来 形 部 分 を 最 小 限 度 破 壊 し て 検 査 す

る こ と が で き る 。 る こ と が で き る 。

４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 ４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負

担 と す る 。 担 と す る 。

５ 受 注 者 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ る 確 認 が あ っ た と き は 、 部 分 払 を 請 求 す ５ 受 注 者 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ る 確 認 が あ っ た と き は 、 部 分 払 を 請 求 す

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日 る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 当 該 請 求 を 受 け た 日

か ら 十 四 日 以 内 に 部 分 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 か ら 十 四 日 以 内 に 部 分 払 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

６ 部 分 払 金 の 額 は 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 第 一 項 の ６ 部 分 払 金 の 額 は 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 第 一 項 の

請 負 代 金 相 当 額 は 、 請 負 代 金 相 当 額 は 、

（ Ａ ） 内 訳 書 が 承 認 を 受 け て い る 場 合 に は 、 内 訳 書 に よ り 定 め 、 そ の （ Ａ ） 内 訳 書 が 承 認 を 受 け て い る 場 合 に は 、 内 訳 書 に よ り 定 め 、 そ の

他 の 場 合 に は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 他 の 場 合 に は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

（ Ｂ ） 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 （ Ｂ ） 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。

た だ し 、 発 注 者 が 前 項 の 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い た だ し 、 発 注 者 が 前 項 の 請 求 を 受 け た 日 か ら 〇 日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い

場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。 場 合 に は 、 発 注 者 が 定 め 、 受 注 者 に 通 知 す る 。

部 分 払 金 の 額 ≦ 第 一 項 の 請 負 代 金 相 当 額× （ 〇 ／ 10 － 前 払 金 額 部 分 払 金 の 額 ≦ 第 一 項 の 請 負 代 金 相 当 額× （ 〇 ／ 10 － 前 払 金 額

／ 請 負 代 金 額 ） ／ 請 負 代 金 額 ）

注 （ Ａ ） は 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 、 （ Ｂ ） は 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す 注 （ Ａ ） は 第 三 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 、 （ Ｂ ） は 第 三 条 （ Ｂ ） を 使 用 す

る 場 合 に 使 用 す る 。 る 場 合 に 使 用 す る 。

「 〇 日 」 の 〇 の 部 分 に は 、 十 四 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。 「 〇 ／ 十 」 の 〇 の 「 〇 日 」 の 〇 の 部 分 に は 、 十 四 未 満 の 数 字 を 記 入 す る 。 「 〇 ／ 十 」 の 〇 の

部 分 に は 、 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数 字 を 記 入 す る 。 部 分 に は 、 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数 字 を 記 入 す る 。

７ 第 五 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 金 の 支 払 い が あ っ た 後 、 再 度 部 分 払 の 請 求 ７ 第 五 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 金 の 支 払 い が あ っ た 後 、 再 度 部 分 払 の 請 求

を す る 場 合 に お い て は 、 第 一 項 及 び 前 項 中 「 請 負 代 金 相 当 額 」 と あ る の を す る 場 合 に お い て は 、 第 一 項 及 び 前 項 中 「 請 負 代 金 相 当 額 」 と あ る の

は 「 請 負 代 金 相 当 額 か ら 既 に 部 分 払 の 対 象 と な っ た 請 負 代 金 相 当 額 を 控 は 「 請 負 代 金 相 当 額 か ら 既 に 部 分 払 の 対 象 と な っ た 請 負 代 金 相 当 額 を 控

除 し た 額 」 と す る も の と す る 。 除 し た 額 」 と す る も の と す る 。

（ 部 分 引 渡 し ） （ 部 分 引 渡 し ）

第 三 十 九 条 工 事 目 的 物 に つ い て 、 発 注 者 が 設 計 図 書 に お い て 工 事 の 完 成 第 三 十 八 条 工 事 目 的 物 に つ い て 、 発 注 者 が 設 計 図 書 に お い て 工 事 の 完 成

に 先 だ っ て 引 渡 し を 受 け る べ き こ と を 指 定 し た 部 分 （ 以 下 「 指 定 部 分 」 に 先 だ っ て 引 渡 し を 受 け る べ き こ と を 指 定 し た 部 分 （ 以 下 「 指 定 部 分 」
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間 前 払 金 相 当 分] （ 円 以 内 ） を 含 め て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 間 前 払 金 相 当 分] （ 円 以 内 ） を 含 め て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の

支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。

４ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請 負 代 金 相 当 額 が 前 会 ４ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請 負 代 金 相 当 額 が 前 会

計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と き に は 、 同 項 の 規 定 に よ り 準 用 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と き に は 、 同 項 の 規 定 に よ り 準 用

さ れ る 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 請 負 代 金 相 当 さ れ る 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 は 、 請 負 代 金 相 当

額 が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 す る ま で 当 該 会 計 年 度 の 前 払 金 額 が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 す る ま で 当 該 会 計 年 度 の 前 払 金
[ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き な い 。 [ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き な い 。

５ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請 負 代 金 相 当 額 が 前 会 ５ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請 負 代 金 相 当 額 が 前 会

計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と き に は 、 そ の 額 が 当 該 出 来 高 予 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と き に は 、 そ の 額 が 当 該 出 来 高 予

定 額 に 達 す る ま で 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 保 証 期 限 を 延 長 す る も の と 定 額 に 達 す る ま で 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 保 証 期 限 を 延 長 す る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 第 三 十 六 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 第 三 十 五 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 五 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。

（ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 部 分 払 の 特 則 ） （ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 部 分 払 の 特 則 ）

第 四 十 二 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請 第 四 十 一 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 に お い て 、 前 会 計 年 度 末 に お け る 請

負 代 金 相 当 額 が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 を 超 え た 場 合 に お い て は 負 代 金 相 当 額 が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 を 超 え た 場 合 に お い て は

、 受 注 者 は 、 当 該 会 計 年 度 の 当 初 に 当 該 超 過 額 （ 以 下 「 出 来 高 超 過 額 」 、 受 注 者 は 、 当 該 会 計 年 度 の 当 初 に 当 該 超 過 額 （ 以 下 「 出 来 高 超 過 額 」

と い う 。 ） に つ い て 部 分 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 契 約 会 計 と い う 。 ） に つ い て 部 分 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 契 約 会 計

年 度 以 外 の 会 計 年 度 に お い て は 、 受 注 者 は 、 予 算 の 執 行 が 可 能 と な る 時 年 度 以 外 の 会 計 年 度 に お い て は 、 受 注 者 は 、 予 算 の 執 行 が 可 能 と な る 時

期 以 前 に 部 分 払 の 支 払 い を 請 求 す る こ と は で き な い 。 期 以 前 に 部 分 払 の 支 払 い を 請 求 す る こ と は で き な い 。

２ こ の 契 約 に お い て 、 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 受 け て い る 場 ２ こ の 契 約 に お い て 、 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 受 け て い る 場

合 の 部 分 払 金 の 額 に つ い て は 、 第 三 十 八 条 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 に か 合 の 部 分 払 金 の 額 に つ い て は 、 第 三 十 七 条 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る 。 か わ ら ず 、 次 の 式 に よ り 算 定 す る 。

注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 五 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。

（ ａ ） 部 分 払 金 の 額 ≦ 請 負 代 金 相 当 額× 〇 ／ 10 － 前 会 計 年 度 ま で の （ ａ ） 部 分 払 金 の 額 ≦ 請 負 代 金 相 当 額× 〇 ／ 10 － 前 会 計 年 度 ま で の

支 払 金 額 － （ 請 負 代 金 相 当 額 － 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 ）× 支 払 金 額 － （ 請 負 代 金 相 当 額 － 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 ）×

（ 当 該 会 計 年 度 前 払 金 額 ＋ 当 該 会 計 年 度 の 中 間 前 払 金 額 ） ／ 当 該 会 （ 当 該 会 計 年 度 前 払 金 額 ＋ 当 該 会 計 年 度 の 中 間 前 払 金 額 ） ／ 当 該 会

計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額

注 （ ａ ） は 、 中 間 前 払 金 を 選 択 し た 場 合 に 使 用 す る 。 注 （ ａ ） は 、 中 間 前 払 金 を 選 択 し た 場 合 に 使 用 す る 。

〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 八 条 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数 〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 七 条 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数

-
3
5
-

る 。 る 。

年 度 円 年 度 円

年 度 円 年 度 円

年 度 円 年 度 円

３ 発 注 者 は 、 予 算 上 の 都 合 そ の 他 の 必 要 が あ る と き は 、 第 一 項 の 支 払 限 ３ 発 注 者 は 、 予 算 上 の 都 合 そ の 他 の 必 要 が あ る と き は 、 第 一 項 の 支 払 限

度 額 及 び 前 項 の 出 来 高 予 定 額 を 変 更 す る こ と が で き る 。 度 額 及 び 前 項 の 出 来 高 予 定 額 を 変 更 す る こ と が で き る 。

（ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 前 金 払[ 及 び 中 間 前 金 払] の 特 則 ） （ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 前 金 払[ 及 び 中 間 前 金 払] の 特 則 ）

第 四 十 一 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 前 金 払[ 及 び 中 間 前 金 払] に つ い て 第 四 十 条 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 前 金 払[ 及 び 中 間 前 金 払] に つ い て は

は 、 第 三 十 五 条 中 「 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 」 と あ る の は 「 契 約 書 、 第 三 十 四 条 中 「 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 」 と あ る の は 「 契 約 書 記

記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 （ 最 終 の 会 計 年 度 以 外 の 会 計 年 度 に あ っ て は 、 各 載 の 工 事 完 成 の 時 期 （ 最 終 の 会 計 年 度 以 外 の 会 計 年 度 に あ っ て は 、 各 会

会 計 年 度 末 ） 」 と 、 同 条 及 び 第 三 十 六 条 中 「 請 負 代 金 額 」 と あ る の は 「 計 年 度 末 ） 」 と 、 同 条 及 び 第 三 十 五 条 中 「 請 負 代 金 額 」 と あ る の は 「 当

当 該 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 （ 前 会 計 年 度 末 に お け る 第 三 十 八 条 第 一 項 該 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 （ 前 会 計 年 度 末 に お け る 第 三 十 七 条 第 一 項 の

の 請 負 代 金 相 当 額 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 請 負 代 金 相 当 額 」 と 請 負 代 金 相 当 額 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 請 負 代 金 相 当 額 」 と い

い う 。 ） が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 を 超 え た 場 合 に お い て 、 当 該 う 。 ） が 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 を 超 え た 場 合 に お い て 、 当 該 会

会 計 年 度 の 当 初 に 部 分 払 を し た と き は 、 当 該 超 過 額 を 控 除 し た 額 ） 」 と 計 年 度 の 当 初 に 部 分 払 を し た と き は 、 当 該 超 過 額 を 控 除 し た 額 ） 」 と 読

読 み 替 え て 、 こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 。 た だ し 、 こ の 契 約 を 締 結 し た 会 み 替 え て 、 こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 。 た だ し 、 こ の 契 約 を 締 結 し た 会 計

計 年 度 （ 以 下 「 契 約 会 計 年 度 」 と い う 。 ） 以 外 の 会 計 年 度 に お い て は 、 年 度 （ 以 下 「 契 約 会 計 年 度 」 と い う 。 ） 以 外 の 会 計 年 度 に お い て は 、 受

受 注 者 は 、 予 算 の 執 行 が 可 能 と な る 時 期 以 前 に 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] 注 者 は 、 予 算 の 執 行 が 可 能 と な る 時 期 以 前 に 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の

の 支 払 い を 請 求 す る こ と は で き な い 。 支 払 い を 請 求 す る こ と は で き な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 契 約 会 計 年 度 に つ い て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] を ２ 前 項 の 場 合 に お い て 契 約 会 計 年 度 に つ い て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] を

支 払 わ な い 旨 が 設 計 図 書 に 定 め ら れ て い る と き に は 、 同 項 の 規 定 に よ り 支 払 わ な い 旨 が 設 計 図 書 に 定 め ら れ て い る と き に は 、 同 項 の 規 定 に よ り

準 用 さ れ る 第 三 十 五 条 第 一 項[ 及 び 第 三 項] の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者 準 用 さ れ る 第 三 十 四 条 第 一 項[ 及 び 第 三 項] の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 注 者

は 、 契 約 会 計 年 度 に つ い て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 請 求 す る は 、 契 約 会 計 年 度 に つ い て 前 払 金[ 及 び 中 間 前 払 金] の 支 払 い を 請 求 す る

こ と が で き な い 。 こ と が で き な い 。

３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 契 約 会 計 年 度 に 翌 会 計 年 度 分 の 前 払 金[ 及 び ３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 契 約 会 計 年 度 に 翌 会 計 年 度 分 の 前 払 金[ 及 び

中 間 前 払 金] を 含 め て 支 払 う 旨 が 設 計 図 書 に 定 め ら れ て い る と き に は 、 中 間 前 払 金] を 含 め て 支 払 う 旨 が 設 計 図 書 に 定 め ら れ て い る と き に は 、

同 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 同 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受

注 者 は 、 契 約 会 計 年 度 に 翌 会 計 年 度 に 支 払 う べ き 前 払 金 相 当 分[ 及 び 中 注 者 は 、 契 約 会 計 年 度 に 翌 会 計 年 度 に 支 払 う べ き 前 払 金 相 当 分[ 及 び 中
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２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 工 事 の 施 工 を 中 止 し た 場 合 に お ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 工 事 の 施 工 を 中 止 し た 場 合 に お

い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 工 期 若 し く は 請 負 代 金 額 を 変 更 し

、 又 は 受 注 者 が 工 事 の 続 行 に 備 え 工 事 現 場 を 維 持 し 若 し く は 労 働 者 、 建 、 又 は 受 注 者 が 工 事 の 続 行 に 備 え 工 事 現 場 を 維 持 し 若 し く は 労 働 者 、 建

設 機 械 器 具 等 を 保 持 す る た め の 費 用 そ の 他 の 工 事 の 施 工 の 一 時 中 止 に 伴 設 機 械 器 具 等 を 保 持 す る た め の 費 用 そ の 他 の 工 事 の 施 工 の 一 時 中 止 に 伴

う 増 加 費 用 を 必 要 と し 若 し く は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費 う 増 加 費 用 を 必 要 と し 若 し く は 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 必 要 な 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 契 約 不 適 合 責 任 ） （ 瑕 疵 担 保 ）

第 四 十 五 条 （ Ａ ） 発 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 工 事 目 的 物 が 種 類 又 は 品 質 に 第 四 十 四 条 （ Ａ ） （ Ｂ ） 発 注 者 は 、 工 事 目 的 物 に 瑕 疵 が あ る と き は 、 受

関 し て 契 約 の 内 容 に 適 合 し な い も の （ 以 下 「 契 約 不 適 合 」 と い う 。 ） で 注 者 に 対 し て 相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 瑕 疵 の 修 補 を 請 求 し 、 又 は 修 補 に

あ る と き は 、 受 注 者 に 対 し 、 目 的 物 の 修 補 又 は 代 替 物 の 引 渡 し に よ る 履 代 え 若 し く は 修 補 と と も に 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し

行 の 追 完 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 履 行 の 追 完 に 過 分 の 費 、 瑕 疵 が 重 要 で は な く 、 か つ 、 そ の 修 補 に 過 分 の 費 用 を 要 す る と き は 、

用 を 要 す る と き は 、 発 注 者 は 履 行 の 追 完 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 発 注 者 は 、 修 補 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

注 （ Ａ ） は 、 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一

第 四 十 五 条 （ Ｂ ） 発 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 工 事 目 的 物 が 契 約 不 適 合 で あ 号 ） 第 九 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 新 築 請 負 契 約 の 場 合 に 使 用 す る こ と と

る と き は 、 受 注 者 に 対 し 、 目 的 物 の 修 補 又 は 代 替 物 の 引 渡 し に よ る 履 行 す る 。

の 追 完 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 履 行 の 追 完 に 過 分 の 費 用

を 要 す る と き は 、 発 注 者 は 履 行 の 追 完 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

注 （ Ａ ） は 第 四 条 に お い て （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 、 （ Ｂ ） は 第 四 条 に お い て （ Ｂ ） を

使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 発 注 者 に 不 相 当 な 負 担 を 課 す る も の （ 新 設 ）

で な い と き は 、 発 注 者 が 請 求 し た 方 法 と 異 な る 方 法 に よ る 履 行 の 追 完 を

す る こ と が で き る 。

３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 発 注 者 が 相 当 の 期 間 を 定 め て 履 行 の 追 完 の 催 （ 新 設 ）

告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 の 追 完 が な い と き は 、 発 注 者 は 、 そ の 不 適 合

の 程 度 に 応 じ て 代 金 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 催 告 を す る こ と な く 、 直 ち に 代 金 の 減 額

を 請 求 す る こ と が で き る 。
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字 を 記 入 す る 。 字 を 記 入 す る 。

（ ｂ ） 部 分 払 金 の 額 ≦ 請 負 代 金 相 当 額× 〇 ／ 10 － （ 前 会 計 年 度 ま で （ ｂ ） 部 分 払 金 の 額 ≦ 請 負 代 金 相 当 額× 〇 ／ 10 － （ 前 会 計 年 度 ま で

の 支 払 金 額 ＋ 当 該 会 計 年 度 の 部 分 払 金 額 ） － ｛ 請 負 代 金 相 当 額 － （ の 支 払 金 額 ＋ 当 該 会 計 年 度 の 部 分 払 金 額 ） － ｛ 請 負 代 金 相 当 額 － （

前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 ＋ 出 来 高 超 過 額 ） ｝× 当 該 会 計 年 度 前 会 計 年 度 ま で の 出 来 高 予 定 額 ＋ 出 来 高 超 過 額 ） ｝× 当 該 会 計 年 度

前 払 金 額 ／ 当 該 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 前 払 金 額 ／ 当 該 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額

注 〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 八 条 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数 注 〇 の 部 分 に は 、 第 三 十 七 条 第 一 項 の 「 十 分 の 〇 」 の 〇 の 部 分 と 同 じ 数

字 を 記 入 す る 。 字 を 記 入 す る 。

３ 各 会 計 年 度 に お い て 、 部 分 払 を 請 求 で き る 回 数 は 、 次 の と お り と す ３ 各 会 計 年 度 に お い て 、 部 分 払 を 請 求 で き る 回 数 は 、 次 の と お り と す

る 。 る 。

年 度 回 年 度 回

年 度 回 年 度 回

年 度 回 年 度 回

（ 第 三 者 に よ る 代 理 受 領 ） （ 第 三 者 に よ る 代 理 受 領 ）

第 四 十 三 条 受 注 者 は 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 て 請 負 代 金 の 全 部 又 は 一 部 の 受 第 四 十 二 条 受 注 者 は 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 て 請 負 代 金 の 全 部 又 は 一 部 の 受

領 に つ き 、 第 三 者 を 代 理 人 と す る こ と が で き る 。 領 に つ き 、 第 三 者 を 代 理 人 と す る こ と が で き る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 第 三 者 を 代 理 人 と し た 場 合 に お ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 第 三 者 を 代 理 人 と し た 場 合 に お

い て 、 受 注 者 の 提 出 す る 支 払 請 求 書 に 当 該 第 三 者 が 受 注 者 の 代 理 人 で あ い て 、 受 注 者 の 提 出 す る 支 払 請 求 書 に 当 該 第 三 者 が 受 注 者 の 代 理 人 で あ

る 旨 の 明 記 が な さ れ て い る と き は 、 当 該 第 三 者 に 対 し て 第 三 十 三 条 （ 第 る 旨 の 明 記 が な さ れ て い る と き は 、 当 該 第 三 者 に 対 し て 第 三 十 二 条 （ 第

三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 三 十 八 条 の 規 定 に 基 づ 三 十 八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 三 十 七 条 の 規 定 に 基 づ

く 支 払 い を し な け れ ば な ら な い 。 く 支 払 い を し な け れ ば な ら な い 。

（ 前 払 金 等 の 不 払 に 対 す る 工 事 中 止 ） （ 前 払 金 等 の 不 払 に 対 す る 工 事 中 止 ）

第 四 十 四 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が 第 三 十 五 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 四 十 三 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が 第 三 十 四 条 、 第 三 十 七 条 又 は 第 三 十 八 条

に お い て 準 用 さ れ る 第 三 十 三 条 の 規 定 に 基 づ く 支 払 い を 遅 延 し 、 相 当 の に お い て 準 用 さ れ る 第 三 十 二 条 の 規 定 に 基 づ く 支 払 い を 遅 延 し 、 相 当 の

期 間 を 定 め て そ の 支 払 い を 請 求 し た に も か か わ ら ず 支 払 い を し な い と き 期 間 を 定 め て そ の 支 払 い を 請 求 し た に も か か わ ら ず 支 払 い を し な い と き

は 、 工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 は 、 工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 を 一 時 中 止 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て は 、 受 注 者 は 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 直 ち に そ の 旨 に お い て は 、 受 注 者 は 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、 直 ち に そ の 旨

を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
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二 正 当 な 理 由 な く 、 工 事 に 着 手 す べ き 期 日 を 過 ぎ て も 工 事 に 着 手 し な 一 正 当 な 理 由 な く 、 工 事 に 着 手 す べ き 期 日 を 過 ぎ て も 工 事 に 着 手 し な

い と き 。 い と き 。

三 工 期 内 に 完 成 し な い と き 又 は 工 期 経 過 後 相 当 の 期 間 内 に 工 事 を 完 成 二 そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 工 期 内 に 完 成 し な い と き 又 は 工 期 経

す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る と き 。 過 後 相 当 の 期 間 内 に 工 事 を 完 成 す る 見 込 み が 明 ら か に な い と 認 め ら れ

る と き 。

四 第 十 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 設 置 し な か っ た と き 。 三 第 十 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 を 設 置 し な か っ た と き 。

五 正 当 な 理 由 な く 、 第 四 十 五 条 第 一 項 の 履 行 の 追 完 が な さ れ な い と き （ 新 設 ）

。
六 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 こ の 契 約 に 違 反 し た と き 。 四 前 三 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 契 約 に 違 反 し 、 そ の 違 反 に よ り こ の 契

約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。

（ 発 注 者 の 催 告 に よ ら な い 解 除 権 ）

第 四 十 八 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 （ 新 設 ）

直 ち に こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

一 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 請 負 代 金 債 権 を 譲 渡 し た と き 。

二 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に 違 反 し て 譲 渡 に よ り 得 た 資 金 を 当 該 工 事 の 施

工 以 外 に 使 用 し た と き 。

注 第 二 号 は 第 五 条 第 三 項 を 使 用 し な い 場 合 は 削 除 す る 。

三 こ の 契 約 の 目 的 物 を 完 成 さ せ る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る

と き 。

四 引 き 渡 さ れ た 工 事 目 的 物 に 契 約 不 適 合 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 不

適 合 が 目 的 物 を 除 却 し た 上 で 再 び 建 設 し な け れ ば 、 契 約 の 目 的 を 達 成

す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。

五 受 注 者 が こ の 契 約 の 目 的 物 の 完 成 の 債 務 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明

確 に 表 示 し た と き 。

六 受 注 者 の 債 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 受 注 者 が そ の 債 務

の 一 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、 残 存 す

る 部 分 の み で は 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と き 。

七 契 約 の 目 的 物 の 性 質 や 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一

定 の 期 間 内 に 履 行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い
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一 履 行 の 追 完 が 不 能 で あ る と き 。

二 受 注 者 が 履 行 の 追 完 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。

三 工 事 目 的 物 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一

定 の 期 間 内 に 履 行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い

場 合 に お い て 、 受 注 者 が 履 行 の 追 完 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と

き 。

四 前 三 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 発 注 者 が こ の 項 の 規 定 に よ る 催 告 を し

て も 履 行 の 追 完 を 受 け る 見 込 み が な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。

第 四 十 四 条 （ Ａ ） （ Ｂ ）

（ 削 除 ） ５ 発 注 者 は 、 工 事 目 的 物 が 第 一 項 の 瑕 疵 に よ り 滅 失 又 は き 損 し た と き は

、 第 二 項 又 は 前 項 に 定 め る 期 間 内 で 、 か つ 、 そ の 滅 失 又 は き 損 の 日 か ら

六 月 以 内 に 第 一 項 の 権 利 を 行 使 し な け れ ば な ら な い 。

（ 発 注 者 の 任 意 解 除 権 ） （ 発 注 者 の 任 意 解 除 権 ）

第 四 十 六 条 発 注 者 は 、 工 事 が 完 成 す る ま で の 間 は 、 次 条 又 は 第 四 十 八 条 第 四 十 八 条 発 注 者 は 、 工 事 が 完 成 す る ま で の 間 は 、 第 四 十 七 条 の 規 定 に

の 規 定 に よ る ほ か 、 必 要 が あ る と き は 、 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き よ る ほ か 、 必 要 が あ る と き は 、 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

る 。

２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 受 注 ２ 発 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 解 除 し た こ と に よ り 受 注 者 に

者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

（ 発 注 者 の 催 告 に よ る 解 除 権 ） （ 発 注 者 の 解 除 権 ）

第 四 十 七 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 相 第 四 十 七 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

当 の 期 間 を 定 め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お

け る 債 務 の 不 履 行 が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ

る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

一 第 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 せ ず 、 又 は 虚 偽 の 記 載 を し て こ （ 新 設 ）

れ を 提 出 し た と き 。

注 第 一 号 は 第 五 条 第 三 項 を 使 用 し な い 場 合 は 削 除 す る 。
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し て い る と 認 め ら れ る と き 。 し て い る と 認 め ら れ る と き 。

ヘ 下 請 契 約 又 は 資 材 、 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 に 当 た り 、 そ ヘ 下 請 契 約 又 は 資 材 、 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 に 当 た り 、 そ

の 相 手 方 が イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 り な が ら 、 の 相 手 方 が イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 り な が ら

当 該 者 と 契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。 、 当 該 者 と 契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。

ト 受 注 者 が 、 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 下 請 契 約 又 は ト 受 注 者 が 、 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 下 請 契 約 又 は

材 、 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 の 相 手 方 と し て い た 場 合 （ へ に 資 材 、 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 の 相 手 方 と し て い た 場 合 （ へ

該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） に 、 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 当 該 契 約 の 解 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） に 、 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 当 該 契 約 の

除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。

（ 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 の 解 除 の 制 限 ）

第 四 十 九 条 第 四 十 七 条 各 号 又 は 前 条 各 号 に 定 め る 場 合 が 発 注 者 の 責 め に （ 新 設 ）

帰 す べ き 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 発 注 者 は 、 前 二 条 の 規 定 に よ る

契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い 。

（ 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 の 請 求 ） （ 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 の 請 求 ）

第 五 十 条 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 に よ る 債 務 の 履 行 を 保 証 す 第 四 十 六 条 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 に よ る 債 務 の 履 行 を 保 証

る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 が 付 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 注 者 が す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 が 付 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 注 者

第 四 十 七 条 各 号 又 は 第 四 十 八 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 発 注 が 次 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 発 注 者 は 、 当 該 公 共 工

者 は 、 当 該 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 の 規 定 に 基 づ き 、 保 証 人 に 対 し て 、 他 事 履 行 保 証 証 券 の 規 定 に 基 づ き 、 保 証 人 に 対 し て 、 他 の 建 設 業 者 を 選 定

の 建 設 業 者 を 選 定 し 、 工 事 を 完 成 さ せ る よ う 請 求 す る こ と が で き る 。 し 、 工 事 を 完 成 さ せ る よ う 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 証 人 が 選 定 し 発 注 者 が 適 当 と 認 め た 建 ２ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 証 人 が 選 定 し 発 注 者 が 適 当 と 認 め た 建

設 業 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 代 替 履 行 業 者 」 と い う 。 ） か ら 発 注 者 に 設 業 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 代 替 履 行 業 者 」 と い う 。 ） か ら 発 注 者 に

対 し て 、 こ の 契 約 に 基 づ く 次 の 各 号 に 定 め る 受 注 者 の 権 利 及 び 義 務 を 承 対 し て 、 こ の 契 約 に 基 づ く 次 の 各 号 に 定 め る 受 注 者 の 権 利 及 び 義 務 を 承

継 す る 旨 の 通 知 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 代 替 履 行 業 者 に 対 し て 当 該 権 利 及 継 す る 旨 の 通 知 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 代 替 履 行 業 者 に 対 し て 当 該 権 利 及

び 義 務 を 承 継 さ せ る 。 び 義 務 を 承 継 さ せ る 。

一 請 負 代 金 債 権 （ 前 払 金[ 若 し く は 中 間 前 払 金] 、 部 分 払 金 又 は 部 分 引 一 請 負 代 金 債 権 （ 前 払 金[ 若 し く は 中 間 前 払 金] 、 部 分 払 金 又 は 部 分 引

渡 し に 係 る 請 負 代 金 と し て 受 注 者 に 既 に 支 払 わ れ た も の を 除 く 。 ） 渡 し に 係 る 請 負 代 金 と し て 受 注 者 に 既 に 支 払 わ れ た も の を 除 く 。 ）

二 工 事 完 成 債 務 二 工 事 完 成 債 務

三 契 約 不 適 合 を 保 証 す る 債 務 （ 受 注 者 が 施 工 し た 出 来 形 部 分 の 契 約 不 三 瑕 疵 担 保 債 務 （ 受 注 者 が 施 工 し た 出 来 形 部 分 の 瑕 疵 に 係 る も の を 除
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場 合 に お い て 、 受 注 者 が 履 行 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。

八 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を せ ず 、 発 注

者 が 前 条 の 催 告 を し て も 契 約 を し た 目 的 を 達 す る の に 足 り る 履 行 が さ

れ る 見 込 み が な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。

九 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三

年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止

等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者 に 請 第 四 十 七 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

負 代 金 債 権 を 譲 渡 し た と き 。 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

十 第 五 十 一 条 又 は 第 五 十 二 条 の 規 定 に よ ら な い で こ の 契 約 の 解 除 を 申 五 第 四 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ ら な い で こ の 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と

し 出 た と き 。 き 。

十 一 受 注 者 （ 受 注 者 が 共 同 企 業 体 で あ る と き は 、 そ の 構 成 員 の い ず れ 六 受 注 者 （ 受 注 者 が 共 同 企 業 体 で あ る と き は 、 そ の 構 成 員 の い ず れ か

か の 者 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き の 者 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き 。

。 イ 役 員 等 （ 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 を 、 受 注 者 が 法 人 で

イ 役 員 等 （ 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 を 、 受 注 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は 常 時 建 設 工 事 の 請 負 契

あ る 場 合 に は そ の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は 常 時 建 設 工 事 の 請 負 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ）

約 を 締 結 す る 事 務 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律

が 暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ る と き 。 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き 。

ロ 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る ロ 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 二 条

と き 。 第 二 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は

暴 力 団 員 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。

ハ 役 員 等 が 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は ハ 役 員 等 が 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は

第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す

る な ど し た と 認 め ら れ る と き 。 る な ど し た と 認 め ら れ る と き 。

ニ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 ニ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便

宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協

力 し 、 若 し く は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。 力 し 、 若 し く は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。

ホ 役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 ホ 役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有
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完 了 し た 後 〇 月 を 経 過 し て も 、 な お そ の 中 止 が 解 除 さ れ な い と き 。 完 了 し た 後 〇 月 を 経 過 し て も 、 な お そ の 中 止 が 解 除 さ れ な い と き 。

（ 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 の 解 除 の 制 限 ）

第 五 十 三 条 第 五 十 一 条 又 は 前 条 各 号 に 定 め る 場 合 が 受 注 者 の 責 め に 帰 す （ 新 設 ）

べ き 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 受 注 者 は 、 前 二 条 の 規 定 に よ る 契 約

の 解 除 を す る こ と が で き な い 。

（ 解 除 に 伴 う 措 置 ） （ 解 除 に 伴 う 措 置 ）

第 五 十 四 条 発 注 者 は 、 こ の 契 約 が 工 事 の 完 成 前 に 解 除 さ れ た 場 合 に お い 第 五 十 条 発 注 者 は 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て は 、 出 来 形 部 分

て は 、 出 来 形 部 分 を 検 査 の 上 、 当 該 検 査 に 合 格 し た 部 分 及 び 部 分 払 の 対 を 検 査 の 上 、 当 該 検 査 に 合 格 し た 部 分 及 び 部 分 払 の 対 象 と な っ た 工 事 材

象 と な っ た 工 事 材 料 の 引 渡 し を 受 け る も の と し 、 当 該 引 渡 し を 受 け た と 料 の 引 渡 し を 受 け る も の と し 、 当 該 引 渡 し を 受 け た と き は 、 当 該 引 渡 し

き は 、 当 該 引 渡 し を 受 け た 出 来 形 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 を 受 注 者 に 支 を 受 け た 出 来 形 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 を 受 注 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら

払 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、

め ら れ る と き は 、 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 出 来 形 部 分 を 最 小 限 度 そ の 理 由 を 受 注 者 に 通 知 し て 、 出 来 形 部 分 を 最 小 限 度 破 壊 し て 検 査 す る

破 壊 し て 検 査 す る こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 ２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負

担 と す る 。 担 と す る 。

３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 第 三 十 五 条 （ 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 ３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 第 三 十 四 条 （ 第 四 十 条 に お い て 準 用 す る 場 合

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 前 払 金[ 又 は 中 間 前 払 金] が あ っ た と き は 、 当 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 前 払 金[ 又 は 中 間 前 払 金] が あ っ た と き は 、 当 該

該 前 払 金 の 額[ 及 び 中 間 前 払 金 の 額] （ 第 三 十 八 条 及 び 第 四 十 二 条 の 規 定 前 払 金 の 額[ 及 び 中 間 前 払 金 の 額] （ 第 三 十 七 条 及 び 第 四 十 一 条 の 規 定 に

に よ る 部 分 払 を し て い る と き は 、 そ の 部 分 払 に お い て 償 却 し た 前 払 金[ よ る 部 分 払 を し て い る と き は 、 そ の 部 分 払 に お い て 償 却 し た 前 払 金[ 及

及 び 中 間 前 払 金] の 額 を 控 除 し た 額 ） を 同 項 前 段 の 出 来 形 部 分 に 相 応 す び 中 間 前 払 金] の 額 を 控 除 し た 額 ） を 同 項 前 段 の 出 来 形 部 分 に 相 応 す る

る 請 負 代 金 額 か ら 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の 前 払 金 額[ 請 負 代 金 額 か ら 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 領 済 み の 前 払 金 額[ 及

及 び 中 間 前 払 金 額] に な お 余 剰 が あ る と き は 、 受 注 者 は 、 解 除 が 第 四 十 び 中 間 前 払 金 額] に な お 余 剰 が あ る と き は 、 受 注 者 は 、 解 除 が 第 四 十 七

七 条 、 第 四 十 八 条 又 は 次 条 第 三 項 の 規 定 に よ る と き に あ っ て は 、 そ の 余 条 又 は 第 四 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る と き に あ っ て は 、 そ の 余 剰 額

剰 額 に 前 払 金[ 又 は 中 間 前 払 金] の 支 払 い の 日 か ら 返 還 の 日 ま で の 日 数 に に 前 払 金[ 又 は 中 間 前 払 金] の 支 払 い の 日 か ら 返 還 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ

応 じ 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 利 息 を 付 し た 額 を 、 解 除 が 第 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 利 息 を 付 し た 額 を 、 解 除 が 前 二 条

四 十 六 条 、 第 五 十 一 条 又 は 第 五 十 二 条 の 規 定 に よ る と き に あ っ て は 、 そ の 規 定 に よ る と き に あ っ て は 、 そ の 余 剰 額 を 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な

の 余 剰 額 を 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 ら な い 。

注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 五 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。
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適 合 に 係 る も の を 除 く 。 ） く 。 ）

四 解 除 権 四 解 除 権

五 そ の 他 こ の 契 約 に 係 る 一 切 の 権 利 及 び 義 務 （ 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ 五 そ の 他 こ の 契 約 に 係 る 一 切 の 権 利 及 び 義 務 （ 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ

り 受 注 者 が 施 工 し た 工 事 に 関 し て 生 じ た 第 三 者 へ の 損 害 賠 償 債 務 を 除 り 受 注 者 が 施 工 し た 工 事 に 関 し て 生 じ た 第 三 者 へ の 損 害 賠 償 債 務 を 除

く 。 ） く 。 ）

注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 五 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 [ ] の 部 分 は 、 第 三 十 四 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。

３ 発 注 者 は 、 前 項 の 通 知 を 代 替 履 行 業 者 か ら 受 け た 場 合 に は 、 代 替 履 行 ３ 発 注 者 は 、 前 項 の 通 知 を 代 替 履 行 業 者 か ら 受 け た 場 合 に は 、 代 替 履 行

業 者 が 同 項 各 号 に 規 定 す る 受 注 者 の 権 利 及 び 義 務 を 承 継 す る こ と を 承 諾 業 者 が 同 項 各 号 に 規 定 す る 受 注 者 の 権 利 及 び 義 務 を 承 継 す る こ と を 承 諾

す る 。 す る 。

４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 発 注 者 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 公 共 工 ４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 発 注 者 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 公 共 工

事 履 行 保 証 証 券 の 規 定 に 基 づ き 、 保 証 人 か ら 保 証 金 が 支 払 わ れ た と き に 事 履 行 保 証 証 券 の 規 定 に 基 づ き 、 保 証 人 か ら 保 証 金 が 支 払 わ れ た と き に

は 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 発 注 者 に 対 し て 受 注 者 が 負 担 す る 損 害 賠 償 債 務 は 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 発 注 者 に 対 し て 受 注 者 が 負 担 す る 損 害 賠 償 債 務

そ の 他 の 費 用 の 負 担 に 係 る 債 務 （ 当 該 保 証 金 の 支 払 わ れ た 後 に 生 じ る 違 そ の 他 の 費 用 の 負 担 に 係 る 債 務 （ 当 該 保 証 金 の 支 払 わ れ た 後 に 生 じ る 違

約 金 等 を 含 む 。 ） は 、 当 該 保 証 金 の 額 を 限 度 と し て 、 消 滅 す る 。 約 金 等 を 含 む 。 ） は 、 当 該 保 証 金 の 額 を 限 度 と し て 、 消 滅 す る 。

（ 受 注 者 の 催 告 に よ る 解 除 権 ） （ 受 注 者 の 解 除 権 ）

第 五 十 一 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が こ の 契 約 に 違 反 し た と き は 、 相 当 の 期 間 第 四 十 九 条 受 注 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 契 約

を 定 め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 こ の 契 を 解 除 す る こ と が で き る 。

約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 三 発 注 者 が こ の 契 約 に 違 反 し 、 そ の 違 反 に よ っ て こ の 契 約 の 履 行 が 不

務 の 不 履 行 が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き 可 能 と な っ た と き 。

は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 受 注 者 の 催 告 に よ ら な い 解 除 権 ） （ 受 注 者 の 解 除 権 ）

第 五 十 二 条 受 注 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 直 ち に こ 第 四 十 九 条 受 注 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 契 約

の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 を 解 除 す る こ と が で き る 。

一 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 設 計 図 書 を 変 更 し た た め 請 負 代 金 額 が 三 分 の 一 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 設 計 図 書 を 変 更 し た た め 請 負 代 金 額 が 三 分 の

二 以 上 減 少 し た と き 。 二 以 上 減 少 し た と き 。

二 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 工 事 の 施 工 の 中 止 期 間 が 工 期 の 十 分 の 〇 （ 工 二 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 工 事 の 施 工 の 中 止 期 間 が 工 期 の 十 分 の 〇 （ 工

期 の 十 分 の 〇 が 〇 月 を 超 え る と き は 、 〇 月 ） を 超 え た と き 。 た だ し 、 期 の 十 分 の 〇 が 〇 月 を 超 え る と き は 、 〇 月 ） を 超 え た と き 。 た だ し 、

中 止 が 工 事 の 一 部 の み の 場 合 は 、 そ の 一 部 を 除 い た 他 の 部 分 の 工 事 が 中 止 が 工 事 の 一 部 の み の 場 合 は 、 そ の 一 部 を 除 い た 他 の 部 分 の 工 事 が
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の と し 、 第 四 項 後 段 、 第 五 項 後 段 及 び 第 六 項 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ び 第 六 項 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ き 措 置 の 期 限 、 方 法 等 に つ い て は 、

き 措 置 の 期 限 、 方 法 等 に つ い て は 、 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め 発 注 者 が 受 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め る も の と す る 。

る も の と す る 。

９ 工 事 の 完 成 後 に こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 は 、 解 除 に 伴 い 生 じ る 事 項 （ 新 設 ）

の 処 理 に つ い て は 発 注 者 及 び 受 注 者 が 民 法 の 規 定 に 従 っ て 協 議 し て 決 め

る 。
（ 発 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 ）

第 五 十 五 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。

（ 履 行 遅 滞 の 場 合 に お け る 損 害 金 等 ） 【 条 件 節 部 分 】

一 工 期 内 に 工 事 を 完 成 す る こ と が で き な い と き 。 第 四 十 五 条 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 工 期 内 に 工 事 を 完 成 す る

こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 損 害 金 の 支 払 い を 受 注 者 に

請 求 す る こ と が で き る 。

二 こ の 工 事 目 的 物 に 契 約 不 適 合 が あ る と き 。 （ 新 設 ）

三 第 四 十 七 条 又 は 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ り 、 工 事 目 的 物 の 完 成 後 に こ （ 新 設 ）

の 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。

四 前 三 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き （ 新 設 ）

又 は 債 務 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。

（ 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 等 の 違 約 金 ）

２ 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 損 害 賠 償 に 代 え て 、 受 第 四 十 七 条 の 二 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 受 注 者

注 者 は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 の 指 は 、 請 負 代 金 額 の 十 分 の ○ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 の 指 定 す

定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

一 第 四 十 七 条 又 は 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ り 工 事 目 的 物 の 完 成 前 に こ の 一 前 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合

契 約 が 解 除 さ れ た と き 。

二 工 事 目 的 物 の 完 成 前 に 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 、 又 は 受 二 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 、 又 は 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事

注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 受 注 者 の 債 務 に つ い て 履 行 不 能 と 由 に よ っ て 受 注 者 の 債 務 に つ い て 履 行 不 能 と な っ た 場 合

な っ た と き 。 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。
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〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定 に よ り 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定 に よ

財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

４ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 工 事 の 完 成 前 に 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 支 給 ４ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 支 給 材 料 が あ る と き

材 料 が あ る と き は 、 第 一 項 の 出 来 形 部 分 の 検 査 に 合 格 し た 部 分 に 使 用 さ は 、 第 一 項 の 出 来 形 部 分 の 検 査 に 合 格 し た 部 分 に 使 用 さ れ て い る も の を

れ て い る も の を 除 き 、 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お 除 き 、 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 支 給

い て 、 当 該 支 給 材 料 が 受 注 者 の 故 意 若 し く は 過 失 に よ り 滅 失 若 し く は き 材 料 が 受 注 者 の 故 意 若 し く は 過 失 に よ り 滅 失 若 し く は き 損 し た と き 、 又

損 し た と き 、 又 は 出 来 形 部 分 の 検 査 に 合 格 し な か っ た 部 分 に 使 用 さ れ て は 出 来 形 部 分 の 検 査 に 合 格 し な か っ た 部 分 に 使 用 さ れ て い る と き は 、 代

い る と き は 、 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 え て そ の 損 害 を

え て そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

５ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 工 事 の 完 成 前 に 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 貸 与 ５ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 貸 与 品 が あ る と き は

品 が あ る と き は 、 当 該 貸 与 品 を 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 、 当 該 貸 与 品 を 発 注 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

場 合 に お い て 、 当 該 貸 与 品 が 受 注 者 の 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 又 は き 損 当 該 貸 与 品 が 受 注 者 の 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 又 は き 損 し た と き は 、 代

し た と き は 、 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 品 を 納 め 、 若 し く は 原 状 に 復 し て 返 還 し 、 又 は 返 還 に 代 え て そ の 損 害 を

え て そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

６ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 工 事 の 完 成 前 に 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 工 事 ６ 受 注 者 は 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 工 事 用 地 等 に 受 注 者

用 地 等 に 受 注 者 が 所 有 又 は 管 理 す る 工 事 材 料 、 建 設 機 械 器 具 、 仮 設 物 そ が 所 有 又 は 管 理 す る 工 事 材 料 、 建 設 機 械 器 具 、 仮 設 物 そ の 他 の 物 件 （ 下

の 他 の 物 件 （ 下 請 負 人 の 所 有 又 は 管 理 す る こ れ ら の 物 件 を 含 む 。 ） が あ 請 負 人 の 所 有 又 は 管 理 す る こ れ ら の 物 件 を 含 む 。 ） が あ る と き は 、 受 注

る と き は 、 受 注 者 は 、 当 該 物 件 を 撤 去 す る と と も に 、 工 事 用 地 等 を 修 復 者 は 、 当 該 物 件 を 撤 去 す る と と も に 、 工 事 用 地 等 を 修 復 し 、 取 り 片 付 け

し 、 取 り 片 付 け て 、 発 注 者 に 明 け 渡 さ な け れ ば な ら な い 。 て 、 発 注 者 に 明 け 渡 さ な け れ ば な ら な い 。

７ 前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 な く 、 相 当 の 期 間 内 に 当 該 ７ 前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 な く 、 相 当 の 期 間 内 に 当 該

物 件 を 撤 去 せ ず 、 又 は 工 事 用 地 等 の 修 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 わ な い と 物 件 を 撤 去 せ ず 、 又 は 工 事 用 地 等 の 修 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 わ な い と

き は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 に 代 わ っ て 当 該 物 件 を 処 分 し 、 工 事 用 地 等 を 修 き は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 に 代 わ っ て 当 該 物 件 を 処 分 し 、 工 事 用 地 等 を 修

復 若 し く は 取 片 付 け を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 復 若 し く は 取 片 付 け を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者

は 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に つ い て 異 議 を 申 し 出 る こ は 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に つ い て 異 議 を 申 し 出 る こ

と が で き ず 、 ま た 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に 要 し た 費 と が で き ず 、 ま た 、 発 注 者 の 処 分 又 は 修 復 若 し く は 取 片 付 け に 要 し た 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

８ 第 四 項 前 段 及 び 第 五 項 前 段 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ き 措 置 の 期 限 、 ８ 第 四 項 前 段 及 び 第 五 項 前 段 に 規 定 す る 受 注 者 の と る べ き 措 置 の 期 限 、

方 法 等 に つ い て は 、 こ の 契 約 の 解 除 が 第 四 十 七 条 、 第 四 十 八 条 又 は 次 条 方 法 等 に つ い て は 、 こ の 契 約 の 解 除 が 第 四 十 七 条 又 は 第 四 十 七 条 の 二 第

第 三 項 の 規 定 に よ る と き は 発 注 者 が 定 め 、 第 四 十 六 条 、 第 五 十 一 条 又 は 二 項 の 規 定 に よ る と き は 発 注 者 が 定 め 、 前 二 条 の 規 定 に よ る と き は 受 注

第 五 十 二 条 の 規 定 に よ る と き は 受 注 者 が 発 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め る も 者 が 発 注 者 の 意 見 を 聴 い て 定 め る も の と し 、 第 四 項 後 段 、 第 五 項 後 段 及
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○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 ○ の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定 に

定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

第 四 十 七 条 の 二

６ 第 二 項 の 場 合 （ 第 四 十 八 条 第 九 号 及 び 第 十 一 号 の 規 定 に よ り 、 こ の 契 ３ 第 一 項 の 場 合 （ 前 条 第 六 号 の 規 定 に よ り 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合

約 が 解 除 さ れ た 場 合 を 除 く 。 ） に お い て 、 第 四 条 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 を 除 く 。 ） に お い て 、 第 四 条 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 の 納 付 又 は こ れ に

金 の 納 付 又 は こ れ に 代 わ る 担 保 の 提 供 が 行 わ れ て い る と き は 、 発 注 者 は 代 わ る 担 保 の 提 供 が 行 わ れ て い る と き は 、 発 注 者 は 、 当 該 契 約 保 証 金 又

、 当 該 契 約 保 証 金 又 は 担 保 を も っ て 同 項 の 違 約 金 に 充 当 す る こ と が で き は 担 保 を も っ て 第 一 項 の 違 約 金 に 充 当 す る こ と が で き る 。

る 。

注 第 六 項 は 、 第 四 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。 注 第 三 項 は 、 第 四 条 （ Ａ ） を 使 用 す る 場 合 に 使 用 す る 。

（ 受 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 ） 第 四 十 九 条

第 五 十 六 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は こ ２ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 損 害

れ に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 各 が あ る と き は 、 そ の 損 害 の 賠 償 を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。

号 に 定 め る 場 合 が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 発 注 者 の 責

め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な

い 。
一 第 五 十 一 条 又 は 第 五 十 二 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ た と き

。
二 前 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又

は 債 務 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。

（ 履 行 遅 滞 の 場 合 に お け る 損 害 金 等 ）

第 四 十 五 条

２ 第 三 十 三 条 第 二 項 （ 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 ３ 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 第 三 十 二 条 第 二 項 （ 第 三 十 八 条

定 に よ る 請 負 代 金 の 支 払 い が 遅 れ た 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 未 受 領 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 請 負 代 金 の 支 払 い が 遅 れ

金 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 遅 た 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 未 受 領 金 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 年

延 利 息 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 発 注 者 に 請 求 す

る こ と が で き る 。
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注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 一 と 記 入 す る 。

３ 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 前 項 第 二 号 に 該 当 ２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 前 項 第 二 号 に 該 当

す る 場 合 と み な す 。 す る 場 合 と み な す 。

一 受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破 産 法 一 受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破 産 法

（ 平 成 十 六 年 法 律 第 七 十 五 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 破 産 管 財 人 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 七 十 五 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 破 産 管 財 人

二 受 注 者 に つ い て 更 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 会 社 更 二 受 注 者 に つ い て 更 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 会 社 更

生 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 四 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人 生 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 四 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人

三 受 注 者 に つ い て 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 民 事 再 三 受 注 者 に つ い て 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 民 事 再

生 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 二 十 五 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 再 生 生 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 二 十 五 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 再 生

債 務 者 等 債 務 者 等

４ 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 に 定 め る 場 合 （ 前 項 の 規 定 に よ り 第 二 項 第

二 号 に 該 当 す る 場 合 と み な さ れ る 場 合 を 除 く 。 ） が こ の 契 約 及 び 取 引 上

の 社 会 通 念 に 照 ら し て 受 注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ る

も の で あ る と き は 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。

（ 履 行 遅 滞 の 場 合 に お け る 損 害 金 等 ）

第 四 十 五 条

５ （ Ａ ） 第 一 項 第 一 号 の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 請 負 代 金 額 か ら 出 ２ （ Ａ ） 前 項 の 損 害 金 の 額 は 、 請 負 代 金 額 か ら 出 来 形 部 分 に 相 応 す る 請

来 形 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 額 を 控 除 し た 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 負 代 金 額 を 控 除 し た 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合

年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る で 計 算 し た 額 と す る 。

。

注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定

定 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

５ （ Ｂ ） 第 一 項 第 一 号 の 場 合 に お い て は 、 発 注 者 は 、 請 負 代 金 額 か ら 部 ２ （ Ｂ ） 前 項 の 損 害 金 の 額 は 、 請 負 代 金 額 か ら 部 分 引 渡 し を 受 け た 部 分

分 引 渡 し を 受 け た 部 分 に 相 応 す る 請 負 代 金 額 を 控 除 し た 額 に つ き 、 遅 延 に 相 応 す る 請 負 代 金 額 を 控 除 し た 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー

日 数 に 応 じ 、 年 〇 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 を 請 求 す る こ と が で き セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 と す る 。

る も の と す る 。

注 （ Ｂ ） は 、 発 注 者 が 工 事 の 遅 延 に よ る 著 し い 損 害 を 受 け る こ と が あ ら か じ め 予 注 （ Ｂ ） は 、 発 注 者 が 工 事 の 遅 延 に よ る 著 し い 損 害 を 受 け る こ と が あ ら か じ め 予 想

想 さ れ る 場 合 に 使 用 す る 。 さ れ る 場 合 に 使 用 す る 。
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な す 。

５ 発 注 者 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 請 求 等 を 行 っ た と き は 、 当 該 請 求 等 の （ 新 設 ）

根 拠 と な る 契 約 不 適 合 に 関 し 、 民 法 の 消 滅 時 効 の 範 囲 で 、 当 該 請 求 等 以

外 に 必 要 と 認 め ら れ る 請 求 等 を す る こ と が で き る 。

６ 前 各 項 の 規 定 は 、 契 約 不 適 合 が 受 注 者 の 故 意 又 は 重 過 失 に よ り 生 じ た 第 四 十 四 条 （ Ａ ） （ た だ し 書 ）

も の で あ る と き に は 適 用 せ ず 、 契 約 不 適 合 に 関 す る 受 注 者 の 責 任 に つ い た だ し 、 そ の 瑕 疵 が 受 注 者 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 生 じ た 場 合 に は

て は 、 民 法 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 、 請 求 を 行 う こ と の で き る 期 間 は 〇 年 と す る 。

７ 民 法 第 六 百 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 は 、 契 約 不 適 合 責 任 期 間 に つ い て は （ 新 設 ）

適 用 し な い 。

第 四 十 四 条 （ Ａ ）

８ 発 注 者 は 、 工 事 目 的 物 の 引 渡 し の 際 に 契 約 不 適 合 が あ る こ と を 知 っ た ３ 発 注 者 は 、 工 事 目 的 物 の 引 渡 し の 際 に 瑕 疵 が あ る こ と を 知 っ た と き は

と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 旨 を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し な 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 旨 を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば

け れ ば 、 当 該 契 約 不 適 合 に 関 す る 請 求 等 を す る こ と は で き な い 。 た だ し 、 当 該 瑕 疵 の 修 補 又 は 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と は で き な い 。 た だ し 、

、 受 注 者 が そ の 契 約 不 適 合 が あ る こ と を 知 っ て い た と き は 、 こ の 限 り で 受 注 者 が そ の 瑕 疵 が あ る こ と を 知 っ て い た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

な い 。

第 四 十 四 条 （ Ａ ）

９ こ の 契 約 が 、 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 ４ こ の 契 約 が 、 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 八 十 一 号 ） 第 九 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 新 築 請 負 契 約 で あ る 場 合 第 八 十 一 号 ） 第 九 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 新 築 請 負 契 約 で あ る 場 合

に は 、 工 事 目 的 物 の う ち 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ に は 、 工 事 目 的 物 の う ち 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （

平 成 十 二 年 政 令 第 六 十 四 号 ） 第 五 条 に 定 め る 部 分 の 瑕 疵 （ 構 造 耐 力 又 は 平 成 十 二 年 政 令 第 六 十 四 号 ） 第 五 条 に 定 め る 部 分 の 瑕 疵 （ 構 造 耐 力 又 は

雨 水 の 浸 入 に 影 響 の な い も の を 除 く 。 ） に つ い て 請 求 等 を 行 う こ と の で 雨 水 の 浸 入 に 影 響 の な い も の を 除 く 。 ） に つ い て 修 補 又 は 損 害 賠 償 の 請

き る 期 間 は 、 十 年 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 各 項 の 規 定 は 適 用 し な 求 を 行 う こ と の で き る 期 間 は 、 十 年 と す る 。

い 。
注 第 九 項 は 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 九
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注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定 注 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の 規 定 に

に よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。 よ り 財 務 大 臣 が 定 め る 率 を 記 入 す る 。

（ 契 約 不 適 合 責 任 期 間 等 ） 第 四 十 四 条 （ Ａ ） 【 本 文 】

第 五 十 七 条 発 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 工 事 目 的 物 に 関 し 、 第 三 十 二 条 第 四 ２ 前 項 の 規 定 に よ る 瑕 疵 の 修 補 又 は 損 害 賠 償 の 請 求 は 、 第 三 十 一 条 第 四

項 又 は 第 五 項 （ 第 三 十 九 条 に お い て こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 場 合 を 含 む 項 又 は 第 五 項 （ 第 三 十 八 条 に お い て こ れ ら の 規 定 を 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） の 規 定 に よ る 引 渡 し （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 引 渡 し 」 と い う 。 。 ） の 規 定 に よ る 引 渡 し を 受 け た 日 か ら 〇 年 以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な

） を 受 け た 日 か ら ○ 年 以 内 で な け れ ば 、 契 約 不 適 合 を 理 由 と し た 履 行 の い 。 た だ し 、 そ の 瑕 疵 が 受 注 者 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 生 じ た 場 合

追 完 の 請 求 、 損 害 賠 償 の 請 求 、 代 金 の 減 額 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除 （ 以 下 に は 、 請 求 を 行 う こ と の で き る 期 間 は 〇 年 と す る 。

こ の 条 に お い て 「 請 求 等 」 と い う 。 ） を す る こ と が で き な い 。 注 本 文 の 〇 の 部 分 に は 、 原 則 と し て 、 木 造 の 建 物 等 の 建 設 工 事 の 場 合 に は 一 を 、 コ ン

注 〇 の 部 分 に は 、 原 則 と し て 二 を 記 入 す る 。 ク リ ー ト 造 等 の 建 物 等 又 は 土 木 工 作 物 等 の 建 設 工 事 の 場 合 に は 二 を 、 設 備 工 事 等 の

場 合 に は 一 を 記 入 す る 。 た だ し 書 の 〇 の 部 分 に は 、 た と え ば 、 十 と 記 入 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 備 機 器 本 体 等 の 契 約 不 適 合 に つ い て は 、 （ 新 設 ）

引 渡 し の 時 、 発 注 者 が 検 査 し て 直 ち に そ の 履 行 の 追 完 を 請 求 し な け れ ば

、 受 注 者 は 、 そ の 責 任 を 負 わ な い 。 た だ し 、 当 該 検 査 に お い て 一 般 的 な

注 意 の 下 で 発 見 で き な か っ た 契 約 不 適 合 に つ い て は 、 引 渡 し を 受 け た 日

か ら ○ 年 が 経 過 す る 日 ま で 請 求 等 を す る こ と が で き る 。

注 〇 の 部 分 に は 、 原 則 と し て 一 を 記 入 す る 。 一 以 外 と す る 場 合 に お い て は 、 前 項 の 期 間 と

の 関 係 、 設 備 機 器 の メ ー カ ー 保 証 の 期 間 を 勘 案 し て 記 入 す る 。

３ 前 二 項 の 請 求 等 は 、 具 体 的 な 契 約 不 適 合 の 内 容 、 請 求 す る 損 害 額 の 算 （ 新 設 ）

定 の 根 拠 等 当 該 請 求 等 の 根 拠 を 示 し て 、 発 注 者 の 契 約 不 適 合 責 任 を 問 う

意 思 を 明 確 に 告 げ る こ と で 行 う 。

４ 発 注 者 が 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 契 約 不 適 合 に 係 る 請 求 等 が 可 能 （ 新 設 ）

な 期 間 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 七 項 に お い て 「 契 約 不 適 合 責 任 期 間 」 と い う

。 ） の 内 に 契 約 不 適 合 を 知 り 、 そ の 旨 を 受 注 者 に 通 知 し た 場 合 に お い て

、 発 注 者 が 通 知 か ら 一 年 が 経 過 す る 日 ま で に 前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る

請 求 等 を し た と き は 、 契 約 不 適 合 責 任 期 間 の 内 に 請 求 等 を し た も の と み
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い う 。 ） の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。 い う 。 ） の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。

注 ［ ］ の 部 分 に は 、 「 中 央 」 の 字 句 又 は 都 道 府 県 の 名 称 を 記 入 す る 。 注 ［ ］ の 部 分 に は 、 「 中 央 」 の 字 句 又 は 都 道 府 県 の 名 称 を 記 入 す る 。

３ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 、 ３ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 、

監 理 技 術 者 等 、 専 門 技 術 者 そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工 す る た め に 使 用 し 主 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ） 、 専 門 技 術 者 そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工 す る

て い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 の 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に 関 す る 紛 争 及 び 監 督 た め に 使 用 し て い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 の 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に 関 す る

員 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 紛 争 及 び 監 督 員 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 三 項

受 注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 発 注 者 が 決 定 の 規 定 に よ り 受 注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り

を 行 っ た 後 、 又 は 発 注 者 若 し く は 受 注 者 が 決 定 を 行 わ ず に 同 条 第 三 項 若 発 注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 、 又 は 発 注 者 若 し く は 受 注 者 が 決 定 を 行 わ ず に

し く は 第 五 項 の 期 間 が 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 第 同 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 の 期 間 が 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 発 注 者 及 び

一 項 の あ っ せ ん 又 は 調 停 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 受 注 者 は 、 第 一 項 の あ っ せ ん 又 は 調 停 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

４ 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 申 し 出 に よ り 、 こ の 約 款 の 各 条 項 の 規 定 に よ り ４ 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 申 し 出 に よ り 、 こ の 約 款 の 各 条 項 の 規 定 に よ り

行 う 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 の 協 議 に 第 一 項 の 調 停 人 を 立 ち 会 わ せ 、 当 該 行 う 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 の 協 議 に 第 一 項 の 調 停 人 を 立 ち 会 わ せ 、 当 該

協 議 が 円 滑 に 整 う よ う 必 要 な 助 言 又 は 意 見 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 協 議 が 円 滑 に 整 う よ う 必 要 な 助 言 又 は 意 見 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お け る 必 要 な 費 用 の 負 担 に つ い て は 、 同 項 後 段 の 規 定 を 準 用 す る 場 合 に お け る 必 要 な 費 用 の 負 担 に つ い て は 、 同 項 後 段 の 規 定 を 準 用 す る

。 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 調 停 人 の 立 会 い の も と で 行 わ れ た 協 議 が 整 わ な か っ ５ 前 項 の 規 定 に よ り 調 停 人 の 立 会 い の も と で 行 わ れ た 協 議 が 整 わ な か っ

た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受 注 者 が 不 服 が あ る 場 合 で 、 発 注 者 又 は た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受 注 者 が 不 服 が あ る 場 合 で 、 発 注 者 又 は

受 注 者 の 一 方 又 は 双 方 が 第 一 項 の 調 停 人 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り 紛 争 受 注 者 の 一 方 又 は 双 方 が 第 一 項 の 調 停 人 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り 紛 争

を 解 決 す る 見 込 が な い と 認 め た と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 発 注 を 解 決 す る 見 込 が な い と 認 め た と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 発 注

者 及 び 受 注 者 は 、 審 査 会 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。 者 及 び 受 注 者 は 、 審 査 会 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。

注 第 四 項 及 び 第 五 項 は 、 調 停 人 を 協 議 に 参 加 さ せ な い 場 合 に は 、 削 除 す る 。 注 第 四 項 及 び 第 五 項 は 、 調 停 人 を 協 議 に 参 加 さ せ な い 場 合 に は 、 削 除 す る 。

第 五 十 九 条 （ Ｂ ） こ の 約 款 の 各 条 項 に お い て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し 第 五 十 二 条 （ Ｂ ） こ の 約 款 の 各 条 項 に お い て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し

て 定 め る も の に つ き 協 議 が 整 わ な か っ た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受 て 定 め る も の に つ き 協 議 が 整 わ な か っ た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受

注 者 が 不 服 が あ る 場 合 そ の 他 こ の 契 約 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 に 注 者 が 不 服 が あ る 場 合 そ の 他 こ の 契 約 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 に

紛 争 を 生 じ た 場 合 に は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 建 設 業 法 に よ る ［ ］ 建 紛 争 を 生 じ た 場 合 に は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 建 設 業 法 に よ る ［ ］ 建

設 工 事 紛 争 審 査 会 （ 以 下 次 条 に お い て 「 審 査 会 」 と い う 。 ） の あ っ せ ん 設 工 事 紛 争 審 査 会 （ 以 下 次 条 に お い て 「 審 査 会 」 と い う 。 ） の あ っ せ ん

又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。

注 （ Ｂ ） は 、 あ ら か じ め 調 停 人 を 選 任 せ ず 、 建 設 業 法 に よ る 建 設 工 事 紛 争 審 査 会 に 注 （ Ｂ ） は 、 あ ら か じ め 調 停 人 を 選 任 せ ず 、 建 設 業 法 に よ る 建 設 工 事 紛 争 審 査 会 に

よ り 紛 争 の 解 決 を 図 る 場 合 に 使 用 す る 。 よ り 紛 争 の 解 決 を 図 る 場 合 に 使 用 す る 。
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十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 新 築 請 負 契 約 の 場 合 に 使 用 す る こ と と す る 。

第 四 十 四 条 （ Ａ ） （ Ｂ ）

引 き 渡 さ れ た 工 事 目 的 物 の 契 約 不 適 合 が 支 給 材 料 の 性 質 又 は 発 注 者 若 ６ 第 一 項 の 規 定 は 、 工 事 目 的 物 の 瑕 疵 が 支 給 材 料 の 性 質 又 は 発 注 者 若 し10
し く は 監 督 員 の 指 図 に よ り 生 じ た も の で あ る と き は 、 発 注 者 は 当 該 契 約 く は 監 督 員 の 指 図 に よ り 生 じ た も の で あ る と き は 適 用 し な い 。 た だ し 、

不 適 合 を 理 由 と し て 、 請 求 等 を す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 受 注 者 が 受 注 者 が そ の 材 料 又 は 指 図 の 不 適 当 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 通 知

そ の 材 料 又 は 指 図 の 不 適 当 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 通 知 し な か っ し な か っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 火 災 保 険 等 ） （ 火 災 保 険 等 ）

第 五 十 八 条 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 及 び 工 事 材 料 （ 支 給 材 料 を 含 む 。 以 下 第 五 十 一 条 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 及 び 工 事 材 料 （ 支 給 材 料 を 含 む 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 等 を 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 火 災 保 険 、 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 等 を 設 計 図 書 に 定 め る と こ ろ に よ り 火 災 保 険 、

建 設 工 事 保 険 そ の 他 の 保 険 （ こ れ に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お 建 設 工 事 保 険 そ の 他 の 保 険 （ こ れ に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。 ） に 付 さ な け れ ば な ら な い 。 い て 同 じ 。 ） に 付 さ な け れ ば な ら な い 。

２ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 険 契 約 を 締 結 し た と き は 、 そ の 証 券 又 ２ 受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 険 契 約 を 締 結 し た と き は 、 そ の 証 券 又

は こ れ に 代 わ る も の を 直 ち に 発 注 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 は こ れ に 代 わ る も の を 直 ち に 発 注 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

３ 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 及 び 工 事 材 料 等 を 第 一 項 の 規 定 に よ る 保 険 以 外 ３ 受 注 者 は 、 工 事 目 的 物 及 び 工 事 材 料 等 を 第 一 項 の 規 定 に よ る 保 険 以 外

の 保 険 に 付 し た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な の 保 険 に 付 し た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 発 注 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

（ あ っ せ ん 又 は 調 停 ） （ あ っ せ ん 又 は 調 停 ）

第 五 十 九 条 （ Ａ ） こ の 約 款 の 各 条 項 に お い て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し 第 五 十 二 条 （ Ａ ） こ の 約 款 の 各 条 項 に お い て 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し

て 定 め る も の に つ き 協 議 が 整 わ な か っ た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受 て 定 め る も の に つ き 協 議 が 整 わ な か っ た と き に 発 注 者 が 定 め た も の に 受

注 者 が 不 服 が あ る 場 合 そ の 他 こ の 契 約 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 に 注 者 が 不 服 が あ る 場 合 そ の 他 こ の 契 約 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 に

紛 争 を 生 じ た 場 合 に は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 契 約 書 記 載 の 調 停 人 の あ 紛 争 を 生 じ た 場 合 に は 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 契 約 書 記 載 の 調 停 人 の あ

っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。 こ の 場 合 に お い て 、 紛 争 の 処 理 っ せ ん 又 は 調 停 に よ り そ の 解 決 を 図 る 。 こ の 場 合 に お い て 、 紛 争 の 処 理

に 要 す る 費 用 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 特 別 の 定 め を し に 要 す る 費 用 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 特 別 の 定 め を し

た も の を 除 き 、 発 注 者 と 受 注 者 と が そ れ ぞ れ 負 担 す る 。 た も の を 除 き 、 発 注 者 と 受 注 者 と が そ れ ぞ れ 負 担 す る 。

２ 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 前 項 の 調 停 人 が あ っ せ ん 又 は 調 停 を 打 ち 切 っ た ２ 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 前 項 の 調 停 人 が あ っ せ ん 又 は 調 停 を 打 ち 切 っ た

と き は 、 建 設 業 法 に よ る ［ ］ 建 設 工 事 紛 争 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と と き は 、 建 設 業 法 に よ る ［ ］ 建 設 工 事 紛 争 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と
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［ ］ の 部 分 に は 、 「 中 央 」 の 字 句 又 は 都 道 府 県 の 名 称 を 記 入 す る 。 ［ ］ の 部 分 に は 、 「 中 央 」 の 字 句 又 は 都 道 府 県 の 名 称 を 記 入 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 、 監 ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 場 代 理 人 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 、 主

理 技 術 者 等 、 専 門 技 術 者 そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工 す る た め に 使 用 し て 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ） 、 専 門 技 術 者 そ の 他 受 注 者 が 工 事 を 施 工 す る た

い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 の 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に 関 す る 紛 争 及 び 監 督 員 め に 使 用 し て い る 下 請 負 人 、 労 働 者 等 の 工 事 の 施 工 又 は 管 理 に 関 す る 紛

の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 受 争 及 び 監 督 員 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 三 項 の

注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 発 注 者 が 決 定 を 規 定 に よ り 受 注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 発

行 っ た 後 、 又 は 発 注 者 若 し く は 受 注 者 が 決 定 を 行 わ ず に 同 条 第 三 項 若 し 注 者 が 決 定 を 行 っ た 後 、 又 は 発 注 者 若 し く は 受 注 者 が 決 定 を 行 わ ず に 同

く は 第 五 項 の 期 間 が 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 前 項 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 の 期 間 が 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 発 注 者 及 び 受

の あ っ せ ん 又 は 調 停 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 注 者 は 、 前 項 の あ っ せ ん 又 は 調 停 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

（ 仲 裁 ） （ 仲 裁 ）

第 六 十 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 そ の 一 方 又 は 双 方 が 前 条 の ［ 調 停 人 又 は 第 五 十 三 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 そ の 一 方 又 は 双 方 が 前 条 の ［ 調 停 人 又

］ 審 査 会 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り 紛 争 を 解 決 す る 見 込 み が な い と 認 め は ］ 審 査 会 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り 紛 争 を 解 決 す る 見 込 み が な い と 認

た と き は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 仲 裁 合 意 書 に 基 づ き 、 審 査 会 の 仲 め た と き は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 仲 裁 合 意 書 に 基 づ き 、 審 査 会 の

裁 に 付 し 、 そ の 仲 裁 判 断 に 服 す る 。 仲 裁 に 付 し 、 そ の 仲 裁 判 断 に 服 す る 。

注 ［ ］ の 部 分 は 、 第 五 十 九 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。 注 ［ ］ の 部 分 は 、 第 五 十 二 条 （ Ｂ ） を 使 用 す る 場 合 に は 削 除 す る 。

（ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 ） （ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 ）

第 六 十 一 条 こ の 約 款 に お い て 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い こ と と さ 第 五 十 四 条 こ の 約 款 に お い て 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い こ と と さ

れ て い る 催 告 、 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 、 解 除 及 び 指 示 は 、 建 設 れ て い る 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 、 解 除 及 び 指 示 は 、 建 設 業 法 そ

業 法 そ の 他 の 法 令 に 違 反 し な い 限 り に お い て 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 の 他 の 法 令 に 違 反 し な い 限 り に お い て 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 を 用 い て 行 う こ と が で 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 を 用 い て 行 う こ と が で き る 。

き る 。 た だ し 、 当 該 方 法 は 書 面 の 交 付 に 準 ず る も の で な け れ ば な ら な い た だ し 、 当 該 方 法 は 書 面 の 交 付 に 準 ず る も の で な け れ ば な ら な い 。

。
（ 補 則 ） （ 補 則 ）

第 六 十 二 条 こ の 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 発 注 者 第 五 十 五 条 こ の 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 発 注

と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る 。
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